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はじめに 
 
 近年、地域コミュニティの希薄化や核家族化の進行など、

子育てを取り巻く環境は大きく変化しています。また、コロ

ナ禍で一層進んだ少子化に加え、貧困や虐待、不登校、ヤン

グケアラーなど、こどもや子育てを取り巻く課題は、より深

刻化、複雑化しており、こどもと子育て家庭を社会全体で支

えていくことが求められています。 

こうした中、国においては、令和 5 年 4 月に、こども施策

を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な

基本法である「こども基本法」を施行し、また、同年 12 月

には、「こども大綱」を閣議決定し、全てのこども・若者が、身体的・精神的・社会的に幸

福な生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現に向けた政府全体のこども施

策の基本的な方針等を定められました。 

また、本市におきましては、まちづくりの指針である第二次山口市総合計画後期基本計

画における重点プロジェクトの一つに「子ども・子育て全力応援のまちづくり」を掲げ、

令和 2 年 3 月に策定した「第二期山口市子ども・子育て支援事業計画」により、幼稚園

の認定こども園化や保育施設の整備に伴う定員拡大等による保育の受け皿整備、第２子以

降の保育料の無償化、高校生世代までの医療費の無償化等による子育て世帯の経済的負担

の軽減、「山口市こども家庭センター」の設置等による相談体制の充実など、こども・子育

て支援の充実や安心の子育て環境の構築に取り組んできたところです。 

この度、「第二期山口市子ども・子育て支援事業計画」の終了に合わせ、引き続き、こ

れらの取組を進めるとともに、「こども基本法」や「こども大綱」を踏まえ、本市の全ての

こども・若者と子育て世帯をライフステージに応じて切れ目なく支援するため、こども施

策を総合的に推進する新たな計画として、「山口市こども計画」を策定しました。 

本計画では、妊娠期・出産期・子育て期といったこどもの成長過程に応じた切れ目ない

支援や、虐待やこどもの貧困、ヤングケアラー等の困難を有するこどもへの支援、多様な

こどもの居場所づくりの推進等に重点的に取り組み、本計画の基本理念である「全てのこ

どもが笑顔で喜びに満ち、希望にあふれるまち 山口」の実現を目指すこととしておりま

す。 

今後も引き続き、市民の皆様や関係団体、民間事業者の方々とともに、目標の実現に向

けて、本計画に基づく取組を着実に進めてまいりますので、御理解と御協力を賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたり、熱心に御議論をいただいた山口市子ども･子育て会議

委員の皆様をはじめ、アンケート調査等に御協力いただきました皆様、貴重な御意見や御

提言をお寄せいただきました多くの市民の皆様に対し、心から感謝申し上げます。 

 

令和 7 年 3 月 
 

                    山口市長  伊 藤 和 貴 
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１ 計画策定の趣旨 

 

近年、全国的な少子高齢化の進展に加え、核家族化の進行や地域のつながりの希薄化、

共働き家庭の増加等、こどもと子育て家庭を取り巻く環境の変化によって、子育て家庭の

子育てに対する負担や不安、孤立感が高まっており、こどもの育ちと子育てを社会全体で

支援していくことが求められてきました。本市においても、令和 2 年 3 月、それまでの

第一期計画を見直し、「第二期山口市子ども・子育て支援事業計画」（以下、「前計画」と

いう。）を策定し、引き続きこどもの健やかな育ちと保護者の子育てを支援する環境整備

を進めてきました。 

しかし、前計画策定後も全国的な少子化はさらに進行し、労働力人口の減少や社会保障

負担の増加、地域社会の活力低下など将来的に社会・経済への影響を与える懸念のある課

題が深刻になっています。国では、こうしたこども・子育てを取り巻く社会情勢の変化を

受けて、こども基本法を令和 4 年 6 月に公布、令和 5 年 4 月に施行し、同法に掲げられ

たこども施策の立案、実施を担う行政機関としてこども家庭庁が発足、令和 5 年 12 月に

は「こども大綱」と「こども未来戦略」が策定されました。 

こども大綱では、全てのこども・若者が、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸

せな状態 （ウェルビーイング）で生活を送ることができる「こどもまんなか社会」を目

指すことが掲げられ、こども未来戦略では、基本理念の一つとして、全てのこどもと子育

て世帯をライフステージに応じて切れ目なく支援していくことが掲げられています。 

そこで、本市においても、前計画が令和６年度で期間満了となることを契機に、こども

基本法とこども大綱を踏まえ、「山口市こども計画」（以下、「本計画」という。）を新たに

策定することとしました。 

 

「こども」と「子ども」の表記について 
我が国では、児童福祉法をはじめとする多くの法令で、18 歳未満の者を「児童」と定義

しており、それと同じ意味で「子ども」という表記が一般的に使われてきました。 
一方、こども基本法では、年齢に区切りを置かず、「心身の発達の過程にある者」を「こ

ども」と定義しています。 
本計画は、心身の発達の過程にある方全てが支援の対象であることから、法令に根拠があ

る語を用いる場合、固有名詞を用いる場合、他の語との関係で「こども」以外の表記を用い
る必要がある場合を除き、「こども」と表記します。 
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２ 計画の位置づけ 

 

本計画は、こども基本法第 10 条第 2 項の規定に基づく「市町村こども計画」として、

こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第 10 条第 2 項の規定に基づく「市

町村こどもの貧困の解消に向けた対策についての計画」、子ども・若者育成支援推進法第 9

条第２項の規定に基づく「市町村子ども・若者計画」、子ども・子育て支援法第 61 条の

規定に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」、次世代育成支援対策推進法第 8 条

の規定に基づく「市町村次世代育成支援行動計画」を一体のものとした計画です。 

また、本計画は、山口市子ども・子育て条例の理念に沿い、第二次山口市総合計画及び

山口市地域福祉計画を上位計画とし、山口市障がい者きらめきプランや山口市健康づくり

計画など、市の各種関連計画との整合性を図りました。 

 

■計画の位置づけ 

 

 

 

山口市総合計画

山口市地域福祉計画

等

山口市健康づくり計画

山口市教育振興基本計画

山口市人権推進指針

山口市男女共同参画基本計画

ほか関連諸計画

国

やまぐち子ども・子育て応援プラン

山口市こども計画

（本計画）

山口市障がい者きらめきプラン

等

等

山口県
次世代育成支援行動計画

子ども・子育て支援事業計画

子ども・若者計画

こどもの貧困対策計画

児童福祉法

子ども・子育て支援法

次世代育成支援対策

推進法

こどもの貧困の解消に

向けた対策推進法

健やか親子21

（第３次）

こども基本法

子ども・若者育成支援

推進法

母子及び父子並びに

寡婦福祉法
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３ 計画の期間 

 

本計画の期間は、令和 7 年度から令和 11 年度までの 5 年間とします。 

ただし、社会・経済情勢、こどもを取り巻く環境の変化、本市の状況などを踏まえ、 

令和 9 年度に中間年の評価を行うとともに、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

（年度） 令和2 令和3 令和4 令和5 令和6 令和7 令和8 令和9 令和10 令和11

第一期こども計画

後期基本計画

地域福祉計画
（令和5〜9年度）

第十次高齢者保健福祉計画
第九次介護保険事業計画

第十一次高齢者保健福祉計画
第十次介護保険事業計画

地域福祉計画
(平成30〜令和4年度)

障がい者きらめきプラン
（第四次障害者計画）

障がい者きらめきプラン
(第三次障害者計画)

障害福祉サービス実施計画
（第五次障害福祉計画・

　　第三次障害児福祉計画）

障害福祉サービス実施計画
（第六次障害福祉計画・

　　第四次障害児福祉計画）

障害福祉サービス実施計画
（第四次障害福祉計画・

　　第二次障害児福祉計画）

第九次高齢者保健福祉計画
第八次介護保険事業計画

山
　
　
　
口
　
　
　
市

第二期子ども・子育て支援事業計画

前期基本計画

第二次総合計画 

元気いきいき
推進計画 健康づくり計画
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１ こども・子育て支援を取り巻く国の動き 

 

前計画の策定後、国では「新子育て安心プラン」を策定し、第二期市町村子ども・子育

て支援事業計画の積み上げと女性の就業率の上昇を踏まえ、令和６年度までに保育の受け

皿として約 14 万人分の整備を行うこととしました。 

また、令和３年度には「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」を発表し、内

閣官房に「こども家庭庁設置法案等準備室」を設置、翌令和４年度には、「こども家庭庁

設置法」「こども基本法」を制定し、「児童福祉法等の一部改正」を行いました。この改正

では、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化等を行う目的で、全ての妊産

婦・子育て世帯・こどもの包括的な相談支援等を行う「こども家庭センター」の設置が努

力義務とされました。 

さらに、令和５年４月には、こども家庭庁が設置され、同年 12 月には従来の「少子化

社会対策大綱」、「子供・若者育成支援推進大綱」及び「子供の貧困対策に関する大綱」を

一元化した「こども大綱」と「こども未来戦略」が策定されました。「こども大綱」では、

全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっと

り、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長する

ことができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、 等しくその権利の擁護が

図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態 （ウェルビーイング）で

生活を送ることができる「こどもまんなか社会」を目指すことが掲げられています。また、

「こども未来戦略」では、「①若者・子育て世代の所得を増やす」「②社会全体の構造や意

識を変える」「③全てのこどもと子育て世帯をライフステージに応じて切れ目なく支援し

ていく」を戦略の基本理念として掲げ、若い世代が希望どおり結婚し、希望する誰もがこ

どもを持ち、安心して子育てできる社会、こどもたちが笑顔で暮らせる社会の実現を目指

すこととされ、今後３年間の集中的な取組として、「こども・子育て支援加速化プラン」

の実施が決められました。 

令和 6 年度には、こども未来戦略の加速化プランに盛り込まれた施策を着実に実行する

ため、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、全てのこども・子育て世

帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置を講

じる、子ども・子育て支援法等の一部改正が行われる一方、こども大綱に示された６つの

基本的な方針及び重要事項の下で進めていく、幅広いこども政策の具体的な取組を一元的

に示した初めてのアクションプラン「こどもまんなか実行計画 2024」が策定されました。 
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■令和元年度以降のこども・子育てに関する主な法律・計画等 

年度 法律・計画等 内    容 

令和元 

子どもの貧困対策の推進に関す
る法律一部改正 市町村におけるこどもの貧困対策についての計画策定を努⼒義務化。 

児童福祉法及び児童虐待防止
法改正 

親権者等による体罰の禁止、虐待を⾏った保護者への児童相談所に
よる医学･⼼理学的知⾒に基づく指導の努⼒義務などを規定。 

幼児教育・保育の無償化 10月から開始。認可保育サービスや幼稚園、認定こども園の利⽤について
０〜２歳の住⺠税非課税世帯、３〜５歳の全世帯を対象に実施。 

子供の貧困対策に関する大綱 

全てのこどもたちが夢や希望を持てる社会をめざし、親の妊娠・出産期
からこどもの社会的⾃⽴までの切れ目のない支援、支援が届かない⼜
は届きにくいこども･家庭への配慮、地方公共団体による取組の充実な
どを基本的な方針として、39 の指標の改善に向け取り組む。 

令和２ 新子育て安⼼プラン 

第２期市町村子ども・子育て支援事業計画の積み上げを踏まえ、保
育の受け皿（令和６年度末までに約14万人分）を整備。 
できるだけ早く待機児童の解消を目指すとともに、⼥性 (25〜44歳)
の就業率の上昇に対応。 

令和３ こども政策の新たな推進体制に
関する基本方針 内閣官房に「こども家庭庁設置法案等準備室」を設置。 

令和４ 

こども家庭庁設置法 こどもが⼼⾝ともに健康かつ幸せに成⻑できるようサポートをするための
⾏政機関として「こども家庭庁」設置（令和５年４月１⽇）。 

こども基本法 
⽇本国憲法および児童の権利に関する条約（こどもの権利条約）の精
神にのっとり、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる
社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的とする。 

児童福祉法等の一部改正 

子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化等を⾏う。 
全ての妊産婦・子育て世帯・こどもの包括的な相談支援等を⾏う「こど
も家庭センター」の設置を努⼒義務化。 
妊産婦・子育て世帯・こどもが気軽に相談できる⾝近な相談機関とし
て「地域子育て相談機関」を整備し、利⽤者支援事業の実施機関と
して位置づけ。 
新規事業を含めた一部事業を「家庭支援事業」として整理し、「地域
子ども・子育て支援事業」に位置づけ。 

令和5 

こども大綱 
従来の「少子化社会対策大綱」、「子供・若者育成支援推進大綱」
及び「子供の貧困対策に関する大綱」を一元化し、「こどもまんなか社
会」の実現を目指す。 

こども未来戦略 

若い世代が希望どおり結婚し、希望する誰もがこどもを持ち、安⼼して
子育てできる社会、こどもたちが笑顔で暮らせる社会の実現を目指し、
若い世代の所得向上、社会全体の構造・意識の変更、こども・子育て
世帯の切れ目ない支援を⾏う。 
今後３年間の集中的な取組として、「こども・子育て支援加速化プラ
ン」を実施。 

こどもの居場所づくりに関する指
針 

こどもや若者の声を聴き、こどもや若者の視点に⽴った居場所づくりを推
進する。 

幼児期までのこどもの育ちに係る
基本的なビジョン（はじめの100
か月の育ちビジョン） 

全てのこどもの誕生前から幼児期までの約100か月にわたる育ちに焦
点を当て、生涯にわたるウェルビーイングの向上を目指すビジョン。 

放課後児童対策パッケージ 
放課後児童クラブの待機児童の解消を目指した新・放課後子ども総
合プランの目標達成は困難な状況にあるが、早期の152万人分の受
け皿整備の達成に向けて、令和5〜６年度に取り組む内容を明示。 
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年度 法律・計画等 内    容 

令和６ 

子ども・子育て支援法等の一部
改正 

こども未来戦略の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実⾏す
るため、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、全て
のこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進
に資する施策の実施に必要な措置を講じるとともに、子ども・子育て支
援特別会計を創設し、児童手当等に充てるための子ども・子育て支援
⾦制度を創設する。 

こどもまんなか実⾏計画2024 

こども大綱に示された６つの基本的な方針及び重要事項の下で進めて
いく、幅広いこども政策の具体的な取組を一元的に示した初めてのアク
ションプラン。 
こどもや若者の権利の保障に関する取組や、「加速化プラン」等の少子
化対策、こどもの貧困対策をはじめとする困難な状況にあるこどもや若
者・家族への支援に係る施策など、387の項目（含再掲）を提示。 

子ども・若者育成支援推進法改
正 

ヤングケアラーを「家族の介護その他の⽇常生活上の世話を過度に⾏
っていると認められる子ども・若者」と定義し、国、⾃治体などが支援に
努めるべき対象に追加。 
こども・若者の年齢を定義しないことで、18歳以上にも切れ目のない支
援が継続できるように配慮。 

子どもの貧困対策の推進に関す
る法律の改正 

「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に名称変更。 
こどもの貧困の解消に向けた対策は、「こどもの現在の貧困を解消する
とともにこどもの将来の貧困を防ぐことを旨として、推進されなければなら
ない」こと及び「貧困の状況にある者の妊娠から出産まで及びそのこども
がおとなになるまでの過程の各段階における支援が切れ目なく⾏われる
よう、推進されなければならない」ことを明記。 
ひとり親世帯の養育費受領率の向上を、貧困対策の指標の一つとして
設定。 
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２ 本市のこども・子育ての現状と課題 

 

（１）人口等の動向 

  ①人口ピラミッド 

本市の令和 6 年 4 月 1 日現在の総人口は、男性 88,848 人、女性 97,240 人の

計 186,088 人です。人口ピラミッドを見ると、40 代後半から 50 代前半と 70 代

の人口が多く、20 代後半から 30 代前半と 10 歳未満の人口が少なくなっているこ

とがわかります。 

20 代後半から 30 代前半の人口が少ないことから、今後も少子化傾向が続くこと

が懸念されます。 

 
■人口ピラミッド（令和 6 年 4 月 1 日現在） 

 

 

3,128
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4,384

3,997
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4,962
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5,874
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5,323
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3,812

0 2,000 4,000 6,000 8,000

女性 97,240人

(人)3,313

4,000

4,469

4,522

4,601
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5,627

6,291

5,367

3,502

2,109

1,224

02,0004,0006,0008,000

   0-4

   5-9

 10-14

 15-19

 20-24

 25-29

 30-34

 35-39

 40-44

 45-49

 50-54

 55-59

 60-64

 65-69

 70-74

 75-79

 80-84

 85-89

90歳～

男性 88,848人

(人)

総人口 186,088人

資料：住民基本台帳
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②年齢３区分別人口及び年少人口割合等の推移 

平成 12 年からの人口推移を見ると、総人口は 5 年ごとにわずかな増減を繰り返し

てきましたが、平成 27 年から令和 2 年にかけては 3,456 人（1.8％）の減少とな

っています。 

年齢３区分別に見ると、年少人口（15 歳未満）が減少を続けているのに対し、高

齢者人口（65 歳以上）は増加し続けていることから、少子高齢化が確実に進んでい

る状況がうかがえます。 

また、少子高齢化の進展に伴い、総人口に占める年少人口割合は低下、高齢化率は

上昇を続けています。 

 

■年齢３区分別人口及び年少人口割合等の推移 

 

29,459 28,221 27,045 26,118 24,166

128,441 127,766 122,614 116,106 109,862

39,212 43,297 46,709 53,325 56,173

197,115 199,297 196,368 197,422 193,966

19.9%
21.7%

23.8%
27.3%

29.5%

14.9% 14.2% 13.8% 13.4% 12.7%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

年少人口 生産年齢人口 老年人口

高齢化率 年少人口割合

資料：国勢調査（各年10月1日現在）※総人口には年齢不詳人口を含む
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③自然動態－出生数と死亡数の推移－ 

令和元年以降の出生数、死亡数の推移は以下のとおりで、毎年、死亡数が出生数を

上回る自然減の状態が続いています。令和 5 年は、出生数 1,160 人に対し死亡数

2,497 人で、1,337 人の自然減となっています。 

 
■出生数と死亡数の推移 

1,416 
1,329 

1,225 1,269 
1,160 

2,182 2,221 
2,318 

2,465 2,497 

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

(人)

出生数

死亡数

資料：人口動態統計
 

  

④社会動態－転入数と転出数の推移－ 

転入数、転出数ともに年によってばらつきがありますが、令和元年から 5 年にかけ

ては、社会増の状態が続いています。令和 5 年は、転入数 7,828 人に対し転出数

7,590 人と、238 人の社会増となっています。 

 
■転入数と転出数の推移 

7,992 

7,499 

7,274 

7,786 7,828 

7,943 

7,473 

7,248 

7,575 7,590 

7,000

7,200

7,400

7,600

7,800

8,000

8,200

8,400

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

(人)

転入数

転出数

資料：人口動態統計
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⑤合計特殊出生率の推移 

令和元年以降の合計特殊出生率の推移は下図のとおりで、年によってばらつきはあ

りますが、本市の数値は、山口県の数値を下回り、また、国の数値を上回って推移し

ています。 

 
■合計特殊出生率の推移 

1.56 

1.48 1.49 
1.47 

1.40 
1.47 

1.39 
1.33 

1.40 1.31 
1.36 

1.33 
1.30 

1.26 

1.20 
1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

山口県 山口市 国

資料：人口動態統計※山口市の数値は期間合計特殊出生率
 

 

（２）未婚率の推移 

20～39 歳の男女の未婚率の推移を５歳階層別に見ると、男性の 20 代後半など一部の

区分では未婚率の上昇に歯止めがかかった感はありますが、令和 2 年の 30 代後半では、

男性の 31.5％、女性の 21.9％が未婚となっており、晩婚化、非婚化の傾向は依然として

続いていることがうかがわれます。 

 
■未婚率の推移 

89.1 90.4 91.0 92.4 92.3 

50.0 
55.0 55.8 57.2 57.5 

23.9 
28.0 30.3 31.4 31.2 
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資料：国勢調査

（各年10月1日現在）

92.7 93.5 93.8 94.6 95.1 

65.7 67.1 66.4 
69.8 68.1 

38.5 
41.4 42.0 42.0 43.0 

21.5 
27.5 29.2 31.1 31.5 

0

20

40

60

80

100

平成

12年

平成

17年

平成

22年

平成

27年

令和

２年

(%)
男性



第２章 こども・子育てを取り巻く現状と課題 

 

 - - 12

 

（３）世帯数の推移 

平成 12 年からの 20 年間の世帯数の推移は下図のとおりで、単独世帯、核家族世帯の

増加により、一般世帯総数も一貫して増加していますが、三世代家族等、その他の世帯は

平成 12 年以降減少しています。 

また、平成 12 年以降、増加傾向にあった母子世帯数は、令和 2 年にはやや減少してい

ますが、依然高い水準にあり、父子世帯数はほぼ横ばいとなっています。 

 

■一般世帯数の推移 

24,395 26,568 27,411 31,325 34,320 

41,455 
43,744 45,557 

46,531 
46,724 

10,234 
9,406 8,135 

6,911 5,814 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

(世帯)

その他の世帯

核家族世帯

単独世帯

76,084
81,103

資料：国勢調査(各年10月１日現在)

86,858
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84,767

 
 

■母子・父子世帯数の推移 

114 121 120 136 118 
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資料：国勢調査(各年10月１日現在)
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（４）就労環境 

  ①女性の年齢階層別労働力率 

令和２年の本市の女性の労働力率を年齢階層別に見ると、平成 27 年に比べると全

世代を通して高くなっています。 

また、結婚や出産期に当たる年代に労働力率が一旦低下するいわゆる「Ｍ字カーブ」

は、県とほぼ同様のカーブを描いており、近年ではＭ字の谷が浅くなってきています。 

今後も引き続き、結婚、出産、育児期など、働きたい女性がライフイベントに関わ

らず継続して働くことができる社会環境の整備を図る必要があります。 

※労働力率：人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割合 

 

■女性の年齢階層別労働力率の推移と県との比較 
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資料：国勢調査（各年10月1日現在）
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  ②母親の就労状況 

アンケート調査の結果から母親の就労状況を見ると、就学前児童の母親で 73.3％、

小学生の母親で 81.9％の人が働いており、いずれも 5 年前より割合が高くなってい

ます。 

また、現在就労していない母親についても、その多くが「すぐにでも、もしくは１

年以内に」又は「一番下の子どもが大きくなったら」就労したいと考えており、その

割合も 5 年前に比べ高くなっていることがわかります。 

 

■母親の就労状況 

48.1 

38.7 

42.3 

39.0 

25.2 

26.4 

39.6 

39.8 

24.8 

31.3 
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0.6 

1.2 
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就学前児童の母親（Ｈ30）

N=1,797
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小学生の母親（Ｈ30）
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フルタイムで就労している
パート・アルバイト等で就労している
以前は就労していたが、現在は就労していない
これまでに就労したことがない
無回答

 
 

資料：山口市子ども・子育てに関するアンケート調査結果 

 

■現在働いていない母親の就労希望 

8.6 

21.1 

38.3 

47.9 

52.8 

44.6 

31.1 

18.8 

38.3 

24.1 

28.9 

27.1 

0.4 

10.2 
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就学前児童の母親（Ｒ５）

N=269

就学前児童の母親（Ｈ30）

N=606

小学生の母親（Ｒ５）

N=180

小学生の母親（Ｈ30）

N=96

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）
１年より先、一番下の子どもが大きくなったら就労したい
すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい
無回答

 
 

資料：山口市子ども・子育てに関するアンケート調査結果 
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  ③育児休業の取得状況 

アンケート調査の結果から、就学前児童の保護者の育児休業の取得状況を見ると、

｢取得した（取得中である）」と回答した人は、母親で 54.6％（働いていると回答し

た人では 87.5％）、父親で 15.5％（働いている人と回答した人では 16.4％）とな

っており、取得率はいずれも 5 年前より高くなっていますが、父親の取得は依然とし

て極めて低調です。 

 

■育児休業の就労状況（就学前児童の保護者） 

 
資料：山口市子ども・子育てに関するアンケート調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.1 

50.0 

1.7 

0.7 

54.6 

39.6 

15.5 

3.3 

7.8 

9.3 

78.7 

83.6 

0.5 

1.1 

4.2 

12.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親（Ｒ5）

N=1,029

母親（H30）

N=1,797

父親（Ｒ5）

N=1,029

父親（H30）

N=1,797

働いていなかった 取得した（取得中である）
取得していない 無回答
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（５）アンケート調査結果から見た子育て支援ニーズ 

  ①子育てに関する悩みや不安 

子育て中の保護者に子育てをする上での悩みや不安を尋ねたところ、回答割合が高

かったのは、就学前児童の保護者では「子どもの病気や発育・発達に関すること」

（48.6％）、「子どもの食事や栄養に関すること」（37.1％）、「子どもの教育に関する

こと」（26.0％）、小学生の保護者では「子どもの病気や発育・発達に関すること」

（36.7％）、「子どもの教育に関すること」（32.0％）、「子どもを叱りすぎているよう

な気がすること」（26.2％）となっています。 

 

■子育てに関する悩みや不安（上位 9 項目抜粋） 

48.6 

37.1 

26.0 

25.8 

24.5 

20.9 

17.6 

12.4 

9.9 

36.7 

17.6 

32.0 

26.2 

15.6 

23.4 

14.0 

24.0 

4.7 

0% 20% 40% 60%

子どもの病気や発育・発達に関すること

子どもの食事や栄養に関すること

子どもの教育に関すること

子どもを叱りすぎているような気がすること

仕事や自分のやりたいことが十分にできないこと

子どもとの時間を十分とれないこと

子どもとの接し方に自信がもてないこと

子どもの友だちづきあい（いじめ等を含む）に関すること

育児の方法がよくわからないこと

就学前

N=1,029

小学生

N=1,018

 
資料：山口市子ども・子育てに関するアンケート調査結果 

 

48.6 

37.1 

26.0 

25.8 

24.5 

20.9 

17.6 

12.4 

9.9 

36.7 

17.6 

32.0 

26.2 

15.6 

23.4 

14.0 

24.0 

4.7 

0% 20% 40% 60%

子どもの病気や発育・発達に関すること

子どもの食事や栄養に関すること

子どもの教育に関すること

子どもを叱りすぎているような気がすること

仕事や自分のやりたいことが十分にできないこと

子どもとの時間を十分とれないこと

子どもとの接し方に自信がもてないこと

子どもの友だちづきあい（いじめ等を含む）に関すること

育児の方法がよくわからないこと

就学前

N=1,029

小学生

N=1,018
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②子どもを健やかに生み育てるために市に期待すること 

子育て中の保護者に「子どもを健やかに生み育てるために市に期待すること」を尋

ねたところ、就学前児童、小学生の保護者ともに最も回答割合が高かったのは「保育

サービスの費用負担軽減や児童手当など、子育てのための経済的支援をする」（就学

前：78.2％、小学生：67.8％）となっています。就学前児童の保護者では「放課後

児童クラブのほかにも、子どもの放課後の居場所を増やす」（56.8％）がそれに続き、

「仕事と子育ての両立しやすい環境づくりについて、企業へ啓発する」（51.2％）が

3 位に上がっています。また、小学生の保護者では「放課後児童クラブのほかにも、

子どもの放課後の居場所を増やす」（53.6％）と「子どもを事故や犯罪の被害から守

るための対策を進める」（53.6％）が同率で 2 位となっています。 

 

■子どもを健やかに生み育てるために市に期待すること（上位 9 項目抜粋） 
 

78.2 

56.8 

51.2 

46.4 

43.4 

42.7 

32.1 

27.5 

21.2 

67.8 

53.6 

42.2 

48.8 

34.0 

53.6 

20.3 

18.6 

29.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

保育サービスの費用負担軽減や児童手当など、

子育てのための経済的支援をする

放課後児童クラブのほかにも、

子どもの放課後の居場所を増やす

仕事と子育ての両立しやすい環境づくりについて、

企業へ啓発する

地域で子どもたちが遊んだり、

スポーツしたりする場や機会を増やす

母子保健サービスや

子どもの救急医療の体制を整備する

子どもを事故や犯罪の被害から守るための対策を進める

いろいろなニーズに合った保育サービスを充実する

子育てに関する相談や

保護者同士が交流できる場を増やす

子どもの「生きる力」を育むための教育を充実する

就学前

N=1,029

小学生

N=1,018

 
 

資料：山口市子ども・子育てに関するアンケート調査結果 
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③子育て支援として、身近な地域の人に期待すること 

小学生の保護者に「身近な地域の人に期待する子育て支援」を尋ねたところ、「子ど

もが犯罪や事故に遭わないよう、見守ってほしい」という回答が 71.8％と最も多く、

以下、「危険な遊びやいじめを見つけたら注意してほしい」（54.0％）、「昔の子育てと

比較せず、子育ての現状を理解して、温かい目で見てほしい」（47.8％）と続いてい

ます。 

 

■子育て支援として、身近な地域の人に期待すること（小学生の保護者） 

 
資料：山口市子ども・子育てに関するアンケート調査結果 

71.8 

54.0 

47.8 

22.9 

14.6 

13.9 

10.8 

6.7 

1.5 

3.2 

0.6 

0 20 40 60 80

子どもが犯罪や事故に遭わないよう、見守ってほしい

危険な遊びやいじめを見つけたら注意してほしい

昔の子育てと比較せず、子育ての現状を理解して、

温かい目で見てほしい

地域交流センターが子どもたちの

居場所の一つとなるようにしてほしい

子どもに遊びやスポーツ、地域の伝統文化など教えてほしい

子どもが参加できる地域行事や催しなどを実施してほしい

緊急時やほんのちょっとした時などに

子どもを一時的に預かってほしい

子育てに関する悩みを聞いたり、相談相手になったりしてほしい

その他

特にない

無回答

%

N=1,018
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④どのような遊び場を望むか 

小学生の保護者にどのような遊び場を望むか尋ねたところ、｢家の近くにある」とい

う回答が 77.4％と最も多く、以下、「思い切り遊ぶために十分な広さがある」(37.9％）、

「遊び場やその周辺の環境が良く、安心して遊べる」（34.6％）、「雨の日でも遊べる」

（31.4％）、「ボール遊びできる」（29.4％）などが続いています。 

 

■どのような遊び場を望むか（小学生の保護者） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

資料：山口市子ども・子育てに関するアンケート調査結果 

 

 

77.4 

37.9 

34.6 

31.4 

29.4 

23.3 

22.2 

21.2 

14.9 

5.6 

5.0 

1.8 

0.7 

0.2 

0 20 40 60 80 100

家の近くにある

思い切り遊ぶために十分な広さがある

遊び場やその周辺の環境が良く、安心して遊べる

雨の日でも遊べる

ボール遊びができる

遊び場周辺の道路が安全である

遊具などの種類が充実していて、

整備がきちんとされている

衛生的である

遊び場に子どもと同じ歳くらいの遊び仲間がいる

いつもにぎわっていて楽しい感じがする

緑などの自然が多い

その他

特に望むことはない

無回答

%

N=1,018
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⑤山口市で子どもたちが元気にいきいきと生活するためには何が必要だと思うか 

小学４年生以上の児童にこどもたちが元気にいきいきと生活するためには、何が必

要だと思うか尋ねたところ、｢放課後や休日に、子どもたちが遊べる場所や楽しい活動

を増やす｣という回答が 44.4％と最も多く、以下、「子育てにかかるお金（出産祝い

や学校給食、こどもの医療費）を少なくするようにすること」(38.2％）、「障がいの

ある・なしに関わらず一緒に遊び、学べる場所を増やす」（37.8％）、「家や学校以外

で、子どもが安心して過ごせる場所を増やす」（35.8％）、「お父さんやお母さんが、

子どもを育てながら仕事などで活躍できやすくすること」（29.4％）などが続いてい

ます。 

 

■山口市で子どもたちが元気にいきいきと生活するためには何が必要だと思うか 

（小学 4 年生以上の児童） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料：山口市子ども・子育てに関するアンケート調査結果 

 

 

44.4 

38.2 

37.8 

35.8 

29.4 

29.0 

27.6 

23.7 

17.4 

13.5 

21.9 

0 20 40 60

放課後や休日に、子どもたちが遊べる場所や

楽しい活動を増やす

子育てにかかるお金（出産祝いや学校給食、

子どものいりょう費）を少なくするようにすること

しょうがいのある・なしにかかわらず、

一緒に遊び、学べる場所を増やす

家や学校以外で、子どもが安心して

過ごせる場所を増やす

お父さんやお母さんが、子どもを育てながら

仕事などで活やくできやすくすること

子どもや親が質問や困ったことを

気軽にそうだんできる場所を増やす

子どもや子育て世代がくらしやすい場所をつくること

子育てで困ったときに、たすけてくれる人を増やす

お父さんたちが子育てにせっきょく的に

参加しやすくすること

子どもを育てる親へ、子育てに必要な情報を届けること

無回答

（%）

N=489
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（６）こどもの貧困に関するアンケート調査結果 

  ①保護者の支援制度の利用状況 

子育て中の保護者に支援制度を利用したことがあるか尋ねたところ、回答割合が高

かったのは、「就学援助」（14.1％）、「児童扶養手当」（9.5％）となっています。 

 

■保護者の支援制度の利用状況 

 

14.1 

0.5 

9.5 

0.2 

8.9 

0.1 

0.4 

3.0 

0.8 

71.5 

91.2 

91.3 

80.8 

90.7 

5.6 

8.2 

8.3 

6.7 

8.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学援助

生活保護

生活困窮者の

自立支援相談窓口

児童扶養手当

母子家庭等就業・

自立支援センター n=988

現在利用している

現在利用していないが、以前利用したことがある

利用したことがない

無回答・不明

 
 

 

 
資料：山口市子ども・子育てに関するアンケート調査結果 
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  ②朝食の食事の頻度 

朝食の食事の頻度について尋ねたところ、全体では「毎日食べる」が 82.2％とな

っていましたが、等価世帯収入別では、世帯収入が少ない方が、食事の頻度も減少し

ていました。 

世帯の状況別では、「ふたり親世帯」で「毎日食べる」の割合は 84.0％で、「ひと

り親世帯」では 66.7％となっています。 

 

■朝食の食事の頻度 

【全体（学年別）】 

82.2 

84.2 

79.3 

9.6 

9.4 

10.0 

2.5 

2.2 

3.0 

4.1 

2.9 

6.0 

1.5 

1.4 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

小学5年生

（ｎ＝587）

中学2年生

（ｎ＝401）

ｎ＝９８８

毎日食べる（週７

日）

週５～６日

週３～４日

週１～２日、ほとん

ど食べない

無回答・不明
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【等価世帯収入別】 

82.6 

67.4 

84.4 

9.3 

16.3 

8.5 

2.8 

3.3 

2.7 

4.2 

10.9 

3.5 

1.1 

2.2 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

中央値の1/2

未満

（ｎ＝92）

中央値の1/2

以上

（ｎ＝780）

ｎ＝８７２

毎日食べる（週７

日）

週５～６日

週３～４日

週１～２日、ほとん

ど食べない

無回答・不明

 

 

 

【世帯の状況別】 

82.1 

84.0 

66.7 

9.8 

8.6 

19.0 

2.6 

2.6 

2.9 

4.0 

3.4 

9.5 

1.5 

1.4 

1.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

ふたり親世帯

（ｎ＝858）

ひとり親世帯

（ｎ＝105）

ｎ＝９６３

毎日食べる（週７

日）

週５～６日

週３～４日

週１～２日、ほとん

ど食べない

無回答・不明

 
 

 
資料：山口市子ども・子育てに関するアンケート調査結果 
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  ③こどもの支援制度・居場所の利用状況 

こどもの支援制度や居場所の利用状況について尋ねたところ、「利用したことがあ

る」の割合は「平日の夜や休日を過ごすことができる場所」57.8％、「夕ごはんを無

料か安く食べることができる場所」が 11.0％、「勉強を無料でみてくれる場所」が

6.7％、「何でも相談できる場所」が 3.5％となっています。また、「あれば利用した

いと思う」を加えると、全ての項目において 25％以上（4 人に 1 人が利用したい）

という結果となっています。 

 

■支援制度・居場所の利用状況 

57.8 

11.0 

6.7 

3.5 

10.1 

37.1 

38.8 

24.5 

12.3 

23.2 

24.1 

31.8 

15.5 

23.5 

24.9 

34.8 

4.3 

5.2 

5.6 

5.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平日の夜や休日を過ごす

ことができる場所

夕ごはんを無料か安く食べ

ることができる場所

勉強を無料でみてくれる場

所

何でも相談できる場所

ｎ＝９８８

利用したことがある あれば利用したいと思う

今後も利用したいと思わない 今後利用したいかどうか分からない

無回答・不明

 
 

 
資料：山口市子ども・子育てに関するアンケート調査結果 
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  ④こどもの支援制度・居場所を利用したことによる変化 

一つでも支援制度や居場所を利用したことがあるこどもに利用したことによる変化

を尋ねたところ、「友だちが増えた」が 47.9％で最も多く、続いて「生活の中で楽し

みなことが増えた」（35.5％）、「勉強する時間が増えた」（29.4％）、「気軽に話せる

大人が増えた」（28.4％）、「勉強がわかるようになった」（24.3％）の順となってい

ます。 

「勉強する時間が増えた」、「気軽に話せる大人が増えた」、「勉強がわかるようにな

った」の効果が見受けられることから、支援制度や居場所を活用することで、勉強時

間の増加や勉強の理解を深める場の提供につなげることができる可能性があると考え

られます。 

等価世帯収入別では、「気軽に話せる大人が増えた」、「生活の中で楽しみなことが増

えた」、「勉強がわかるようになった」の項目で「中央値の 1/2 未満」の割合が「中央

値の 1/2 以上」よりも多い結果となりました。 

世帯の状況別では、「友達が増えた」、「気軽に話せる大人が増えた」、「勉強がわかる

ようになった」、「勉強する時間が増えた」の項目で「ひとり親世帯」の割合が「ふた

り親世帯」よりも多い結果となりました。 
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■支援制度・居場所を利用しての変化 

 

【全体（学年別）】 

 

 
 

資料：山口市子ども・子育てに関するアンケート調査結果 

 

47.9 

28.4 

35.5 

23.5 

9.7 

24.3 

29.4 

8.3 

16.3 

9.6 

60.6 

34.6 

45.7 

29.4 

15.1 

20.0 

24.0 

11.1 

12.9 

7.4 

31.9 

20.7 

22.5 

15.9 

2.9 

29.7 

36.2 

4.7 

20.7 

12.3 

 -  20.0  40.0  60.0  80.0  100.0

友だちが増えた

気軽に話せる大人が増えた

生活の中で楽しみなことが増えた

ほっとできる時間が増えた

栄養のある食事をとれることが増えた

勉強がわかるようになった

勉強する時間が増えた

その他

特に変化はない

無回答・不明

ｎ＝６２６

全体

小学5年生

（ｎ＝350）

中学2年生

（ｎ＝276）
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【等価世帯収入別】 

 

 
資料：山口市子ども・子育てに関するアンケート調査結果 

 

47.9 

29.5 

35.1 

23.6 

9.5 

24.3 

29.9 

8.8 

16.0 

9.2 

42.9 

32.1 

37.5 

23.2 

8.9 

30.4 

25.0 

10.7 

21.4 

12.5 

48.5 

29.3 

34.9 

23.6 

9.6 

23.6 

30.5 

8.6 

15.4 

8.8 

 -  20.0  40.0  60.0  80.0  100.0

友だちが増えた

気軽に話せる大人が増えた

生活の中で楽しみなことが増えた

ほっとできる時間が増えた

栄養のある食事をとれることが増えた

勉強がわかるようになった

勉強する時間が増えた

その他

特に変化はない

無回答・不明

ｎ＝５５５

全体

中央値の1/2未満

（ｎ＝56）

中央値の1/2以上

（ｎ＝499）
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【世帯の状況別】 

 

 
資料：山口市子ども・子育てに関するアンケート調査結果 

 
 

47.6 

28.5 

35.4 

23.9 

9.8 

24.4 

29.6 

8.5 

16.4 

9.3 

47.4 

27.9 

35.8 

24.4 

10.7 

24.2 

29.3 

8.3 

15.9 

9.2 

49.3 

33.3 

31.9 

20.3 

2.9 

26.1 

31.9 

10.1 

20.3 

10.1 

 -  20.0  40.0  60.0  80.0  100.0

友だちが増えた

気軽に話せる大人が増えた

生活の中で楽しみなことが増えた

ほっとできる時間が増えた

栄養のある食事をとれることが増えた

勉強がわかるようになった

勉強する時間が増えた

その他

特に変化はない

無回答・不明

ｎ＝６１１

全体

ふたり親世帯

（ｎ＝542）

ひとり親世帯

（ｎ＝69）
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（７）高校生からの意見聴取 

高校生を対象とした元気・未来トーク 

【第 1 回】 

実施時期 令和 4 年 12 月 18 日 

会  場 産業交流スペース「Megriba」 

参 加 者 山口県鴻城高等学校生徒会・吹奏楽部の生徒（3 名） 

 

【第 2 回】 

実施時期 令和 4 年 12 月 22 日 

会  場 山口県立山口高等学校 サイエンスルーム 

参 加 者 山口県立山口高等学校生徒会の生徒（5 名） 

 

 

10 年後の自分のまちについて【どんなまちに住みたいか、働きたいか】 

・市が子育てに関してどのようなサポートをされているのかもっと知りたい 

・福祉・医療が充実したまち、特に人材育成に力を入れて欲しい 

・自然を残しつつ、自然を生かしたまち 

・犯罪や交通事故が少ないまち 

・保育園や学校などの施設と地域が一体化できるまち（地域行事を一緒に、四季を一

緒に楽しむ） 

・医療に携わっている人が働きやすいまち（看護学生への学費のサポート、人材不足

への対応） 

・自然が豊かであるため、バランスを保ちながら、整備されているまちになることを

望んでいる。 

・若者が楽しめるまち、例えば（東京の渋谷のような）、e スポーツなど気軽に楽し

めるようなまちになるといい。特に映画館は若者には必要なものだと感じているた

め、是非誘致していただきたい。 

・デジタル施設が充実したまちがよい。学校から配布されている電子機器も一部の機

能しか利用できていない。まずは、wi-fi を強くするなどのことから始めてほしい。 

・全体の雰囲気はそのままで、一つの地区で一つのことをすすめていくような、例え

ば湯田では湯田温泉をもっと売り出していくような地区としての売り出し方をや

ってみてはどうか。 

・自然は残してほしいが、インフラは整備してほしい。公共交通が充実した、街灯な

どのある明るいまちづくりをお願いしたい。 

 

資料：第二次山口市総合計画 資料編 
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（８）大学生等への意識調査結果 

実施時期 令和 4 年 10 月 5 日～10 月 21 日 

対  象 山口大学、山口大学大学院、山口県立大学、山口県立大学大学院、 

山口学芸大学、山口学芸大学大学院、山口芸術短期大学に通う学生 

約１１，０００人 

実施方法 Web 調査 （メール等により依頼、Web から回答） 

回答数  1,208 件 

    

 

① ｢こうであれば良いな｣と思う地域社会の姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自由記述における主な意見 

・若者が結婚して子育てがしたい、と思えるような経済面での支援が必要。 

・将来家庭を持っても安心して生活していけるよう、子育て支援をどこよりも充実

させて、アピールすることが必要。山口市がどのような支援を行っているか、ど

の世代でも知っていることで、前向きな気持ちが生まれると思うし、県外から来

た学生も山口市に残りたくなるのではないかと思うので、さらなる広報活動が必

要だと思う。 

 

n=1,208 
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・こどもやその親に対する支援だけではなく、労働者が育休を取得する際に、企業

にも支援を行うなど、周辺の環境に対する支援も必要。 

・子育て世代になったときに戻ってきたい、と思えるような魅力ある教育が必要だ

と思う。 

・愛着や思い入れともいうべき「郷土愛」を持ってもらうことが必要。そのために、

人格形成に最も影響を与える幼少期に、山口にしかない魅力（ブランド）を教え、

伝え、体験させるべきだと思う。 

・出産や子育てがしやすく、子育て中の親が気軽に入れて頼れるコミュニティや、こ

どもと様々な体験ができる施設・遊び場があるといいと思う。 

 

資料：第二次山口市総合計画 資料編 

 

 

 

② もっとあればいいなと思う遊び・余暇機能 

 

資料：第二次山口市総合計画 資料編 

 

 

339

338

249

83

51

46

37

22

12

31

0 50 100 150 200 250 300 350 400

アパレルショップや雑貨店などの商業施設

映画館

体を動かせるアミューズメント施設

大型書店

ゆっくり過ごせるカフェ

アウトドア・レジャー施設（キャンプ場、アスレチックなど）

特にない（現状のままでよい）

アーバンスポーツ施設（BMX、スケートボード、スポーツクライミングなど）

ボウリング場

その他

n=1,208 
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（９）子育て世代へのアンケートの調査結果 

実施時期 令和 4 年 8 月 31 日～9月 16 日 

対  象 18 歳未満のこどもを持つ市民 約 3,000 人（無作為抽出） 

実施方法 Ｗｅｂ調査 

回答数  1,341 件（回答率 43.5％） 

    

① 放課後、小学生のこどもに過ごさせたい場所や施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自由記述における主な意見 

・市が子育てに関してどのようなサポートをされているのかもっと知りたいので、

情報発信を幅広くしていただきたい。 

・子どもが安心して遊べる場所を増やしてほしい（プレーパーク、アスレチック、

公園、雨天時や真夏日でも遊べる屋内施設など）。 

・買い物などの 1～2 時間程度の間だけ子どもを一時的に預けられる場所がほしい。 

・夏休みなどの長期休暇に子どもを預けやすいところがあればいいと思う。平日の

夕方からなら、祖父母の家に預けたり留守番させたりできるが、夏休みなど、一

日中預けることはできず、困っている。 

・放課後児童クラブに小学生高学年も通えるようにしてほしい。 

・山口市での子育てには概ね満足しているが、病児保育を更に充実していただける

と、働きながらの子育てがもっとしやすくなるのではないかと思う。 

・保育園が入りにくい。他市のように事前予約ができたり、兄弟が一緒になるよう

配慮してほしい。 

 

799

701

594

391

229

72

47

236

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

自宅

習い事

放課後児童クラブ

放課後子ども教室（大内子ども夢クラブなど）

祖⽗⺟や友⼈・知⼈宅

児童館

放課後等デイサービス

その他 n=1,341 
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・ミルクやおむつ、習い事にかかる費用への支援など、子育てに関する金銭面での

支援がほしい。 

・高校生の子育てのしやすさにも配慮してほしい。 

・共働きでも安心して子育てができるように、共働き家庭への支援がほしい。共働

きは、専業主婦家庭に比べて、家庭学習や習い事がしづらく、学力に差が生まれ

ないか不安に感じている。 

・出産お祝い品やお祝い金があれば嬉しい。 

・小学校入学前における事前準備金等の給付や、小学校入学時における、傘や防犯

ブザー、通学帽子、ランドセル等の支給があったら嬉しい。 

・市内施設の利用における、子育て世帯への利用料割引があればいいなと思う。 

 

資料：第二次山口市総合計画 資料編 
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１ 基本理念（めざす姿） 

 

 
全てのこどもが笑顔で喜びに満ち、 

希望にあふれるまち 山口 

 

全てのこどもは次代を担うかけがえのない宝です。本市で生きる全てのこども

が、家庭や地域の愛情に包まれながら、のびのびと遊び、そして学び、安心して

夢と希望を育みながら健やかに成長し、地域社会の一員としてしっかりと育って

いくことは、私たち市民全ての願いです。 

あらゆる環境下において、等しくこどもたちが遊び、学び、成長することがで

きるよう、社会全体がその役割と責任を自覚し、全てのこどもの健やかな成長や

遊び・学びに対する支援、そして、それを支える子育て環境の充実をより一層図

っていく必要があります。 

「第二期山口市子ども・子育て支援事業計画」では、「山口市子ども・子育て条

例」（平成 30 年 4 月 1 日施行）の前文の一節を用い、「全てのこどもが笑顔で喜

びに満ち、希望にあふれるまち 山口」を基本理念として掲げましたが、本計画

においてもこの理念を継承するものとします。 

 

 

２ 基本方針 

 

こども大綱におけるこども施策に関する基本的な方針を踏まえ、本計画では、

以下の５点を基本方針とします。 

  １．こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保

障し、こども・若者の今とこれからの最善の利益を図る 

２．こどもや若者、子育て当事者の視点を大切にし、その意見を尊重する 

３．こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支

援する 

４．良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな

状態で成長できるようにする 

５．若い世代が子育てを楽しめるよう、子育てをみんなで支える社会づくりに取り組む 
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３ 施策の体系 

 

本計画では、「２ 基本方針」に掲げる５つの事項を念頭に、本市の全てのこど

も施策を以下の 4 つの柱に整理し、その展開を図ります。 

（１）こどもと母親の健康づくり

（２）保育及び教育環境の充実

（３）こどもの安全・安心の確保

（４）総合的な子育て支援の充実

（５）子育て家庭の経済的負担の軽減

（１）児童虐待防止対策と社会的養護の推進

（２）こどもの貧困対策

（３）ひとり親家庭への支援

（４）ヤングケアラーへの支援

（５）不登校・ひきこもりのこども・若者への支援

（６）障がい児支援・医療的ケア児等への支援

（７）こども・若者の自殺対策

（１）生きる力を育む教育の充実

（２）こどもの居場所づくりと体験機会の提供

（３）結婚の希望を叶えるための支援

（１）ワーク・ライフ・バランスの実現

（２）働きやすい環境づくり

主要施策施策の柱

全
て
の
こ
ど
も
が
笑
顔
で
喜
び
に
満
ち
、
希
望
に
あ
ふ
れ
る
ま
ち

山
口

２ 困難を有するこども・
若者を支援する施策

４ 仕事と子育ての両立を
推進する施策

基本理念

１ こどもの成長と子育てを
支援する施策

３ 次代を担うひとづくりを
推進する施策
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１ こどもの成長と子育てを支援する施策 

 

 

 

 

 

 

   【目標値の設定】 

     この施策に対する目標値を下記のとおり設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）こどもと母親の健康づくり 

 

 

◆少子化・核家族化の進展及び地域コミュニティの希薄化が進む中、妊娠・出産・育

児に対する不安や負担感を持つ方が増えています。 

◆母と子の健康の管理と保持増進を図る妊産婦健康診査及び乳幼児健康診査の受診

率は高い水準を維持しています。 

◆山口市こども家庭センターにおいて、妊娠・出産から子育て・親子の健康に関する

相談や各種事業を行っています。 

◆小中学生の 1 割は朝食を欠食しています。健康に良い食生活を実践している人の割

合は、若い世代ほど低い状況です。 

◆山口市医師会、吉南医師会に委託し、お盆、年末年始、冬季の日曜・祝日に小児科

診療を行っています。 

◆綜合病院山口赤十字病院内に設置された山口・防府地域夜間こども急病センターに

おいて、毎日１９時から２２時まで、小児医療が確保されています。 

◆山口市休日・夜間急病診療所において、外科及び歯科診療を行っています。 

◆山口県が設置された山口県小児救急医療電話相談（♯８０００）において、夜間の

急病時に電話で相談できます。 

項 目 
現 状 

（令和５年度） 

中間目標値 

（令和９年度） 

最終目標値 

（令和 11 年度） 

子どもを安心して生み育てられる

環境が整っていると思う、子どもを

持つ親の割合 

63.5% 75.0% 75.0％以上 

子育ての不安や悩みを解決できて

いる親の割合 
64.9% 70.0％ 70.0％以上 

保育所待機児童数 

（翌年度 4 月 1 日の状況） 
２人 0 人 0 人 

幼稚園や保育所（園）で就学前教育

を受けている幼児の割合 
97.8％ 99.0％ 99.0％以上 

 

現 状 

 安全・安心な環境の中で、幼児教育・保育の質の向上を図ることにより、一人ひとり

のこどもの健やかな成長を支えていきます。 

また、妊娠・出産、子育てへの切れ目ない支援により、誰もがその希望に応じて、安

心して妊娠・出産、子育てができる環境整備に取り組みます。 
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◆妊娠・出産・育児に関する不安の解消を図り、健やかに母子が過ごせるよう、切れ

目のない支援を円滑かつ効果的に実施していくことが求められています。 

◆偏食や欠食は、こどもの成長・発達に影響を及ぼすほか、若い女性に多く見られる

やせの一因や、将来骨粗しょう症や生活習慣病の発症を招きやすくなります。 

◆休日や夜間の外来診療のない時間帯に、緊急性の低い軽症の乳幼児が救急外来を受

診するなど、適正受診がなされていません。 

 

 

 

◆関係機関と連携し、妊娠期の健康管理の体制と産後早期の支援の充実を図ります。 

◆妊娠・出産・育児が安心して迎えられるよう、情報提供や相談支援に努めます。 

◆こどもの健やかな成長・発達の支援の充実を図ります。 

◆保育所等や幼稚園、学校と連携して、こどもと保護者に、朝食摂取や栄養バランス

の良い食事の重要性と実践方法について、周知啓発をします。 

◆親子が食に関する様々な体験活動を通して食育への関心を高め、健康に良い食生活

が実践できるよう、関係機関と連携した食育活動を推進していきます。 

◆一次救急医療と二次救急医療の役割や適切な受診について啓発します。 

◆県や関係機関と連携し、緊急時にも安心して医療を受けることができる体制の維持

に努めます。 

 

●取組内容 

  具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

①安心して出産できる環境の整備 

No 事務事業 事業内容 

１ 

母子保健指導事業 

（妊娠届出時の保健指導） 

（葉酸摂取サポート事業） 

安心して出産・育児に取り組めるよう、妊娠届出時に保

健師及び助産師が保健指導を行います。 

２ 

妊娠・出産包括支援事業 

（産前・産後サポート事業） 

（利用者支援事業） 

・家庭や地域での妊産婦等の孤立感の解消を図るために、

妊産婦とその家族を対象に、保健師、助産師等による相

談支援を行います。 

・妊娠届出時から「やまぐち親子♡子育てアプリやまこ

こ by 母子モ」の登録を案内し、妊娠・出産・子育て期に

わたり子育てに関する情報を配信します。 

・子育て保健課のインスタグラムを通じて、タイムリー

な子育て支援情報の発信に努めます。 

 

課 題 

取 組 
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No 事務事業 事業内容 

３ 
妊娠・出産包括支援事業 

（産後ケア事業） 

退院直後の母子に対して心身のケアや育児サポート等の

きめ細かい支援を行うために、医療機関等において宿泊

型、日帰り型、母乳支援型、訪問型を実施します。 

４ 
妊娠・出産包括支援事業 

（産婦健康診査事業） 

産婦の経済的な負担軽減と心身の健康管理を図るため

に、産後 2 週間、産後 1 か月の計 2 回産婦健康診査を行

います。 

５ 妊産婦歯科保健事業 
妊産婦の歯科疾患の早期発見と早期治療のため、歯科健

康診査と歯科保健指導を行います。 

６ 不妊・不育治療費助成事業 
医療保険適用となる不妊治療費の自己負担分と不育治療

費の自己負担分に対して、助成金を交付します。 

７ 妊婦等包括支援相談事業 

妊婦・その配偶者等に対して、面談等の実施により、必

要な情報提供や相談に応じるとともに、ニーズに応じて

必要な支援につなげる伴走型相談支援を行います。 

 

②安心して子育てができる環境の整備 

No 事務事業 事業内容 

１ 乳幼児健康診査事業 

１か月児、３か月児、７か月児、１歳児、１歳６か月児、

３歳児を対象に乳幼児期の疾病を早期発見することを目

的に健康診査を行います。 

２ 母子相談事業 

子育てに関する不安や悩みを軽減し、母子保健に関する

正しい知識の啓発と普及を図るため、各種専門職が山口

市こども家庭センターや地域交流センター等、身近な場

所での相談、指導を行います。山口市こども家庭センタ

ー等の一部の窓口では、個別に電話相談やオンライン相

談も行います。 

３ 
母子健康教育事業 

（離乳食教室・病気とお薬） 

育児や健康づくりに関する正しい知識の普及や仲間づく

りを目的とした教室を行います。 

４ 
母子健康教育事業 

（発達支援学級） 

発達が気になる幼児と未熟児及びその保護者に、専門職

が助言、指導を行う教室を実施します。 

５ 5 歳児発達相談事業 

５歳児の保護者が発達や育児についての不安を相談し、

関係機関が連携して助言、指導を行うことで、こどもの

成長・発達を支援します。 

６ 
母子地域活動事業 

（母子保健推進員） 

・子育て家庭にとって地域の身近な相談者である母子保

健推進員を育成します。 

・地域の子育ての支援や輪づくりのため、母子保健推進

員が乳幼児の訪問や育児学級を行います。 
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③食育の推進 

No 事務事業 事業内容 

１ 食育推進事業 

朝食摂取や栄養バランスの良い食事などの実践方法が身

につくよう周知啓発を図ります。食に関する体験活動の

機会を提供するよう地区組織や関係団体、民間事業者と

連携した食育活動を行います。 

 

④小児医療の充実 

No 事務事業 事業内容 

１ 在宅当番医制事業 
山口市医師会、吉南医師会に委託し、休日医療を確保し

ます。 

２ 
地域救急医療運営費補助

事業 
小児救急に関する講座を行います。 

３ 
休日・夜間急病診療所運営

事業 

山口市休日・夜間急病診療所で外科（けがや軽いやけど）、

歯科診療を行います。 

４ 未熟児養育医療給付事業 
医療を必要とする未熟児に対して、養育に必要な医療の

給付を行います。 
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（２）保育及び教育環境の充実 

 

 

◆保育園において、待機児童が発生している中、保育需要の増大に伴い、全国的な傾

向と同様、本市においても保育士等の確保が困難な状況が続いています。 

◆支援を必要とする幼児の受入には、人員体制等を整える必要がある場合があります。 

◆乳児（0 歳児）は、年度末にはほぼ定員どおり受け入れていますが、年度当初には、

入園できる月齢要件等もあり、利用申込が少ないことから、定員の５０％程度の入

園状況となっています。 

 

 

 

◆待機児童解消に向け、受入拡大を行うために、保育士等人材確保が重要な課題とな

っています。 

◆障がい児等、特別な支援を必要とする幼児の受入のための、加配保育士の確保や施

設改修等が迅速に対応できないことがあります。 

◆年度途中から増加する乳児の受入に対応できるよう、常に保育士人材等を確保して

おくことが必要です。 

 

 

 

◆待機児童解消に向け、保育士人材等を確保し、また、質の高い保育の安定的な提供

を図るとともに保育士等の処遇改善のため、認可保育施設、及び施設型給付の幼稚

園に対して、その費用を補助します。 

◆保育士資格を有しない子育てサポーター等を配置することで、保育士の負担を軽減

し、保育環境の充実を図る私立保育施設に対して、サポーター等の配置に要する費

用を補助します。また、公立保育園においても、保育士資格を有しない保育補助員

を配置することで保育士の負担軽減に取り組みます。 

◆保育士の負担軽減を図るため、保育業務のＩＣＴ化に取り組みます。 

◆障がい児の受入を促進するため、受入に必要な施設改修等を行った施設に対して運

営支援を行います。 

◆乳児（0 歳児）を担当する保育士を確保し、年度途中の安定的な受入を推進する施

設に対して、運営支援を行います。 

◆認可保育施設に在園している児童のうち、日曜・祝日に家庭での保育が困難な場合

に利用することができる、休日保育を行います。 

◆就労要件を問わず利用できる「乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）」の

実施により、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備すると

ともに、全ての子育て家庭に対する支援強化を図ります。 

◆幼児期は発達・発育が著しく、その後の人格形成の基盤となる大事な時期であるこ

とから、一人ひとりに向き合ったきめ細やかな幼児教育や保育の支援を行います。 

現 状 

課 題 

取 組 
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●取組内容 

  具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 

保育士処遇改善 

・私立保育園運営事業 

・認定こども園運営事

業 

・地域型保育運営事業 

保育に携わる人材の確保が困難な中、質の高い保育の安

定的な提供を図るため、認可保育施設に対して、保育士

等の処遇改善に要する費用を補助します。 

２ 
私立保育園運営事業 

（休日保育） 
私立保育園（1 施設）において、休日保育を実施します。 

３ 
私立保育園特別保育事

業 

・障がい児受入促進事業として、障がい児受入のための

施設改修等の費用を補助します。 

・保育体制強化事業として、子育てサポーター等を配置

することで、保育士の負担を軽減し、保育環境の充実を

図る施設に対して、サポーター等の配置に要する費用を

補助します。 

・児童の健康支援体制強化事業として、看護師等を配置

し、こどもの健康対策の充実を図る施設に対して、看護

師等の配置に要する費用を補助します。 

・児童発達支援体制確保事業として、障がい児等の発達

支援及び処遇改善並びに職員の処遇改善を図ります。 

・乳児保育促進事業として、乳児担当保育士を確保し、

年度途中の安定的な受入推進を図ります。 

・保育士の負担軽減を図るため、保育業務のＩＣＴ化を

進める施設に対して、ＩＣＴ化システム導入に要する費

用を補助します。 

・乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）とし

て、未就園児の保育を行い、子育て家庭を支援します。 

４ 
認定こども園特別保育

事業 

・障がい児受入促進事業として、障がい児受入のための

施設改修等の費用を補助します。 

・保育体制強化事業として、子育てサポーター等を配置

することで、保育士の負担を軽減し、保育環境の充実を

図る施設に対して、サポーター等の配置に要する費用を

補助します。 

・児童の健康支援体制強化事業として、看護師等を配置

し、こどもの健康対策の充実を図る施設に対して、看護

師等の配置に要する費用を補助します。 

・児童発達支援体制確保事業として、障がい児等の発達

支援及び処遇改善並びに職員の処遇改善を図ります。 

・保育士の負担軽減を図るため、保育業務のＩＣＴ化を

進める施設に対して、ＩＣＴ化システム導入に要する費

用を補助します。 

・乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）とし

て、未就園児の保育を行い、子育て家庭を支援します。 
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No 事務事業 事業内容 

５ 
地域型保育特別保育事

業 

・保育体制強化事業として、子育てサポーター等を配置

することで、保育士の負担を軽減し、保育環境の充実を

図る施設に対して、サポーター等の配置に要する費用を

補助します。 

・児童の健康支援体制強化事業として、看護師等を配置

し、こどもの健康対策の充実を図る施設に対して、看護

師等の配置に要する費用を補助します。 

・保育士の負担軽減を図るため、保育業務のＩＣＴ化を

進める施設に対して、ＩＣＴ化システム導入に要する費

用を補助します。 

・乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）とし

て、未就園児の保育を行い、子育て家庭を支援します。 

６ 私立幼稚園運営事業 

保育に携わる人材の確保が困難な中、質の高い保育の安

定的な提供を図るため、施設型給付の幼稚園に対して、

保育教諭等の処遇改善に要する費用を補助します。 

７ 
市立保育園管理運営業

務 

・保育士の負担軽減を図るため、保育業務のＩＣＴ化に

取り組みます。 

・保育補助員の配置に取り組みます。 

・乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）とし

て、未就園児の保育を行い、子育て家庭を支援します。 

８ 
へき地保育所管理運営

業務 
・保育士の負担軽減を図るため、保育業務のＩＣＴ化に

取り組みます。 

・乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）とし

て、未就園児の保育を行い、子育て家庭を支援します。 9 
市立認定こども園管理

運営業務 

10 
市立幼稚園管理運営業

務 

・幼稚園教諭の負担軽減を図るため、幼稚園業務のＩＣ

Ｔ化に取り組みます。 

・補助教諭の配置に取り組みます。 

11 
保育業務ＩＣＴ化推進

事業 

保育士等の負担軽減を図るため、保育業務のＩＣＴ化に

取り組みます。 

12 幼児教育研究事業 

幼児期の教育・保育においては、小学校教育との連携や

接続について十分配慮することが求められていることか

ら、市内 11 ブロックに設置している連絡協議会におけ

る研修や就学に関わる情報交換等により、連携の強化を

図ります。 
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（３）こどもの安全・安心の確保 

 

 

◆全国的に、こどもが被害にあう事故や犯罪が問題となっています。 

◆こどもを健やかに生み育てるために、市に期待することとして、 

・「子どもを事故や犯罪の被害から守るための対策を進める」と回答した割合は、

就学前児童の保護者で 42.7％、小学生の保護者で 53.6％といずれも高い割合

となっています。（複数回答） 

・「道路や施設などのバリアフリー化を進める」と回答した割合は、就学前児童の

保護者で 13.9％、小学生の保護者で 13.7％となっています。（複数回答） 

◆身近な地域の人に期待する子育て支援として、「子どもが犯罪や事故に遭わないよ

う、見守ってほしい」と回答した割合は、小学生の保護者で 71.8％（５年前 73.5％）

と最も多くなっています。（複数回答） 

 

 

 

◆こどもの事故や犯罪被害を防ぐ環境づくりが必要です。 

◆地域全体でこどもを見守る体制づくりが必要です。 

 

 

 

◆こどもや子育て家庭が安心して生活できるよう、バリアフリーやユニバーサルデザ

インに配慮したまちづくりを推進します。 

◆こどもを事故や犯罪から守るため、こども自身の意識啓発を図るとともに、地域全

体でこどもを見守る体制づくりを促進します。 

 

●取組内容 

    具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 交通安全啓発事業 
地域や関係機関等と連携し、交通安全運動を推進すること

により、交通安全意識の向上を図ります。 

２ 防犯啓発活動事業 
地域や関係機関等と連携し、自主的な防犯活動を展開する

ことにより、犯罪の起こりにくい環境をつくります。 

 

現 状 

課 題 

取 組 
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No 事務事業 事業内容 

３ 
学校教育課における

取組 

・こどもたちが安心して登下校できるよう、通学路の危険

箇所について関係機関等と合同点検を実施し、その結果に

基づく安全対策などの情報を共有、連携することにより危

険箇所の解消に取り組みます。 

・地域との連携による見守り活動やこどもたちに対する交

通安全教育を実施するなど、総合的な交通安全対策を推進

し、登下校時の安全確保に努めます。 

４ 
各関係課における取

組 

こどもや子育て家庭が安心して生活できるよう、バリアフ

リーやユニバーサルデザインに配慮したまちづくりを推

進します。 
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（４）総合的な子育て支援の充実 

 

 

◆「山口市は子育てがしやすいと思う」と回答した割合は、就学前児童の保護者で

10.1％、小学生の保護者で 15.5％、「どちらかといえば子育てがしやすい」と回

答した割合は、就学前児童の保護者で 55.5％、小学生の保護者で 58.3％となっ

ています。 

◆子育てに不安や負担を感じると回答した割合は、就学前児童の保護者で 45.8％、

小学生の保護者で 41.9％となっています。そのうち、不安や負担が解消できてい

ないと回答した割合は、就学前児童の保護者で 56.5％、小学生の保護者で 62.9％

となっています。 

◆ひとり親家庭など、多様な世帯構成による家庭が増えており、総合的な子育て支援

を行うことが求められています。 

◆児童福祉法が改正され、市区町村は、全ての妊産婦・子育て世帯・こどもの包括的

な相談支援等を行うこども家庭センターの設置や、身近な子育て支援の場（保育所

等）における相談機関の整備に努めるよう規定されました。 

◆地域には乳幼児と親が自由に集える場があると思う割合は、就学前児童の保護者で

54.9％となっています。 

◆子育てに関する情報の入手方法として、就学前児童の保護者では、「友人、知人」

が 71.1％、「親族」が 66.9％と高い割合を占めていますが、「市の窓口や広報、

パンフレット、ホームページ」は 24.8％となっており、小学生の保護者において

も同様の傾向となっています。（複数回答） 

◆就学前児童の保護者で、「山口市子育て応援サイト」を利用したことがある割合は

37.0％で、「山口市子育て支援情報ハンドブック」を利用したことがある割合は、

31.1％となっています。 

 

 

 

◆核家族化や地域の人間関係の希薄化などの社会状況の変化に伴い、身近に子育てを

支援してくれる人がいない家庭の孤立や、子育てに対する負担感や不安感などから

家庭の養育機能の低下などの課題が生じています。 

◆子育て家庭を関係機関が総合的に支援するネットワークづくりが求められていま

す。 

◆子育てに関する情報提供の充実、情報の入手方法の周知を図る必要があります。 

現 状 

課 題 
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◆山口市こども家庭センターを中心としたネットワークにおいて、子育て支援の体制

を充実します。 

◆全ての子育て家庭が安心して子育てができるよう、地域全体でこどもを見守り、子

育て家庭を支える、地域における支援の充実を図ります。 

◆必要な家庭に必要な子育て支援の情報が伝わるよう、子育て関連情報を一元的に提

供できる体制や、多様な手段による提供など、効果的な情報提供を推進します。 

◆子育て支援に係る人材の育成とともに、育児サークルのネットワーク活動の支援、

こどもや子育て家庭の仲間づくりの場の充実を図ります。 

 

●取組内容 

    具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 

児童健全育成事業 

（ 利 用 者 支 援 事 業

「基本型・特定型」） 

・山口市こども家庭センター等において、子育て家庭や妊

産婦が、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業、

保健・医療・福祉等の関係機関が円滑に利用できるよう、

身近な場所での相談や情報提供、助言等必要な支援を行う

とともに、関係機関との連絡調整、連携・協働等を行いま

す。 

・「子育て支援情報ハンドブック」の発行や、市ウェブサ

イト「山口市子育て応援サイト」の運営、こども未来課の

インスタグラム（はぐっちやまぐち）を通じて、子育てに

関する情報の周知を行います。 

２ 

子育て福祉総合セン

ター管理運営事業 

（ 利 用 者 支 援 事 業

「特定型」） 

やまぐち子育て福祉総合センターにおいて、教育・保育・

その他の子育て支援に関する情報提供や必要に応じた相

談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を行

います。 

３ 

妊娠・出産包括支援

事業【再掲】 

（ 利 用 者 支 援 事 業

「こども家庭センタ

ー型」） 

・山口市こども家庭センターにおいて、保健師、助産師等

が妊娠期から子育て期にわたる専門的な相談及び支援を

行います。 

・妊娠届出時から「やまぐち親子♡子育てアプリやまここ

by 母子モ」の登録を案内し、妊娠・出産・子育て期にわた

り子育てに関する情報を配信します。 

・子育て保健課のインスタグラムを通じて、タイムリーな

子育て支援情報の発信に努めます。 

 

取 組 
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No 事務事業 事業内容 

４ 
地域子育て支援拠点

事業 

地域の子育て中の親子、特に未就園児がいる家庭の親子の

交流促進や子育てに関する相談、援助等を行います。 

・交流広場の提供 

・子育て関連情報の収集、提供 

・子育てに関する相談 

・子育て支援講座の実施 

・子育てサークル等の育成支援 

・地域のこどもと保育所児童との交流 

５ 
ファミリーサポート

センター運営事業 

育児サービスを受けたい方と子育て支援の提供を行う方

の依頼調整を行います。 

６ 母親クラブ育成事業 

児童の余暇指導、健康、栄養、社会生活訓練等、生活環境

等に関する正しい知識を母親に対して付与する等、地域に

密着した活動を行う地域活動連絡協議会（母親クラブ）に

対して助成を行います。 

７ 
家庭教育訪問支援事

業 

育児に不安を抱える保護者が増えている中、「家庭教育ア

ドバイザー」による個別の訪問相談や小学校就学時健診等

の場で啓発活動を展開するとともに、保護者同士のつなが

りづくりの場となる保護者カフェを開催することで、保護

者の子育てに関する不安の軽減を図ります。 

８ 
家庭教育講座開催事

業 

家庭の教育の向上を目指して、保護者等を対象に、親子の

かかわり方や家庭における教育のあり方に関する講座を

開催します。 
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（５）子育て家庭の経済的負担の軽減 

 

 

◆こどもを健やかに生み育てるために、市に期待することとして、「子育てのための

経済的支援」と回答した割合は、就学前児童の保護者で 78.2％、小学生の保護者

で 67.8％と最も多くなっています。（複数回答） 

◆経済的な理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対して、学用品費や給食費

などを援助しています。 

◆乳幼児、小・中学生、高校生世代、ひとり親家庭、重度障がい児に対して、保険診

療による医療費の自己負担分の助成を実施しています。 

◆高校生年代までの児童を養育している方に、児童手当が支給されます。 

◆3～5 歳の全世帯と３歳未満児の住民税非課税世帯を対象に、幼稚園、保育園、認

定こども園の保育料は無償化されましたが、副食費等は保護者の負担となっていま

す。 

◆低所得世帯等や第 3 子以降の児童について、副食費の軽減措置を実施しています。 

◆本市では、第２子以降の３歳未満児について保育料を無償化し、国基準以上の軽減

措置を実施しています。 

◆おたふくかぜワクチン予防接種費用を助成しています。 
 

 

 

◆こどもを健やかに生み育てるために、子育てに対する経済的な負担を軽減する必要

があります。 

◆必要なサービスや給付について、それらを必要とされる方に適切に利用していただ

けるよう複合的に周知を図る必要があります。 
 

 

 

◆経済的な理由により、就学困難な児童・生徒の保護者に対し、学用品費や給食費な

どを援助します。 

◆通級指導教室及び特別支援学級に通級・在籍する児童・生徒の保護者の負担を軽減

するための支援を行います。 

◆乳幼児、小・中学生、高校生世代、ひとり親家庭、重度障がい児に対し、保険診療

による医療費の自己負担分の助成を実施します。 

◆低所得世帯等や第 3 子以降の児童の副食費を軽減します。 

◆引き続き、高校生年代までの児童を養育している方に、児童手当を支給します。 

◆世帯の所得やきょうだいの年齢、保育所等の同時入所に関わらず、同一生計内の第

2 子以降の 3 歳未満児について、保育料を無償化します。 

◆引き続き、おたふくかぜワクチン予防接種費用を助成します。 

現 状 

課 題 

取 組 
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●取組内容 

    具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 
要・準要保護児童就学援助

事業 

経済的な理由により就学困難な児童・生徒の保護者

に対し学用品費や給食費などを援助します。 

２ 特別支援教育就学奨励事業 

通級指導教室及び特別支援学級に通級・在籍する

児童・生徒の保護者に対し学用品費や給食費、通学

費などを援助します。 

３ 乳幼児医療費助成事業 
小学校入学前の乳幼児を対象に、保険診療による医

療費の自己負担分を助成します。 

４ こども医療費助成事業 
小・中学校の児童・生徒及び高校生世代を対象に、

保険診療による医療費の自己負担分を助成します。 

５ 
ひとり親家庭医療費助成事

業 

ひとり親家庭の母又は父、及びその児童などを対象

に、保険診療による医療費の自己負担分を助成しま

す。 

６ 
重度心身障害者医療費助成

事業 

重度の障がいがある児童などを対象に、保険診療に

よる医療費の自己負担分を助成します。 

７ 児童手当支給事業 

高校生年代まで（1８歳の誕生日後の最初の 3 月 31

日まで）の児童を養育している方に手当を支給しま

す。 

８ 私立保育園運営事業 
・低所得世帯等、副食費免除対象者の副食費につい

て対象児童の在籍する施設に副食費相当額を支給し

ます。 

・世帯の所得やきょうだいの年齢、保育所等の同時

入所に関わらず、同一生計内の第 2 子以降の 3 歳未

満児について、保育料を無償化します。 
９ 認定こども園運営事業 

10 地域型保育運営事業 

世帯の所得やきょうだいの年齢、保育所等の同時入

所に関わらず、同一生計内の第 2 子以降の 3 歳未満

児について、保育料を無償化します。 

11 
認可外保育施設等利用給付

事業 

12 市立保育園管理運営業務 

13 へき地保育所管理運営業務 

14 
市立認定こども園管理運営

業務 

15 予防接種事業 

１歳以上２歳未満、年長児の４月１日から３月３１

日までの幼児を対象に、おたふくかぜワクチン予防

接種費用を一部助成します。 



第４章 こども施策の展開 
 

- 51 - 

 

２ 困難を有するこども・若者を支援する施策 

 

 

 

 

 

   【目標値の設定】 

     この事業に対する目標値を下記のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）児童虐待防止対策と社会的養護の推進 

 

 

◆こどもの最も重要な人権である生命・身体の自由をおびやかす虐待からこどもと保

護者を救うことは社会の責任でもあり、住民の責任でもあります。 

◆本市では、要保護児童対策地域協議会を通して、児童相談所、学校、幼稚園、保育

所、警察、医療機関、民生委員・児童委員などとの情報共有と連携を図り、児童虐

待防止に努めています。 

 

 

 

◆児童虐待に関する通告義務などを定めた児童虐待防止法の趣旨を市民に理解して

もらう必要があります。 

◆児童虐待防止対策のさらなる充実が必要です。 

◆こどもの養育に支援が必要な家庭に対するサポートが必要です。 

 

 

 

 

項 目 
現 状 

（令和５年度） 

中間目標値 

（令和９年度） 

最終目標値 

（令和 11 年度） 

児童虐待認定件数 75 件 ８件 ８件以下 

１８歳以下の児童のうち、児童扶

養手当受給対象児童の割合 
6.5％ 6.2％ 6.2％以下 

自分にはよいところ

があると思うこども

の割合 

小学6年生 84.0% 上昇させる 上昇させる 

中学３年生 76.7% 上昇させる 上昇させる 

 

こどもの貧困、虐待、ヤングケアラーなど、こども・若者が抱える困難や課題につ

いて関係機関が連携し、支援を必要とするこども・若者に対して、適切な支援・サー

ビスを提供するとともに、それぞれの課題の解消に向けた取組を推進します。 

現 状 

課 題 
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◆児童虐待防止推進月間を利用して児童虐待防止に関する啓発を行います。 

◆関係機関の連携による児童虐待の早期発見・早期対応に努めるとともに、被害に遭

った児童の保護と支援を図ります。 

◆こどもの養育に支援が必要な家庭に対し、訪問支援員を派遣する「子育て世帯訪問

支援事業」や、専門職の相談員を派遣する「養育支援訪問事業」、家庭での養育が

困難な場合等に児童養護施設等で一時的に養育を行う「子育て短期支援事業」の実

施により、家庭での養育をサポートします。 

 

●取組内容 

    具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 家庭児童相談事業 

・相談室を設置し、専門職（保健師・社会福祉士・

保育士等）がこどもや家庭に関する相談に応じ、内

容によって必要な支援につなげます。 

・山口市こども家庭センター及びやまぐち子育て福

祉総合センターを中心に、地域子育て相談機関が連

携してこどもと子育て家庭を支援します。 

2 児童虐待対策事業 

・関係機関のネットワークを構築し、児童虐待の未

然防止、早期発見に取り組むとともに、関係機関が

連携して適切に対応します。 

・疑いも含め児童虐待として受理したケースは、要

保護児童対策地域協議会でケース管理を行い、関係

機関と連携して対応します。 

・子育て世帯の抱える複雑かつ多様化する相談支援

ニーズに対して、地域の支援機関を活用し、相談支

援体制の充実を図ります。 

３ 養育支援訪問事業 

養育状況により支援の必要性があると思われる家

庭に対し、家庭訪問等を行い、養育に関する相談、

指導、助言その他必要な支援を行い、養育上の諸問

題の解決、改善を図ります。 

４ 

児童虐待対策事業 

妊娠・出産包括支援事業 

（親子関係形成支援事業） 

児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えて

いる保護者及びその児童に対し、講義やグループワ

ーク、ロールプレイ等を通じて、親子間における適

切な関係性の構築を図ります。 

５ 

児童虐待対策事業 

（支援対象児童等見守り強

化事業） 

家庭環境の変化等による児童虐待のリスクの高ま

りを踏まえ、民間団体等と連携して、要保護児童対

策地域協議会の支援対象児童等として登録されて

いるこども等の居宅を訪問するなどし、状況の把握

や食事の提供、学習・生活指導等を通じたこどもの

見守り体制の強化を図ります。 

 

取 組 
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（２）こどもの貧困対策 

 

 

◆アンケート調査結果によれば、本市の子育て世帯の貧困線（等価可処分所得の中央

値の半分）は 1,453,500 円となっており、「相対的貧困率」（貧困線に満たない世

帯の割合）は 9.3％となっています。 

◆こどもの貧困は、経済的な困窮にとどまらず、学習面や生活面、心理面など様々な

面において、こどものその後の人生に影響を及ぼします（貧困の連鎖）。 

◆市内にはおよそ 30 件のこども食堂があります。 

 

 

 

◆貧困の連鎖を断ち切るためには、こどもの貧困対策を強化する必要があります。 
 
 

 

◆生活が困窮しているこどもに対して就学援助費を支給するなど、教育費負担の軽減

を図るとともに、低学力・低学歴による貧困の連鎖を防止するため、生活困窮世帯

や低所得のひとり親世帯のこどもを対象とした学習支援を行います。 

◆法律に基づく生活保護費や各種手当、医療費助成や貸付金等を組み合わせて経済的

負担の軽減を図ります。 

◆保護者の就労機会を確保するために保護者への相談援助や資格取得への支援を行

います。 
 

●取組内容 

    具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

 

No 事務事業 事業内容 

１ 家庭児童相談事業【再掲】 

・相談室を設置し、専門職（保健師・社会福祉士・

保育士等）がこどもや家庭に関する相談に応じ、内

容によって必要な支援につなげます。 

・山口市こども家庭センター及びやまぐち子育て福

祉総合センターを中心に、地域子育て相談機関が連

携してこどもと子育て家庭を支援します。 

２ 母子父子福祉対策事業 
母子・父子自立支援員がひとり親家庭の様々な相談

に応じ、必要な支援につなげます。 

 

現 状 

課 題 

取 組 
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 No 事務事業 事業内容 

３ 
母子父子家庭自立支援給

付事業 

ひとり親家庭の母及び父に対して、就業に結びつき

やすい資格の取得を促進するため、給付金を支給し

ます。 

４ 
母子生活支援施設入所措

置事業 

経済的、住宅事情等により困窮している母子世帯、

またＤＶ被害者の母子保護のため、母子生活支援施

設への入所措置を行います。 

５ 
子どもの生活・学習支援事

業 

ひとり親家庭等のこどもが定期的に集える場所とし

て、ボランティア等による生活支援（食事の提供）

や学習支援を行います。 

6 児童扶養手当等支給事業 

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしてい

ない児童が育成される家庭（ひとり親）の生活の安

定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図る

ことを目的に手当を支給します。 

７ 
要・準要保護児童就学援助

事業【再掲】 

経済的な理由により就学困難な児童・生徒の保護者

に対し学用品費や給食費などを援助します。 

８ 
ひとり親家庭医療費助成

事業【再掲】 

ひとり親家庭の母又は父、及びその児童などを対

象に、保険診療による医療費の自己負担分を助成

します。 

９ 
私立保育園運営事業【再

掲】 
・低所得世帯等、副食費免除対象者の副食費につい

て対象児童の在籍する施設に副食費相当額を支給し

ます。 

・世帯の所得やきょうだいの年齢、保育所等の同時

入所に関わらず、同一生計内の第 2 子以降の 3 歳未

満児について、保育料を無償化します。 10 
認定こども園運営事業【再

掲】 
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（３）ひとり親家庭への支援 

 

 

◆近年、男女の結婚観や家族観の違いなどを理由とした離婚の増加により、ひとり親

家庭、特に母子家庭が全国的に増加傾向にあります。 

◆多くのひとり親家庭は、仕事と子育てを一手に担わざるを得ず、住居、収入、こど

もの養育等、様々な問題を抱えやすい傾向にあります。 

◆アンケート調査結果によれば、本市のひとり親世帯の相対的貧困率（等価世帯収入

の中央値の 1/2 未満の割合）は 43.8％と、子育て世帯全体（9.3％）の 4.7 倍と

なっています。 

 

 

 

◆ひとり親家庭の生活困窮は、こどもの健全な成長の面でも問題であり、ひとり親家

庭の生活の自立、安定、向上を図る必要があります。 
 
 

 

◆母子・父子自立支援員による相談支援と、それぞれのニーズに合った適切な情報提

供を行います。 

◆ひとり親家庭の母又は父の就労を支援します。 

◆ひとり親家庭等のこどもが、生まれ育った環境に左右されることなく、将来に夢と

希望を持つことができるよう、安全・安心に過ごせ、心身ともに健やかに成長でき

る居場所づくりを推進します。 

 

●取組内容 

    具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 家庭児童相談事業【再掲】 

・相談室を設置し、専門職（保健師・社会福祉士・

保育士等）がこどもや家庭に関する相談に応じ、内

容によって必要な支援につなげます。 

・山口市こども家庭センター及びやまぐち子育て福

祉総合センターを中心に、地域子育て相談機関が連

携してこどもと子育て家庭を支援します。 

２ 
母子父子福祉対策事業 

【再掲】 

母子・父子自立支援員がひとり親家庭の様々な相談

に応じ、必要な支援につなげます。 

３ 
母子父子家庭自立支援給

付事業【再掲】 

ひとり親家庭の母及び父に対して、就業に結びつき

やすい資格の取得を促進するため、給付金を支給し

ます。 

 

現 状 

課 題 

取 組 
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No 事務事業 事業内容 

４ 
母子生活支援施設入所措

置事業【再掲】 

経済的、住宅事情等により困窮している母子世帯、

またＤＶ被害者の母子保護のため、母子生活支援施

設への入所措置を行います。 

５ 
子どもの生活・学習支援事

業【再掲】 

ひとり親家庭のこどもが定期的に集える場所とし

て、ボランティア等による生活支援（食事の提供）

や学習支援を行います。 

6 
児童扶養手当等支給事業

【再掲】 

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしてい

ない児童が育成される家庭（ひとり親）の生活の安

定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図る

ことを目的に手当を支給します。 

7 
ひとり親家庭医療費助成

事業【再掲】 

ひとり親家庭の母又は父、及びその児童などを対

象に、保険診療による医療費の自己負担分を助成

します。 
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（４）ヤングケアラーへの支援 

 

 

◆子ども・若者育成支援推進法は、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に

行っていると認められる子ども・若者」として、ヤングケアラーを、国・地方公共

団体等が各種支援に努めるべき対象としています。 

◆全国調査の結果では、家族の世話に費やす時間が長くなるにつれて、欠席・遅刻・

早退の頻度が高くなる様子がうかがわれます。 

 

 

 

◆ヤングケアラーは、家庭内の問題であり、表出しにくいという特性があります。 

◆小さいころから家族をケアすることが当たり前の環境である場合もあり、こども自

身やその家族がヤングケアラーであるということを認識していないケースもあり

ます。 

◆こども、家族と接点を持つ大人が、ヤングケアラーである可能性に気づけるように

しておくことが重要です。 
 
 

 

◆こども家庭庁作成の「ヤングケアラーへの気づきツール」を活用するなど、ヤング

ケアラーについての理解を促進するための啓発に努めます。 

◆支援を必要とするヤングケアラーを早期に把握するため、実態調査を定期的に行い

ます。 

◆ヤングケアラーであることが疑われる場合には、学校と連携し個別面談を実施し、

具体的な支援につなげていきます。 

◆やまぐち「まちの福祉相談室」の相談員が民生委員・児童委員や福祉員の会議など

に積極的に参加し、地域住民とのつながりの中から地域の中で支援が必要な方の把

握に努めます。 
 

●取組内容 

    具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 児童虐待対策事業 

専用相談電話を設置し、家族の世話や家事をしてい

て、自分のことができず困っていることなど、こど

も本人又は家族の方からの相談を受け、学校をはじ

め関係機関と連携のもと、適切な支援につながるよ

う努めます。 

 

現 状 

課 題 

取 組 
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No 事務事業 事業内容 

２ 
アウトリーチ等を通じた 

継続的支援事業 

関係機関とのネットワークや地域住民とのつながり

の中から潜在的な課題を抱える人を見つけ、支援が

届いていない人に支援を届けます。 

３ 児童健全育成事業 
支援を必要とするヤングケアラーを早期に把握する

ため、実態調査を定期的に行います。 
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（５）不登校・ひきこもりのこども・若者への支援 

 

 

◆本市の小・中学校における令和５年度の不登校児童・生徒は５００人を超えていま

す。 

◆不登校の相談は、山口市教育相談室で受け付けており、教育支援センター（あすな

ろ第 1・第 2 教室）への入室手続や関係機関の紹介も行っています。 

◆ひきこもり支援については、県の「ひきこもり地域支援センター」のほか、「ＮＰ

Ｏ法人ふらっとコミュニティ」と連携し、ひきこもり当事者やその家族の相談窓口

及び居場所の設置を行っています。 

 

 

 

◆不登校やひきこもりの原因は様々であり、「不登校・ひきこもり＝問題行動」では

ないという認識を持った上で、支援を行う必要があります。 

◆不登校やひきこもりのこども・若者とその家族が、気軽に相談できる環境づくりが

必要です。 

◆相談機関等の一層の周知、及び専門的な職員体制の充実が必要です。 
 
 

 

◆不登校やひきこもりのこども・若者とその家族が、気軽に相談できる環境づくりを

進めます。 

◆全てのこどもの教育を受ける機会を確保するため、教育支援センターのほか、多様

な居場所の充実を図ります。 

◆不登校やひきこもりの背景には、福祉的な課題を抱えている世帯のケースもあるこ

とから関係部局が連携し、支援に取り組みます。 
 

●取組内容 

    具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 教育相談室管理運営業務 

・山口市教育相談室において、常駐している教育相

談員が、いじめや不登校をはじめとする学校生活に

おける悩み事や、こどもの養育上の相談等を受けま

す。 

・教育支援センター(あすなろ第 1・第 2 教室)への

入室手続や関係機関の紹介を行います。 

 

 

 

 

現 状 

課 題 

取 組 
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No 事務事業 事業内容 

２ 
子どもの笑顔づくり推進事

業 

いじめ防止基本方針に基づき、誰もが笑顔で楽しい

学校生活を送るために、指導、相談体制の充実など

により、いじめ、不登校問題の解消に取り組みます。 

３ 
教育支援センター管理運営

業務 

不登校の児童・生徒一人ひとりの実態に応じた活動

内容を計画し、学校への復帰と自立を支援します。 

４ 相談支援事業 

障がい者基幹相談支援センターとひきこもり支援

に取り組むＮＰＯ法人等で連携し、ひきこもり状態

にあるこどもやその家族等に対する相談、支援体制

の充実に取り組みます。 

５ 
アウトリーチ等を通じた 

継続的支援事業【再掲】 

関係機関とのネットワークや地域住民とのつなが

りの中から潜在的な課題を抱える人を見つけ、支援

が届いていない人に支援を届けます。 
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（６）障がい児支援・医療的ケア児等への支援 

 

 

◆就学前児童の保護者の子育てに関する悩みについて、「子どもの病気や発育・発達

に関すること」が 48.6％と最も高くなっています。 

◆発達障がい又はその疑いのあるこどもが増えています。 

◆支援の必要なこどもの受入（保育等）が困難な場合もあり、保護者の就労に支障が

でている家庭も見受けられます。 

◆市立小中学校の通級指導教室及び特別支援学級に通級・在籍するこどもの数は増加

傾向にあります。 

◆障がいのあるこどもは、そのライフステージにおいて、多くの関係機関・関係者の

支援を受けていますが、これらの支援を専門的立場で、継続的・総合的につなぐ機

能が不足しています。 

◆医療技術の進歩に伴い、いわゆる「医療的ケア児」が増加しており、心身の状況に

応じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となったことから、令

和３年９月に医療的ケア児支援法が施行されました。令和 6 年 12 月末現在、市内

には 23 人の医療的ケア児が在宅で生活しています。 

 

 

 

◆保護者の「不安」の段階から気軽に相談できる体制が必要です。 

◆支援の必要なこどもの受入を行う、保育施設の保育士の確保が必要です。 

◆障がいのあるこどもの支援にあたる関係機関・関係者の連携と、障がいのあるこど

もの特性や家族状況に応じた適切な支援とコーディネートする機能が必要です。 

◆発達障がい児や医療的ケア児への支援体制の整備が必要です。 

◆地域共生社会の実現に向け、障がいのあるこどもが、可能な限り障がいのないこど

もと共に受けることのできる教育（インクルーシブ教育）が求められています。 
 
 

 

◆障がいのあるこども及びその家族に対し、障がいの疑いがある段階から身近な地域

で支援できるよう、障がいの種別にかかわらず、専門的な発達支援を行う障害児通

所支援等の充実を図ります。 

◆障がい児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障がい福祉、保育、教育、

就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供できる体制

の充実を図ります。 

◆障がいのあるこどもが合理的配慮を含む必要な支援を受けながら、障がいのないこ

どもと同じ場で共に学べるよう、インクルーシブ教育を推進します。 

◆保育施設における医療的ケア児の受入体制の充実を図ります。 

現 状 

課 題 

取 組 
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●取組内容 

    具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

1 
子育て福祉総合センター

管理運営事業 

職員体制の充実を図り、教育・保育・その他の子育

て支援に関する幅広い相談等への対応や関連する情

報の発信に取り組みます。 

２ 学校教育振興事業 

・発達上の困り感や障がいのある幼児・児童・生徒

について、関係機関と連携し、幼児・児童・生徒及

び保護者への支援に努めます。また、市内の拠点校

に配置する特別支援教育推進専門員が、園・学校を

訪問し、相談や支援を行います。 

・障がい児等、特別な支援が必要なこどもの受け入

れを推進するとともに、受け入れにあたっては、関

係機関との連携を図り、支援の提供体制の確保に努

めます。 

・学校においては、障がいの有無にかかわらず、共

に学ぶ取組（インクルーシブ教育）の充実を図りつ

つ、通常の学級のこどもと特別支援学級等のこども

の交流及び共同学習の促進を図っていきます。 

３ 教育相談室管理運営業務 

山口市教育相談室において、常駐している教育相談

員が、いじめや不登校をはじめとする学校生活にお

ける悩み事や、こどもの養育上の相談等を受けます。 

教育支援センター(あすなろ第 1・第 2 教室)への入

室手続や関係機関の紹介を行います。 

４ 
障害児施設サービス給付

事業 

障がい児及び療育を必要とする児童に対し、放課後

等デイサービスなどの福祉サービスを提供すること

により、障がい児及び療育を必要とする児童やその

保護者が地域で安心して生活できるように支援を行

います。 

５ 
特別障害者手当等支給事

業 

障害児福祉手当：日常生活で常時特別な介護を必要

とする 20 歳未満の家庭で生活している重度障がい

児に、月額 15,690 円（※）を支給することにより、

経済的、精神的負担を軽減します。 

※月額は令和 6 年度のもの（物価上昇率にあわせて変動） 

６ 
心身障害児福祉手当支給

事業 

身体障害者手帳、療育手帳を所持する 20 歳未満の

児童を養育、監護する市在住の保護者又は養育者に、

月額 3,000 円を支給することにより、児童の福祉の

増進を図ります。 
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No 事務事業 事業内容 

７ 子ども発達支援事業 

・こどもの発達に関する相談窓口を明確化し、保護

者の相談内容と支援が適切につながるように体制整

備を行います。 

・こどもの発達に関する保護者の相談にのる場の設

置や、発達障がい等に関する知識を有する専門員が、

こどもとその保護者が集まる場所に巡回等を行い、

支援方法を助言するなど、早期発見、早期支援の体

制の充実を図ります。 

・医療的ケア児支援のため、保健、医療、障がい福

祉、保育、教育等の関係機関等で連携を図り支援の

充実を図ります。 

８ 私立保育園特別保育事業 

医療的ケアを行う看護師等を配置し、医療的ケア

児の受入体制を整備する保育施設に対して、医療

的ケア児の保育に要する費用を補助します。 
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（７）こども・若者の自殺対策 

 

 

◆小中学校にスクールカウンセラーを配置して、児童生徒へのカウンセリング、保護

者や教職員への助言等を行っています。 

◆市民や関係団体に対して、身近な人への適切な対応や地域での見守りにつながるよ

う、ゲートキーパー養成講座を開催しています。 

◆医療機関や相談窓口、ストレスの対処法がわかるこころの健康情報サイト「こころ

ほっとやまぐち」を運営しています。ストレス度や落ち込み度がチェックできるメ

ンタルチェックシステム「こころの体温計」を導入しています。 
 

 

 

◆学校以外の相談できる場が必要です。 

◆相談希望者が時間の影響を受けない 24 時間体制の受付体制が必要です。 

◆こころの不調や孤立のリスクを抱える人への支援が必要です。 
 
 

 

◆児童・生徒に対して、スクールカウンセラーによるストレスヘの対処方法や SOS

の出し方に関する実践的な教育を行います。 

◆学校以外の場で相談できる機会を設け、専門の相談員が児童生徒の悩みの相談に応

じます。 
 

●取組内容 

    具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 精神保健事業 

・悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、

必要な支援につなげ、見守るなど、早期対応にあた

る中心的な人材の養成として、市民や団体向けにゲ

ートキーパー養成講座を開催します。 

・毎年、市内の高校１年生に向けて、こころの健康

情報サイト「こころほっとやまぐち」のカードを配

布し、相談窓口の周知を図っています。 

・ＳＮＳを通じて、こども・若者向けに「こころの

体温計」やゲートキーパー、相談窓口、メンタルヘ

ルス対策等の周知啓発を行います。 

２ 
子どもの笑顔づくり推進

事業（あすなろカウンセリング） 

悩んでいる児童・生徒および保護者に対し、臨床

心理の専門家によるカウンセリングを行います。 

現 状 

課 題 

取 組 
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本市は、第二次山口市総合計画の後期基本計画の重点プロジェクトとして、「子ども・子育

て全力応援のまちづくり」を掲げ、これまでも、子育て中の方が地域で交流・相談ができる地

域子育て支援拠点施設を市内に 26 箇所開設するなど、さま

ざまな子育てサービスの充実に取り組んできました。 

 こうした中、令和 4 年 6 月の児童福祉法の改正により、

市町村に「こども家庭センター」の設置が努力義務化された

ことを受け、本市は、令和 5 年 11 月に、令和 6 年 4 月の

改正児童福祉法の施行に先駆け、山口市保健センター内に

「山口市こども家庭センター」を設置しました。 

山口市こども家庭センターは、全ての妊産婦・子育て世帯・こども等の不安や悩みに対して、

保健師・助産師・社会福祉士・管理栄養士・保育士等の専門職が相談に応じ支援する「妊娠・

出産・子育ての総合相談窓口」であり、地域子育て相談機関やＮＰＯ法人、社会福祉法人等と

の連携・協働により支援体制のネットワークをより充実させる「子育て支援の拠点」です。 

今後も、妊娠期から出産、子育て期にわたる切れ目のない支援を行うことにより、全ての市

民が安心して子育てができる環境づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生後４カ月までの赤ちゃんがいる家庭を

訪問し、子育ての不安や悩みを聞き、情報

提供を行っています。 

定期的に育児相談会を開催し、赤ちゃんの

身体計測や専門の相談員による相談会も

実施します。 

出産 

 

母子健康手帳や妊婦健康診査受診票を交

付するだけでなく、出産や子育てをイメー

ジしながら安心して妊娠期を過ごせるよ

う、保健師等による面談の機会を設けてい

ます。 

妊娠中に受けることができる講座や、産後

ケア事業の案内等も行います。 

妊娠 

山口市こども家庭センター受付窓口 

 

一時保育や入園・入所、地域子育て支援拠点などの地域情報を案内します。 

こどもの発達に関することや、養育に関すること、ひとり親家庭の相談など 

の相談に応じ、必要な支援につなげます。 

離乳食講座や病気の時のホームケアなど、育児や親子の健康に関するさまざまな講座を 

実施します。 

子育て 
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３ 次代を担うひとづくりを推進する施策 

 

 

 

 

 

   【目標値の設定】 

     この施策に対する目標値を下記のとおり設定します。 

 

（１）生きる力を育む教育の充実 

 

 

◆小学生の保護者の子育てに関する悩みで、「子どもの教育に関すること」の回答割

合は 32.0％で、2 番目に高くなっています。（複数回答） 

◆人口減少等により、地域における人間関係の希薄化や家庭教育力の低下が懸念され

ています。 

◆「全国学力・学習状況調査」において、「将来の夢や目標を持っている」児童の割

合は、小学生で約 9 割、中学生で 8 割弱となっています。 

◆小学生の保護者の「学校と地域の意思疎通や連携」が十分であると思う割合は

58.5％となっています。 

◆スマートフォンを保有するこどもが多くなっており、チャットやゲームの利用に偏

る傾向が指摘されています。 

 

 

 

◆こどもが次代の担い手として生きる力を育むよう、学校や地域が一体となり、成長

を支えることが必要です。 

◆こどもの教育に関する相談体制が必要です。 

 

項 目 
現 状 

（令和５年度） 

中間目標値 

（令和９年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 

地域において子どもが健全に育成さ

れていると感じている市民の割合 
41.1％ 45.0％ 45.0％以上 

学校生活を楽しんでいる児童の割合 88.9％ 92.0％ 92.0％以上 

学校生活を楽しんでいる生徒の割合 89.6％ 92.0％ 92.0％以上 

現 状 

課 題 

 

こども・若者が多様な体験活動や遊び、学び、様々な人との関わりを通して、心身

ともに健やかに成長できるよう、生き抜く力を育むとともに、こども・若者の視点に  

立った安全で安心できる居場所づくりを推進します。 

また、多様な価値観が尊重されることを前提とし、結婚や出産を望む人に対して、

希望に応じた支援に取り組みます。 
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◆学校と地域の連携による学びの場を、学校のみならず、地域交流センターなど市内

の様々な場所に設けていくとともに、学都山口としての他市にない強みや文化・芸

術施設を持つ特長を生かし、こどもから大人まで全ての市民が、つながり、ふれあ

う機会を創出していきます。 

◆山口市の次代を担うこどもが、思春期において健全な母性や父性を育み、生命と性

に対する正しい知識を得るための教育を充実するとともに、健全な育成を支える地

域の環境づくりを進めます。 

◆将来、社会人、職業人として自立していくために必要な意欲・態度、能力を身に付

けるよう、キャリア教育を推進します。 

◆学校の授業だけでなく、地域の様々な場において、乳幼児や高齢者など多世代と交

流する機会をもつことができるよう、市の子育て施策や地域の子育てに関する活動

と連携した取組を推進します。 

 

●取組内容 

  具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 学習支援事業 
小中学校に補助教員を配置し、少人数指導へ対応しま

す。 

２ 英語指導助手配置事業 
学校へ外国語指導助手を派遣し、外国語活動・外国語

教育を支援します。 

３ 教育相談室管理運営業務 
教育相談員による教育相談や、学校等への訪問を実施

します。 

４ 
地域ぐるみ子育て支援推

進事業 

・こどもの教育を主眼に地域内連携を進める「地域協

育ネット」の取組の活性化を図ります。 

・市独自の教育支援ネットワークである「やまぐち路

傍塾」登録者の経験、知識、技能を学校や地域で活用

することでこどもたちの学びを深めます。 

５ 青少年センター運営事業 
豊かな心をはぐくみ、青少年の健全育成を図るため、

地域と連携した取組を推進します。 

６ 
子どもの居場所づくり推

進事業 

青少年の豊かな人間性や「生きる力」をはぐくむため、

地域の多様な方々の参画を得て、放課後や週末におい

て地域の特性を生かした多様な体験活動や外遊びの

機会を設け、安全安心なこどもの居場所を創出しま

す。 

 

 

取 組 
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No 事務事業 事業内容 

７ 児童健全育成事業 

こどもを生み育てる喜びを感じ、将来、親となったと

きのための子育て体験や、命の大切さを理解する場と

して、次代の親となる生徒を対象に、学校と連携して

乳幼児にふれあう機会を提供する思春期子育て体験

事業を実施します。 

８ ＩＣＴ教育推進事業 
情報を正しく安全に利用することができるよう、情報

モラル教育に取り組みます。 
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（２）こどもの居場所づくりと体験機会の提供 

 

 

◆地域における人間関係の希薄化や、家庭教育機会の減少が懸念されています。 

◆児童虐待の相談対応件数の増加や不登校、いじめ重大事態の発生件数の増加、自殺

するこども・若者の数の増加など、こども・若者を取り巻く環境は厳しさを増して

います。 

◆学校は、こどもが安全に安心して過ごしながら、他者と関わりながら育つ、大切な

居場所の一つとなっています。 

◆こどもや学生を対象とした出張講座・研修・見学・イベントを実施していますが、

内容により参加者が少ないことがあります。 

◆小学生の保護者で「様々な遊びや体験学習をする場や機会に恵まれていると思う」

と回答した割合は 63.2％となっています。 

◆小学生の保護者で「様々な年代の人と交流する機会に恵まれていると思う」と回答

した割合は、58.1％となっています。 

◆こどもを健やかに生み育てるために、市に期待することとして、「放課後児童クラ

ブのほかにも、こどもの放課後の居場所を増やす」と回答した割合は 53.6％、「地

域で子どもたちが遊んだり、スポーツしたりする場や機会を増やす」と回答した割

合は 48.8％となっています。（複数回答） 
 

 

 

◆様々な体験ができる機会、様々な世代の人との交流の場を提供する必要があります。 

◆厳しい環境で育つこども・若者は、居場所を持ちにくく、失いやすいと考えられま

す。 

◆不登校のこどもは、学習の機会だけでなく、居場所としての学校の役割が損なわれ

ています。 

◆出張講座・研修・見学・イベント等を充実させ、参加者の増加に取り組む必要があ

ります。 

◆保育所や放課後児童クラブへ通う児童の増加や児童の生活スタイルの変化等によ

り、児童館を利用する人が少なくなっています。 
 
 

 

◆放課後子ども教室やその他の地域での活動においては、地域の様々な取組と連携を

図り、こどもたちが放課後や週末等に地域社会の中で安全で安心して、健やかに成

長することができる環境づくりを推進します。 

◆放課後児童対策パッケージ等に基づき、放課後における安全・安心な居場所として

放課後児童クラブの運営・整備に取り組みます。 

現 状 

課 題 

取 組 
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◆こどもが学びたいと思ったときに学べる環境を整えるととともに、学校が、多様な

ニーズや様々な背景のある全てのこどもが安心して過ごせる場所となるよう取り

組みます。 

◆児童館においては、多世代の交流や、魅力的な講座等の企画・運営を行い、より多

くの方々が児童館を利用されるような環境づくりを推進します。また、児童館の役

割を見直し、児童館機能の移設や複合化について検討していきます。 

◆こどもたちが、様々な体験ができる機会、様々な世代の人との交流できる場の充実

に取り組みます。 

◆こどもたちが参加したいと思う魅力あるイベント内容を検討し、郷土の歴史や文化

を学習する環境づくりを推進します。 

◆こども・若者の健やかな成長につながるよう、多様な遊び場・遊び空間の創出に取

り組みます。 

◆こども食堂が、こどもにとって安心して過ごすことができる居場所として普及し、

多様な遊びの体験や多世代の住民との交流の場となるよう、啓発活動や情報発信等

に取り組みます。 

 

●取組内容 

  具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

1 放課後児童クラブ運営事業 

放課後、留守家庭児童となる小学生を対象に、適

切な遊びと生活の場を提供するため、放課後児童

クラブの運営を指定管理又は委託により実施しま

す。 

2 放課後児童クラブ整備事業 

放課後児童クラブの待機児童解消を図るため、施

設の新築・増改築等により、定員の拡大を図りま

す。 

３ 

山口児童館管理運営業務 

三和児童館管理運営業務 

上郷児童館管理運営業務 

秋穂コミュニティセンター管

理運営業務 

児童向け講座や各種クラブの実施、多世代との交

流活動を実施するなど、児童が健全な遊びを通し

て情操が豊かになるよう、児童館の管理運営を行

います。 

４ 
子どもの生活・学習支援事業

【再掲】 

ひとり親家庭のこどもが定期的に集える場所とし

て、ボランティア等による生活支援（食事の提供）

や学習支援を行います。 
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No 事務事業 事業内容 

５ 
児童虐待対策事業 

（児童育成支援拠点事業） 

養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所

のない児童に対して、安全・安心な居場所を提供

し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、

生活習慣の形成や学習のサポート等を行うなど、

包括的な支援を提供し、虐待を防止し、こどもの

最善の利益の保障と健全な育成を図ります。 

６ 
教育相談室管理運営業務【再

掲】 

・山口市教育相談室において、常駐している教育

相談員が、いじめや不登校をはじめとする学校生

活における悩み事や、こどもの養育上の相談等を

受けます。 

・教育支援センター(あすなろ第 1・第 2 教室)へ

の入室手続や関係機関の紹介を行います。 

７ 
子どもの笑顔づくり推進事業

【再掲】 

いじめ防止基本方針に基づき、誰もが笑顔で楽し

い学校生活を送るために、指導、相談体制の充実

などにより、いじめ、不登校問題の解消に取り組

みます。 

８ 
教育支援センター管理運営業

務【再掲】 

不登校の児童・生徒一人ひとりの実態に応じた活

動内容を計画し、学校への復帰と自立を支援しま

す。 

９ 
子どもの居場所づくり推進事

業【再掲】 

青少年の豊かな人間性や「生きる力」をはぐくむ

ため、地域の多様な方々の参画を得て、放課後や

週末において地域の特性を生かした多様な体験活

動や外遊びの機会を設け、安全安心なこどもの居

場所を創出します。 

10 図書館管理運営事業 

利用者サービスの向上を図るほか、図書館システ

ムの導入による管理の効率化、市民への知識の提

供、心安らぐ憩いの場、コミュニケーションの場

としての図書館の機能強化を図ります。 

11 

文化財保護事務 

歴史民俗資料館管理運営業務 

鋳銭司郷土館管理運営業務 

小郡文化資料館管理運営業務 

秋穂歴史民俗資料館管理運営

業務 

徳地文化伝承館管理運営業務 

旧中川家住宅管理運営業務 

地域の歴史や文化についての理解を深めるととも

に、愛着と誇りを持つことができるよう、様々な

取組の充実を図ります。 
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No 事務事業 事業内容 

12 

山口市菜香亭企画運営事業 

文化振興財団企画運営事業 

市民会館企画運営事業 

C・S 赤れんが企画運営事業 

中原中也記念館運営業務 

山口情報芸術センター企画運

営事業 

嘉村礒多生家活用事業 

十朋亭維新館企画運営業務 

こどもや親子連れが来場しやすく、親しみやすい

環境の充実を図りつつ、こどもたちに質の高い芸

術文化に触れる機会を提供していきます。 

こどもたちを対象としたオリジナルワークショッ

プの展開やこどもたちが参加しやすい環境の充実

を図ると共に、施設の特色を活かした展示や体験

事業の実施を通じて、柔軟な発想力や創造性を養

い、こどもの芸術創造活動を推進していきます。 

13 国際交流員の派遣事業 

国際交流員による青少年を対象とした他国文化の

紹介などの講座の実施等により国際感覚の醸成を

図ります。 

青少年で構成する訪問団の派遣など、姉妹・友好

都市等を中心とした海外の人々と交流することに

より、国際感覚の醸成を図ります。 

14 地域スポーツ活動活性化事業 
総合型地域スポーツクラブをはじめとする地域ス

ポーツクラブへの参加を促進します。 
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こどもの居場所づくり 
 

令和５年１２月、国は、こどもの居場所づくりに関する背景や理念、考え方について整理し、

「こどもの居場所づくりに関する指針」を策定しました。 

こどもが、肯定的・開放的な環境の中に自分の居場所を持つことは、自己肯定感や自己有用

感に関わる等、生きていく上で不可欠な要素であり、居場所がないことは、人とのつながりが

失われ、孤独・孤立の問題と深く関係する重大な問題です。 

こうした中、近年の地域のつながりの希薄化や少子化の進展は、地域の中でこどもを育てる

ことを困難な状況とし、児童虐待の相談対応件数や不登校、自殺者数の増加など、こどもを取

り巻く環境においても、より厳しさが増しています。また、価値観の多様化やそれを受け入れ

る文化の広がりに伴い、居場所への多様なニーズに応じた多様な居場所が求められています。 

このような背景によって、こどもの居場所づくりの緊急性と重要性が増している中、様々な

地域において、子ども会やスポーツ少年団などの青少年団体の活動の場や、こども食堂、学習

支援の場、ボランティア活動など、地域のニーズや特性を踏まえた多種多様な居場所づくりの

実践が行われています。 

本市としても、こうした居場所が、全てのこども・若者

の健やかな成長を促す場となるとともに、こどもの自己肯

定感や自己有用感を高め、全てのこどもが身体的・精神

的・社会的に将来にわたって幸せな状態で成長し、こども

が本来持っている主体性や想像力を十分に発揮して社会

で活躍していけるよう、量・質両面から「こどもまんなか」

の居場所づくりに取り組んでいきます。 

 

多様な遊び空間と新たな居場所の創出 
 
本市では、児童館において児童向けの講座や体験活動の実施に取り組むとともに、各地域の

図書館や地域交流センターにおいても、こどもだけでも日常的に利用しやすい環境づくりに努

めるなど、こどもの居場所の創出に取り組んでいます。 

また、住民に身近な公園・遊び場として、各地域に都

市公園や児童遊園を設置しており、亀山公園、河原谷公

園、藤尾山公園には、こどもの遊び場として大型遊具を

設置しているほか、県の中央部に位置し、県都である本

市には、北部には維新百年記念公園、南部には山口きら

ら博記念公園といった広域的な交流公園も設置されて

おり、これらの既存施設を活用したこどもの居場所の確

保にも取り組んでいます。 

さらに、令和７年度にオープンする「湯田温泉こんこんパーク」では、“あそびば”、“まな

びば”、“たまりば”をコンセプトに、芝生広場や２階デッキスペースにインクルーシブ遊具を

設置するほか、大屋根広場や噴水広場等の様々

な空間を活用して、こどもから大人まであらゆ

る世代がくつろぎ、交流できる場の創出に取り

組むとともに、同年に一部供用を開始する山口

市の新たな本庁舎においても、市民交流棟や広

場を設置し、お祭りやイベントが行えるにぎわ

いの空間やゆったりと過ごせる憩いの空間の提

供に取り組みます。 

加えて、県農業試験場跡地の利活用において

も、新たな遊び空間の創出の検討を行います。 

湯田温泉こんこんパークの大屋根広場 

新たな本庁舎には市民交流棟と広場を整備 
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（３）結婚の希望を叶えるための支援 

 

 

◆若者のライフスタイルや価値観は多様であり、家族のあり方や家族を取り巻く環境

も多様であることから、若者に対し、特定の価値観を押しつけたり無用なプレッシ

ャーを与えたりすることは許されません。 

◆主体的に、結婚したいと望んでいても、出会いがないことや経済的な不安により結

婚に踏み切れないなどの課題を抱えている若者が一歩踏み出せるようにするため

の支援が求められています。 

 

 

 

◆県のやまぐち結婚応縁センター「出逢いませ山口」や民間の結婚情報サービスとの

連携等を検討する必要があります。 

 

 

 

◆結婚を希望される方々への応援機運の醸成と、結婚を希望される男女の出会いの機

会の創出に取り組みます。 

◆県・民間等の結婚相談機能との連携に取り組みます。 

  

●取組内容 

  具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 児童健全育成事業 
結婚を希望される男女の出会いの機会の創出が期

待される婚活イベントの開催を支援します。 

 

現 状 

課 題 

取 組 
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４ 仕事と子育ての両立を推進する施策 

 

 

 

 

   【目標値の設定】 

     この施策に対する目標値を下記のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

（１）ワーク・ライフ・バランスの実現 

 

 

◆国において、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進、仕事と家庭の両立支援

の取組といった仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）実現のための施策

を社会全体として推進されています。 

◆全国的に共働き世帯は年々増加しています。 

◆就学前児童の母親が就業している割合は 73.2％であり、就業していない母親のう

ち、38.3％が１年以内の就業意向があります。 

 

 

 

◆子育てを支援する職場の環境づくり、育児休業が取得できる職場の環境づくりが必

要です。 

◆父親、母親が家庭での責任を果たすことができるよう、固定的な役割分担の意識を

見直す必要があります。 

 

 

 

◆子育てと仕事の両立ができるよう、ワーク・ライフ・バランスの意義や働き方の見

直しについての意識啓発に取り組みます。 

◆男性が子育てに参画することの重要性の啓発や、男性の育児に関する情報提供の充

実を図ります。 

 

 

項 目 
現 状 

（令和５年度） 

中間目標値 

（令和９年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 

働きやすく、生活とのバランスが

とれたまちだと思う市民の割合 
34.9％ 50.0％ 50.0％以上 

現 状 

課 題 

取 組 

 

男性と女性が、ともにキャリア形成と子育てを両立できるよう、こども・若者・子

育て当事者にやさしい社会づくりの啓発や情報発信を行うとともに、地域や企業を含

む社会全体でこどもを育てる環境づくりに取り組みます。 
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●取組内容 

  具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 雇用対策事業 

子育てをしながら働きやすい職場環境の実現に向け

て、企業に対し、男性育児休業取得向上の促進や職場

環境改善に向けた支援等を行います。 

２ 
男女共同参画基本計画策

定・推進事業 

男性が家事や子育て、地域への参画等を自らのことと

捉え、主体的な参画を促進するための広報を行い、職

場優先の意識やライフスタイルの見直し、固定的性別

役割分担意識の解消に向けた啓発を行います。 

３ 
男女共同参画センター運

営事業 

ワーク・ライフ・バランス、無意識の偏見への気づき

をテーマとした講座等を開催し、ワーク・ライフ・バ

ランスの実現に向けた意識啓発を行います。 
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（２）働きやすい環境づくり 

 

 

◆こどもが生まれた時に育児休業を取得した（取得中）と回答した割合は、就学前児

童の母親で 54.6％となっていますが、37.1％が「働いていなかった」と回答して

おり、働いていた母親だけで見ると育児休業を取得した割合は 87.5％となってい

ます。 

一方、就学前児童の父親では、育児休業を取得した（取得中）と回答した割合は

15.5％となっており、5 年前に比べると上昇していますが、依然低い水準となっ

ています。 

◆育児休業を取得していない理由としては、就学前児童の母親では「子育てや家事に

専念するため退職した」が 30.0％、「職場に育児休業の制度がなかった」が 17.5％、

「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」が 12.5％となっており、５年前

に比べると、より育児休業を取得しやすい環境になっていることがうかがえます。 

一方、就学前児童の父親では、「仕事が忙しかった」が 53.2％、「職場に育児休業

を取りにくい雰囲気があった」が 40.2％、「収入減となり、経済的に苦しくなる」

が 32.7％となっており、５年前に比べ職場環境等が厳しさを増している状況がう

かがえます。（複数回答あり） 

 

 

 

◆子育てしながら働きやすい環境づくりなど企業に向けた意識啓発が必要です。 

◆育児休業が取得しやすい環境を整える必要があります。 

 

 

 

◆育児休業制度など各種法制度の普及、子育てを支援する環境づくりなどの意識啓発

に取り組みます。 

◆子育てをしながら働きやすい職場環境づくりに取り組む企業に対して支援を行い

ます。 
 

●取組内容 

  具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 雇用対策事業【再掲】 

子育てをしながら働きやすい職場環境の実現に向

けて、企業に対し、男性育児休業取得向上の促進や

職場環境改善に向けた支援等を行います。 

 

現 状 

課 題 

取 組 
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佐山小学校

興進小学校

小郡南小学校

小郡小学校

上郷小学校

秋穂小学校

大海小学校

二島小学校

名田島小学校
鋳銭司小学校

陶小学校

小鯖小学校

大殿小学校

良城小学校

大歳小学校

白石小学校

大内小学校

大内南小学校

宮野小学校

八坂小学校

中央小学校

島地小学校

生雲小学校 徳佐小学校

さくら小学校

湯田小学校

平川小学校

井関小学校
阿知須小学校

嘉川小学校

仁保小学校

阿東

徳地

中央部 北東部

小郡

川西
川東

 
 

１ 市町村子ども・子育て支援事業計画に定める事項 

 

子ども・子育て支援法では、第６１条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」

において、「教育・保育」、「地域子ども・子育て支援事業」を提供する区域を定め、区域

ごとに「量の見込み」、「確保の内容」、「実施時期」、また、「教育・保育給付に係る一体的

提供及び体制の確保の内容」、「子育てのための施設利用給付の円滑な実施の確保の内容」

を定めることとしています。 

 

２ 提供区域の設定 

 

国の基本指針では、市町村は教育・保育を提供する単位として、地理的条件や社会的条

件、教育・保育を提供するための施設の整備状況等を総合的に勘案し、教育・保育提供区

域を設定することとされています。 

本計画では、事業の継続性、整合性を図るため、第二期計画までと同様の以下の提供区域

を設定します。 

 

（１）教育・保育 

以下の７区域とします。 

区 域 地 域 

１ 阿東 阿東 

２ 徳地 徳地 

３ 北東部 仁保、小鯖、大内、宮野 

４ 中央部 大殿、白石、湯田、吉敷、平川、大歳 

５ 小郡 小郡 

６ 川東 陶、鋳銭司、名田島、秋穂二島、秋穂 

７ 川西 嘉川、佐山、阿知須 
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（２）時間外保育事業（延長保育事業） 

「(1)教育・保育」と同様の７区域とします。 

 

（３）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

小学校区を単位とした区域とします。 

 

（４）地域子育て支援拠点事業 

「(1)教育・保育」と同様の７区域とします。 

 

（５）－１ 一時預かり事業（幼稚園在園児対象） 

在園児対象であることから、市全域を１区域とします。 

 

（５）－２ 一時預かり事業（（５）－１を除く）、子育て援助活動支援事業（就学前） 

「(1)教育・保育」と同様の７区域とします。 

 

（６）子育て短期支援事業 

市全域を１区域とします。 

 

（７）病児保育事業 

以下の２区域とします。 

区 域 地 域 

１ 北部 阿東、徳地、仁保、小鯖、大内、宮野、大殿、白石、湯田、吉敷、平川、大歳 

２ 南部 小郡、陶、鋳銭司、名田島、秋穂二島、秋穂、嘉川、佐山、阿知須 

 

（８）子育て援助活動支援事業（就学後） 

市全域を１区域とします。 

 

（９）利用者支援事業 

市全域を１区域とします。 

 

（10）妊婦健康診査 

市全域を１区域とします。 

 

（11）乳児家庭全戸訪問事業 

市全域を１区域とします。 
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（12）養育支援訪問事業及び要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護 

児童等に対する支援に資する事業 

市全域を１区域とします。 

 

（13）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

市全域を１区域とします。 

 

（14）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

「(1)教育・保育」と同様の７区域とします。 

 

（15）子育て世帯訪問支援事業 

市全域を１区域とします。 

 

（16）児童育成支援拠点事業 

市全域を１区域とします。 

 

（17）親子関係形成支援事業 

市全域を１区域とします。 

 

（18）妊婦等包括支援相談事業 

市全域を１区域とします。 

 

（19）産後ケア事業 

市全域を１区域とします。 
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３ 教育・保育施設、地域型保育事業の量の見込みと確保方策の内容 

 

 

 

 

●現状 

［参考］ 令和 6 年度受入実績（②③保④は 4 月 1 日現在、①③幼は 5 月 1 日現在）    （単位：人） 

施設・区分 0 歳 1･2 歳 3～5 歳 計 

①幼稚園 11 園 ― ― 651 651 

②保育園（認可・へき地等） 49 園 176 1,311 2,158 3,645 

③認定こども園（幼、保） 8 園 22 227 1,304 1,553 

④認可外保育施設 22 施設 13 168 74 255 

計  211 1,706 4,187 6,104 

※幼稚園、保育園、認定こども園には、市外利用の 116 人を含む。 

※保育園待機児童の状況(各年 4 月１日現在)…R４（4 人）／R５（0 人）／R６（2 人） 

 

●施設型給付等の支援を受けるこどもの認定区分 

「幼稚園」「保育園」「認定こども園」「地域型保育事業」の教育・保育を利用するこ

どもについては、以下の 3 つの認定区分が設けられ、この区分に基づいて施設型給付

等（施設・事業者が代理受領）が行われます。 
 

3 つの認定区分（小学校就学前の子ども） 利用できる施設・事業 

１号認定子ども （教育標準時間認定） 

満３歳以上で、教育を希望する子ども 

幼稚園 

認定こども園 

２号認定子ども（満 3歳以上保育認定） 

満３歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、 

保育又は幼稚園＋預かり保育を希望する子ども 

幼稚園＋預かり保育 

保育園 

認定こども園 

３号認定子ども（満 3歳未満保育認定） 

満３歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、 

保育を希望する子ども 

保育園 

認定こども園 

地域型保育事業（小規模保育等） 

     ※「１号認定子ども」、「２号認定子ども」及び「３号認定子ども」とは、子ども・子育て支援法第 19 条

第１項に規定する、子どものための教育・保育給付に係る区分をいう（以下この計画において同じ。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【量の見込みの考え方】 

◆推計値（１号・２号・３号認定子どもの量の見込み）として、5,500 人～5,800 人程度

を見込んでいます。 

◆１号認定子どもの量は、今後も減少していくものと見込んでいますが、２号･３号認定

子どもの量については、今後もしばらくは増加していくものと見込んでいます。 

 ※量の見込みは、利用希望意向のアンケート調査による推計値を踏まえた潜在ニーズを含

む数値となっています。 

 教育・保育の提供区分ごと、こどもの認定区分ごとに推計した量の見込みへの対応、

及び安全な保育環境を確保するため、保育士等の人材確保や定員の見直し、機能維持・

強化を目的とした施設整備（修繕等）などの確保方策に取り組みます。 



第５章 子ども・子育て支援事業計画 
 

- 83 - 

 

【山口市全域】                    （各年 4 月 1日現在／単位：人） 

※「提供量の不足」については、各区域の認定区分ごとに発生している「提供量の不足」を合計しているため、表内各欄に

おける差引とは一致していません。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 認定の区分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和11 年度 

１
号
と
２
号
認
定 

１号認定子どもの量の見込み 937 850 794 759 720 

２号認定子どもの量の見込み 
（幼児期の学校教育の利用希望が強い） 328 305 284 273 264 

確保 
方策 

幼稚園、認定こども園 
（教育・保育施設） 1,545 1,552 1,558 1,560 1,562 

確認を受けない幼稚園 574 585 597 604 609 

幼稚園及び預かり保育 
（長時間・通年） 328 305 284 273 264 

提供量の不足 0 0 0 0 0 

２
号
認
定 

量の見込み（必要利用定員総数） 2,767 2,720 2,680 2,679 2,661 

確保 
方策 

保育園、認定こども園 
（教育・保育施設） 2,923 2,922 2,922 2,922 2,922 

提供量の不足 49 10 4 8 5 

３
号
認
定 

量の見込み（必要利用定員総数） 1,798 1,821 1,900 1,897 1,906 

確保 
方策 

保育園、認定こども園 
（教育・保育施設） 1,949 1,949 1,950 1,950 1,950 

地域型保育事業 156 156 156 156 156 

提供量の不足 6 0 7 5 9 

合 

計 

量の見込み（必要利用定員総数） 5,830 5,696 5,658 5,608 5,551 

確保 
方策 

保育園、認定こども園 
（教育・保育施設） 6,417 6,423 6,430 6,432 6,434 

確認を受けない幼稚園 574 585 597 604 609 

幼稚園及び預かり保育 
（長時間・通年） 328 305 284 273 264 

地域型保育事業 156 156 156 156 156 

提供量の不足（①） 55 10 11 13 14 

参
考
数
値 

定員の弾力化等による受入数（②） 55 10 11 13 14 

実質的な提供量の不足（①－②） 0 0 0 0 0 

【確保方策の考え方】 
◆１号認定子どもの量の見込みは今後も大幅に減少していくものの、２号認定子どもの量の見

込みはゆるやかに減少していく傾向にあります。また、３号認定子どもの量の見込みは今後
も増加していく傾向にあることから、０～２歳児を対象とした保育提供体制の確保を中心に
進めていきますが、３～５歳児についても保育提供体制が充足するよう、体制確保を進めて
いきます。 

◆令和６年度当初は、３号認定子どもにおいて待機児童が２人発生しているため、引き続き保
育士の確保に努めるとともに、認定こども園における幼稚園部・保育園部の定員の見直し等
により保育提供体制の確保を図ることで、待機児童を解消します。 

◆令和７年度以降は原則として定員拡大を伴う保育園等の施設整備は行わない予定ですが、安
全な保育環境を確保するため、施設の経年劣化等に対する機能維持を目的とした施設整備
（修繕等）は、引き続き実施します。 
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【１ 阿東区域】                   （各年 4月 1 日現在／単位：人） 

※阿東区域のへき地保育園については、幼稚園機能（満 3 歳以上に適用）と保育園機能を有する施設 

 

［参考］ 令和 6 年度受入実績（②③保④は 4 月 1 日現在、①③幼は 5 月 1 日現在）          （単位：人） 

施設・区分 0 歳 1･2 歳 3～5 歳 計 

①幼稚園 ― ― ― ― 

②保育園（認可・へき地等） 0 6 19 25 

③認定こども園（幼、保） ― ― ― ― 

④認可外保育施設 ― ― ― ― 

        計 0 6 19 25 
 

 
 

 

 

 認定の区分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

１
号
と
２
号
認
定 

１号認定子どもの量の見込み 2 2 2 2 2 

２号認定子どもの量の見込み 
（幼児期の学校教育の利用希望が強い） 

0 0 0 0 0 

確保 
方策 

幼稚園、認定こども園 
（教育・保育施設） 20 20 20 20 20 

確認を受けない幼稚園 0 0 0 0 0 

幼稚園及び預かり保育 
（長時間・通年） 0 0 0 0 0 

提供量の不足 0 0 0 0 0 

２
号
認
定 

量の見込み（必要利用定員総数） 14 11 11 12 12 

確保 
方策 

保育園、認定こども園 
（教育・保育施設） 34 34 34 34 34 

提供量の不足 0 0 0 0 0 

３
号
認
定 

量の見込み（必要利用定員総数） 5 6 6 5 4 

確保 
方策 

保育園、認定こども園 
（教育・保育施設） 26 26 26 26 26 

地域型保育事業 0 0 0 0 0 

提供量の不足 0 0 0 0 0 

合 

計 

量の見込み（必要利用定員総数） 21 19 19 19 18 

確保 
方策 

保育園、認定こども園 
（教育・保育施設） 80 80 80 80 80 

確認を受けない幼稚園 0 0 0 0 0 

幼稚園及び預かり保育 
（長時間・通年） 0 0 0 0 0 

地域型保育事業 0 0 0 0 0 

提供量の不足（①） 0 0 0 0 0 

参
考
数
値 

定員の弾力化等による受入数（②） 0 0 0 0 0 

実質的な提供量の不足（①－②） 0 0 0 0 0 

【確保方策の考え方】 
◆提供体制は充足しています。 
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【２ 徳地区域】                   （各年 4月 1 日現在／単位：人）  

 

［参考］ 令和 6 年度受入実績（②③保④は 4 月 1 日現在、①③幼は 5 月 1 日現在）          （単位：人） 

施設・区分 0 歳 1･2 歳 3～5 歳 計 

①幼稚園 ― ― ― ― 

②保育園（認可・へき地等） 2 15 26 43 

③認定こども園（幼、保） ― ― ― ― 

④認可外保育施設 ― ― ― ― 

        計 2 15 26 43 

 

 

 

 認定の区分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

１
号
と
２
号
認
定 

１号認定子どもの量の見込み 0 0 0 0 0 

２号認定子どもの量の見込み 
（幼児期の学校教育の利用希望が強い） 

0 0 0 0 0 

確保 
方策 

幼稚園、認定こども園 
（教育・保育施設） 0 0 0 0 0 

確認を受けない幼稚園 0 0 0 0 0 

幼稚園及び預かり保育 
（長時間・通年） 0 0 0 0 0 

提供量の不足 0 0 0 0 0 

２
号
認
定 

量の見込み（必要利用定員総数） 28 22 21 19 22 

確保 
方策 

保育園、認定こども園 
（教育・保育施設） 41 41 41 41 41 

提供量の不足 0 0 0 0 0 

３
号
認
定 

量の見込み（必要利用定員総数） 12 18 19 17 14 

確保 
方策 

保育園、認定こども園 
（教育・保育施設） 19 19 19 19 19 

地域型保育事業 0 0 0 0 0 

提供量の不足 0 0 0 0 0 

合 

計 

量の見込み（必要利用定員総数） 40 40 40 36 36 

確保 
方策 

保育園、認定こども園 
（教育・保育施設） 60 60 60 60 60 

確認を受けない幼稚園 0 0 0 0 0 

幼稚園及び預かり保育 
（長時間・通年） 0 0 0 0 0 

地域型保育事業 0 0 0 0 0 

提供量の不足（①） 0 0 0 0 0 

参
考
数
値 

定員の弾力化等による受入数（②） 0 0 0 0 0 

実質的な提供量の不足（①－②） 0 0 0 0 0 

【確保方策の考え方】 
◆提供体制は充足しています。 
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【３ 北東部区域】                  （各年 4月 1 日現在／単位：人） 

 

［参考］ 令和 6 年度受入実績（②③保④は 4 月 1 日現在、①③幼は 5 月 1 日現在）          （単位：人） 

施設・区分 0 歳 1･2 歳 3～5 歳 計 

①幼稚園 ― ― 45 45 

②保育園（認可・へき地等） 38 316 560 914 

③認定こども園（幼、保） 3 14 91 108 

④認可外保育施設 3 13 34 50 

        計 44 343 730 1,117 
 

 

 
 

 
 
 

 認定の区分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和10年度 令和 11 年度

１
号
と
２
号
認
定 

１号認定子どもの量の見込み 83 75 70 66 63 

２号認定子どもの量の見込み 
（幼児期の学校教育の利用希望が強い） 

5 5 5 5 5 

確保 
方策 

幼稚園、認定こども園 
（教育・保育施設） 432 432 432 432 432 

確認を受けない幼稚園 0 0 0 0 0 

幼稚園及び預かり保育 
（長時間・通年） 5 5 5 5 5 

提供量の不足 0 0 0 0 0 

２
号
認
定 

量の見込み（必要利用定員総数） 607 600 586 584 583 

確保 
方策 

保育園、認定こども園 
（教育・保育施設） 689 689 689 689 689 

提供量の不足 0 0 0 0 0 

３
号
認
定 

量の見込み（必要利用定員総数） 376 381 391 392 391 

確保 
方策 

保育園、認定こども園 
（教育・保育施設） 443 443 443 443 443 

地域型保育事業 19 19 19 19 19 

提供量の不足 0 0 0 0 0 

合 

計 

量の見込み（必要利用定員総数） 1,071 1,061 1,052 1,047 1,042 

確保 
方策 

保育園、認定こども園 
（教育・保育施設） 1,564 1,564 1,564 1,564 1,564 

確認を受けない幼稚園 0 0 0 0 0 

幼稚園及び預かり保育 
（長時間・通年） 5 5 5 5 5 

地域型保育事業 19 19 19 19 19 

提供量の不足（①） 0 0 0 0 0 

参
考
数
値 

定員の弾力化等による受入数（②） 0 0 0 0 0 

実質的な提供量の不足（①－②） 0 0 0 0 0 

【確保方策の考え方】 
◆提供体制は充足しています。 
◆１号認定子どもは減少傾向が見受けられるため、公立幼稚園における１号認定子どもの定員
縮小を検討します。 
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【４ 中央部区域】                  （各年 4月 1 日現在／単位：人） 

※各認定区分において、確保方策総数＞量の見込み（必要利用定員総数）となった場合、提供量の不足は「０」と表示してい

ます。このため、合計欄内における「提供量の不足」の合計値は、「確保方策 ― 量の見込み（必要利用定員総数）」の差

引数値とは一致しません。 

［参考］ 令和 6 年度受入実績（②③保④は 4 月 1 日現在、①③幼は 5 月 1 日現在）          （単位：人） 

施設・区分 0 歳 1･2 歳 3～5 歳 計 

①幼稚園 ― ― 386 386 

②保育園（認可・へき地等） 87 595 881 1,563 

③認定こども園（幼、保） 11 140 774 925 

④認可外保育施設 2 62 29 93 

        計 100 797 2,070 2,967 

 

 

 

 認定の区分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和10年度 令和 11 年度

１
号
と
２
号
認
定 

１号認定子どもの量の見込み 570 512 482 460 441 

２号認定子どもの量の見込み 
（幼児期の学校教育の利用希望が強い） 

169 153 142 135 133 

確保 
方策 

幼稚園、認定こども園 
（教育・保育施設） 764 770 772 774 774 

確認を受けない幼稚園 350 360 369 374 376 

幼稚園及び預かり保育 
（長時間・通年） 169 153 142 135 133 

提供量の不足 0 0 0 0 0 

２
号
認
定 

量の見込み（必要利用定員総数） 1,266 1,227 1,217 1,211 1,222 

確保 
方策 

保育園、認定こども園 
（教育・保育施設） 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 

提供量の不足 49 10 0 0 5 

３
号
認
定 

量の見込み（必要利用定員総数） 868 895 933 933 945 

確保 
方策 

保育園、認定こども園 
（教育・保育施設） 885 885 885 885 885 

地域型保育事業 118 118 118 118 118 

提供量の不足 0 0 0 0 0 

合 

計 

量の見込み（必要利用定員総数） 2,873 2,787 2,774 2,739 2,741 

確保 
方策 

保育園、認定こども園 
（教育・保育施設） 2,866 2,872 2,874 2,876 2,876 

確認を受けない幼稚園 350 360 369 374 376 

幼稚園及び預かり保育 
（長時間・通年） 169 153 142 135 133 

地域型保育事業 118 118 118 118 118 

提供量の不足（①） 49 10 0 0 5 

参
考
数
値 

定員の弾力化等による受入数（②） 49 10 0 0 5 

実質的な提供量の不足（①－②） 0 0 0 0 0 

【確保方策の考え方】 
◆１号認定子どもは減少傾向が見受けられるため、公立幼稚園における１号認定子どもの定員
縮小を検討します。 

◆量の見込みに対して、２号認定子どもの提供体制が不足しています。また、３号認定子ども
は増加傾向が見受けられることから、認定こども園における幼稚園部・保育園部の定員の見
直し等によりニーズに対応していきます。 
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【５ 小郡区域】                   （各年 4月 1 日現在／単位：人） 

 

［参考］ 令和 6 年度受入実績（②③保④は 4 月 1 日現在、①③幼は 5 月 1 日現在）          （単位：人） 

施設・区分 0 歳 1･2 歳 3～5 歳 計 

①幼稚園 ― ― 162 162 

②保育園（認可・へき地等） 30 183 328 541 

③認定こども園（幼、保） 1 28 213 242 

④認可外保育施設 3 63 2 68 

        計 34 274 705 1,013 

 

 

 
 

 

 認定の区分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度令和 11 年度 

１
号
と
２
号
認
定 

１号認定子どもの量の見込み 183 172 158 149 135 

２号認定子どもの量の見込み 
（幼児期の学校教育の利用希望が強い） 

108 104 97 93 86 

確保 
方策 

幼稚園、認定こども園 
（教育・保育施設） 172 174 177 179 182 

確認を受けない幼稚園 210 212 216 218 222 

幼稚園及び預かり保育 
（長時間・通年） 108 104 97 93 86 

提供量の不足 0 0 0 0 0 

２
号
認
定 

量の見込み（必要利用定員総数） 384 388 372 364 342 

確保 
方策 

保育園、認定こども園 
（教育・保育施設） 416 416 416 416 416 

提供量の不足 0 0 0 0 0 

３
号
認
定 

量の見込み（必要利用定員総数） 248 235 250 255 257 

確保 
方策 

保育園、認定こども園 
（教育・保育施設） 302 302 302 302 302 

地域型保育事業 0 0 0 0 0 

提供量の不足 0 0 0 0 0 

合 

計 

量の見込み（必要利用定員総数） 923 899 877 861 820 

確保 
方策 

保育園、認定こども園 
（教育・保育施設） 890 892 895 897 900 

確認を受けない幼稚園 210 212 216 218 222 

幼稚園及び預かり保育 
（長時間・通年） 108 104 97 93 86 

地域型保育事業 0 0 0 0 0 

提供量の不足（①） 0 0 0 0 0 

参
考
数
値 

定員の弾力化等による受入数（②） 0 0 0 0 0 

実質的な提供量の不足（①－②） 0 0 0 0 0 

【確保方策の考え方】 
◆３号認定子どもにおいて、令和６年度当初は待機児童が２人発生し、今後も高い保育需要が
見込まれることから、認定こども園における幼稚園部・保育園部の定員の見直し等によりニ
ーズに対応していきます。 
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【６ 川東区域】                   （各年 4月 1 日現在／単位：人） 

※各認定区分において、確保方策総数＞量の見込み（必要利用定員総数）となった場合、提供量の不足は「０」と表示してい

ます。このため、合計欄内における「提供量の不足」の合計値は、「確保方策 ― 量の見込み（必要利用定員総数）」の差

引数値とは一致しません。 

［参考］ 令和 6 年度受入実績（②③保④は 4 月 1 日現在、①③幼は 5 月 1 日現在）          （単位：人） 

施設・区分 0 歳 1･2 歳 3～5 歳 計 

①幼稚園 ― ― 30 30 

②保育園（認可・へき地等） 4 47 99 150 

③認定こども園（幼、保） ― 5  37 42 

④認可外保育施設 1 2 3 6 

        計 5 54 169 228 

 

 

 
 

 認定の区分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度令和 11 年度

１
号
と
２
号
認
定 

１号認定子どもの量の見込み 22 20 17 18 18 

２号認定子どもの量の見込み 
（幼児期の学校教育の利用希望が強い） 

19 18 16 17 18 

確保 
方策 

幼稚園、認定こども園 
（教育・保育施設） 71 72 74 73 72 

確認を受けない幼稚園 0 0 0 0 0 

幼稚園及び預かり保育 
（長時間・通年） 19 18 16 17 18 

提供量の不足 0 0 0 0 0 

２
号
認
定 

量の見込み（必要利用定員総数） 99 95 84 96 99 

確保 
方策 

保育園、認定こども園 
（教育・保育施設） 140 140 140 140 140 

提供量の不足 0 0 0 0 0 

３
号
認
定 

量の見込み（必要利用定員総数） 60 64 75 66 62 

確保 
方策 

保育園、認定こども園 
（教育・保育施設） 70 70 70 70 70 

地域型保育事業 0 0 0 0 0 

提供量の不足 0 0 5 0 0 

合 

計 

量の見込み（必要利用定員総数） 200 197 192 197 197 

確保 
方策 

保育園、認定こども園 
（教育・保育施設） 281 282 284 283 282 

確認を受けない幼稚園 0 0 0 0 0 

幼稚園及び預かり保育 
（長時間・通年） 19 18 16 17 18 

地域型保育事業 0 0 0 0 0 

提供量の不足（①） 0 0 5 0 0 

参
考
数
値 

定員の弾力化等による受入数（②） 0 0 5 0 0 

実質的な提供量の不足（①－②） 0 0 0 0 0 

【確保方策の考え方】 
◆量の見込みに対して、３号認定子どもの提供体制が不足する年度もあることから、認定こど
も園における幼稚園部・保育園部の定員の見直し等によりニーズに対応していきます。 
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【７ 川西区域】                   （各年 4月 1 日現在／単位：人） 

※各認定区分において、確保方策総数＞量の見込み（必要利用定員総数）となった場合、提供量の不足は「０」と表示してい

ます。このため、合計欄内における「提供量の不足」の合計値は、「確保方策 ― 量の見込み（必要利用定員総数）」の差

引数値とは一致しません。 

［参考］ 令和 6 年度受入実績（②③保④は 4 月 1 日現在、①③幼は 5 月 1 日現在）          （単位：人） 

施設・区分 0 歳 1･2 歳 3～5 歳 計 

①幼稚園 ― ― ― ― 

②保育園（認可・へき地等） 12 137 223 372 

③認定こども園（幼、保） 5 33 147 185 

④認可外保育施設 4 28 6 38 

        計 21 198 376 595 

 

 

 
 

 認定の区分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和10年度 令和 11 年度

１
号
と
２
号
認
定 

１号認定子どもの量の見込み 47 42 40 40 38 

２号認定子どもの量の見込み 
（幼児期の学校教育の利用希望が強い） 

5 5 5 5 5 

確保 
方策 

幼稚園、認定こども園 
（教育・保育施設） 70 70 70 70 70 

確認を受けない幼稚園 0 0 0 0 0 

幼稚園及び預かり保育 
（長時間・通年） 5 5 5 5 5 

提供量の不足 0 0 0 0 0 

２
号
認
定 

量の見込み（必要利用定員総数） 333 342 354 358 346 

確保 
方策 

保育園、認定こども園 
（教育・保育施設） 350 350 350 350 350 

提供量の不足 0 0 4 8 0 

３
号
認
定 

量の見込み（必要利用定員総数） 205 198 201 204 208 

確保 
方策 

保育園、認定こども園 
（教育・保育施設） 180 180 180 180 180 

地域型保育事業 19 19 19 19 19 

提供量の不足 6 0 2 5 9 

合 

計 

量の見込み（必要利用定員総数） 590 587 600 607 597 

確保 
方策 

保育園、認定こども園 
（教育・保育施設） 600 600 600 600 600 

確認を受けない幼稚園 0 0 0 0 0 

幼稚園及び預かり保育 
（長時間・通年） 5 5 5 5 5 

地域型保育事業 19 19 19 19 19 

提供量の不足（①） 6 0 6 13 9 

参
考
数
値 

定員の弾力化等による受入数（②） 6 0 6 13 9 

実質的な提供量の不足（①－②） 0 0 0 0 0 

【確保方策の考え方】 
◆量の見込みに対して、２号認定・３号認定子どもの提供体制が不足しています。認定こども
園における幼稚園部・保育園部の定員の見直し等によりニーズに対応していきます。 
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【８ 市外】                     （各年 4月 1 日現在／単位：人） 

 

［参考］ 令和 6 年度受入実績（②③保④は 4 月 1 日現在、①③幼は 5 月 1 日現在）          （単位：人） 

施設・区分 0 歳 1･2 歳 3～5 歳 計 

①幼稚園 ― ― 28 28 

②保育園（認可・へき地等） 3 12 22 37 

③認定こども園（幼、保） 2 7 42 51 

④認可外保育施設 ― ― ― ― 

計 5 19 92 116 

※認可外保育施設の市外利用については未把握 

 

 

 

 

 

 認定の区分 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

１
号
と
２
号
認
定 

１号認定子どもの量の見込み 30 27 25 24 23 

２号認定子どもの量の見込み 
（幼児期の学校教育の利用希望が強い） 

22 20 19 18 17 

確保 
方策 

幼稚園、認定こども園 
（教育・保育施設） 16 14 13 12 12 

確認を受けない幼稚園 14 13 12 12 11 

幼稚園及び預かり保育 
（長時間・通年） 22 20 19 18 17 

提供量の不足 0 0 0 0 0 

２
号
認
定 

量の見込み（必要利用定員総数） 36 35 35 35 35 

確保 
方策 

保育園、認定こども園 
（教育・保育施設） 36 35 35 35 35 

提供量の不足 0 0 0 0 0 

３
号
認
定 

量の見込み（必要利用定員総数） 24 24 25 25 25 

確保 
方策 

保育園、認定こども園 
（教育・保育施設） 24 24 25 25 25 

地域型保育事業 0 0 0 0 0 

提供量の不足 0 0 0 0 0 

合 

計 

量の見込み（必要利用定員総数） 112 106 104 102 100 

確保 
方策 

保育園、認定こども園 
（教育・保育施設） 76 73 73 72 72 

確認を受けない幼稚園 14 13 12 12 11 

幼稚園及び預かり保育 
（長時間・通年） 22 20 19 18 17 

地域型保育事業 0 0 0 0 0 

提供量の不足 0 0 0 0 0 

【確保方策の考え方】 
◆利便性等による市外利用の状況を踏まえ、必要量の確保を図ります。 
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●取組内容 

  確保方策の具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 私立保育園整備費助成事業 
安全な保育環境を確保するため、施設の経年劣化等

に対する機能維持・強化を目的とした施設整備（修

繕等）を行う事業者に対して、その費用を補助しま

す。 

２ 認定こども園整備費助成事業 

３ 地域型保育整備費助成事業 

４ 市立保育園管理運営業務 

安全な保育環境を確保するため、施設の経年劣化等

に対する機能維持・強化を目的とした施設整備（修

繕等）を実施します。 

５ へき地保育所管理運営業務 

６ 
市立認定こども園管理運営業

務 

７ 市立幼稚園管理運営業務 

８ 
児童福祉施設整備費償還金助

成事業 

認可保育施設等による施設整備のための借入金につ

いて、元金及び利息の一部を助成します。 

９ 保育士等人材確保事業 

就職希望者と保育施設の双方にアプローチする取組

を実施し、市内保育施設全体の人材不足の解消と定

着を図ります。 

市内私立保育所等の求人を一括して地域情報誌や

WEB サイト等に掲載するなど保育士等のマッチン

グを継続して実施します。 
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４ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の内容 

 

 

 

（１）時間外保育事業（延長保育事業） 

保育認定を受けたこどもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間にお

いて、保育園、認定こども園等で保育を実施する事業です。 

●現状 

平成 5 年度実績        （単位：人） 

施設数 利用者数 

36 1,703 

 

●「量の見込み」及び「確保方策」 

（各年 4 月 1 日現在／単位：人） 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

全 域 
量の見込み 2,050 2,040 2,060 2,050 2,050 

確保方策 2,050 2,040 2,060 2,050 2,050 

阿 東 
量の見込み 10 10 10 10 10 

確保方策 10 10 10 10 10 

徳 地 
量の見込み 15 15 15 15 15 

確保方策 15 15 15 15 15 

北東部 
量の見込み 380 380 380 380 380 

確保方策 380 380 380 380 380 

中央部 
量の見込み 1,010 1,000 1,010 1,000 1,010 

確保方策 1,010 1,000 1,010 1,000 1,010 

小 郡 
量の見込み 320 320 320 320 310 

確保方策 320 320 320 320 310 

川 東 
量の見込み 75 75 75 75 75 

確保方策 75 75 75 75 75 

川 西 
量の見込み 220 220 230 230 230 

確保方策 220 220 230 230 230 

市 外 
量の見込み 20 20 20 20 20 

確保方策 20 20 20 20 20 

 

 

 

 

 

 

 【確保方策の考え方】 

◆提供体制については、利用ニーズの動向を踏まえながら、引き続き確保していきま

す。 

【量の見込みの考え方】 

◆２号認定子ども及び３号認定子どもの量の見込みを勘案した推計値を見込み量とし

ています。 

 地域子ども・子育て支援事業は、市町村が地域の実情に応じて、市町村子ども・子

育て支援事業計画に従って実施する事業です。本市では、以下の事業に取り組みます。 
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●取組内容 

  確保方策の具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 私立保育園特別保育事業 
保育認定を受けたこどもについて、利用時間外に保

育を実施する時間外保育事業を、私立保育園、認定

こども園、地域型保育事業に委託して実施します。 

２ 認定こども園特別保育事業 

３ 地域型保育特別保育事業 

４ 市立保育園管理運営業務 
保育認定を受けたこどもについて、利用時間外に保

育を実施する時間外保育事業を、公立保育園（所）、

認定こども園で実施します。 

５ へき地保育所管理運営業務 

６ 市立認定こども園管理運営業務 
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（２）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終

了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その

健全な育成を図る事業です。 

●現状 

令和 6 年 4 月 1 日現在の実績                               （単位：人） 

学級数 定員 
利用者数／児童数 

低学年 高学年 計 

59 学級 2,822 

1 年生 804/1,363 4 年生 231/1,441 

2,663/8,799 
2 年生 793/1,444 5 年生 113/1,562 

3 年生 668/1,483 6 年生 54/1,506 

計 2,822  2,265/4,290  398/4,509 

※放課後児童クラブ待機児童の状況（各年 4 月 1 日現在）…Ｒ４（164 人）／Ｒ５（215 人）／Ｒ６（236 人） 

 

●「量の見込み」及び「確保方策」 

             （各年 4 月 1 日現在／単位：人） 

  令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

全

域 

量の 
見込み 

全体 2,880 2,916 2,882 2,870 2,850 

 1 年生 824 882 776 794 795 

2 年生 773 784 840 745 762 

3 年生 700 673 688 742 659 

4 年生 398 391 397 404 439 

5 年生 125 135 121 136 147 

6 年生 60 51 60 49 48 

確保方策 3,187 3,227 3,377 3,377 3,407 

提供量の不足（①） 115 91 19 26 45 

参
考
数
値 

面積基準までの 
弾力的な受入数（②） 69 38 19 26 45 

実質的な提供量の 
不足（①－②） 46 53 0 0 0 

 

       見込み量算出における利用率 

 1 年生 2 年生 3 年生 4 年生 5 年生 6 年生 全体 

過去の平均利用率（％） 49.8 46.8 37.2 20.5 8.5 3.5 27.7 

過去の平均利用伸び率（％） 0.9 1.0 1.1 0.4 0.1 0.3 0.6 

計画期間中の利用見込率（％） 60.2 55.8 47.6 26.7 8.6 3.3 33.7 

     ※過去の平均利用率及び平均利用伸び率は、令和 2 年度から令和 6 年度の 4 月 1 日実績数値（待機児童を

含む）より算出 

    

 

 

 

 

 

 

【量の見込みの考え方】 

◆利用希望意向アンケートの結果における推計値は、減少する見込みとなっています

が、実際に利用した児童の割合は、上昇傾向にあることから、過去の平均利用率及

び平均利用伸び率を基に計画期間中の利用見込率を推計することで、利用希望者数

を算出しています。 
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●取組内容 

  確保方策の具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 放課後児童クラブ運営事業 

放課後、留守家庭児童となる小学生を対象に、適切

な遊びと生活の場を提供するため、放課後児童クラ

ブの運営を指定管理又は委託により実施します。 

２ 放課後児童クラブ整備事業 
放課後児童クラブの待機児童解消を図るため、施設

の新築・増改築等により、定員の拡大を図ります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【確保方策の考え方】 

◆鋳銭司小学校区については、施設が老朽化し、今後も待機児童が見込まれるため、

学級の移設新設を行い、令和９年４月に定員拡大と保育環境の充実を図ります。 

◆面積基準まで利用者の弾力的な受入れを行います。 

◆更なる公共施設や民有施設等の積極的な活用及び運営団体の確保を図ります。 
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（３）地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情

報の提供、助言その他の援助を行う事業です。 

●現状 

令和５年度実績                                             （単位：人日/月） 

施設区分 全域 阿東 徳地 北東部 中央部 小郡 川東 川西 

保育園 

設置型等 

施設数 14  1 2 5 1 2 3 

利用者数 2,785  12 277 1,309 822 104 261 

地域型 
施設数 12 1  2 5 1 2 1 

利用者数 2,315 7  173 1,448 235 139 313 

計 
施設数 26 1 1 4 10 2 4 4 

利用者数 5,100 7 12 450 2,757 1,057 243 574 

※利用者数は年間に利用した延べ人数を月に換算して計上 

※利用者数には、保護者やイベント等開催時の参加者等を含む 

 

●「量の見込み」及び「確保方策」 
（各年 4 月 1 日現在） 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

全 域 

量の見込み 
（延べ人数／月） 

5,017 4,878 4,836 4,769 4,706 

確保方策（箇所） 26 26 26 26 26 

阿 東 
量の見込み 21 21 20 20 19 

確保方策 1 1 1 1 1 

徳 地 
量の見込み 36 36 35 32 31 

確保方策 1 1 1 1 1 

北東部 
量の見込み 1,134 1,105 1,085 1,069 1,056 

確保方策 4 4 4 4 4 

中央部 
量の見込み 2,284 2,219 2,212 2,181 2,174 

確保方策 10 10 10 10 10 

小 郡 
量の見込み 740 708 692 675 647 

確保方策 2 2 2 2 2 

川 東 
量の見込み 181 179 176 174 171 

確保方策 4 4 4 4 4 

川 西 
量の見込み 621 610 616 618 608 

確保方策 4 4 4 4 4 

※単位の「人日／月」：1 カ月の延べ利用人数 

 

 

 

 

 

【量の見込みの考え方】 

◆令和 5 年度における年間に利用した延べ人数の実績が、対象児童数の 64.83％にあた

ることを踏まえ、推計児童数の 65％を見込み量とします。 
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●取組内容 

  確保方策の具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 地域子育て支援拠点事業 

地域の子育て中の親子、特に未就園児がいる家庭の

親子の交流促進や子育てに関する相談、援助等を行

います。 

・交流広場の提供 

・子育て関連情報の収集、提供 

・子育てに関する相談 

・子育て支援講座の実施 

・子育てサークル等の育成支援 

・地域のこどもと保育所児童との交流 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【確保方策の考え方】 

◆現状の施設 26 箇所で実施します。 
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（４）一時預かり事業 

  ①一時預かり事業（幼稚園型） 

在園児を対象に、通常の教育時間の終了後等に一時預かりを行う事業です。 

●現状 

令和５年度実績        

施設及び施設数 延利用者数 

私立幼稚園   5 園 29,761 人 

私立認定こども園 4 園 7,711 人 

合 計 37,472 人 

 

●「量の見込み」及び「確保方策」 
  （各年 4 月 1 日現在） 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

全 域 

量の見込み 
（人日／年） 

60,700 55,400 51,700 49,500 47,200 

確保方策 
（人日／年） 

60,700 55,400 51,700 49,500 47,200 

   ※単位の「人日／年」：1年間の延べ利用者数 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 
 

●取組内容 

  確保方策の具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 私立幼稚園特別保育事業 私立幼稚園、認定こども園に一時預かり事業（幼稚

園型）を委託して実施します。 ２ 認定こども園特別保育事業 

３ 幼稚園教育研究団体助成事業 
預かり保育を実施した施設に対して、その費用を補

助します。 

 

【量の見込みの考え方】 

◆1 号認定子ども及び 2号認定子ども（幼児期の学校教育の利用希望が強い）の量の見

込みを勘案した推計値を見込み量としています。 

 

【確保方策の考え方】 

◆全ての私立幼稚園、認定こども園（幼稚園部）における実施体制とします。 
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②一時預かり事業（幼稚園型を除く）、子育て援助活動支援事業（就学前） 

■一時預かり事業（幼稚園型を除く） 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、保育園、認

定こども園、地域子育て支援拠点等で一時的に預かり、必要な保育を行う事業です。 

・保育園等の一時預かり 

通常保育とは別に、専用スペースにおいて月 14 日以内で一時的に保育する事業

で、在園児以外の児童が対象となります。 

・保育園等の緊急一時預かり 

緊急的な理由により、一時的に保育する事業です。 

・地域子育て支援拠点施設の預かり 

週２日、３時間までの短時間に施設で保育する事業です。０歳児から対象となり

ます。 

■子育て援助活動支援事業（ファミリーサポートセンター事業） 

乳幼児を子育て中の保護者を会員として、乳幼児の預かり等の援助を受けることを希

望する者と、当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を

行う事業です。 

●現状 

令和５年度実績          （単位：人日／年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※単位の「人日／年」：1年間の延べ利用者数 

※認可外保育施設の実施状況は未把握 

※ファミリーサポートセンターは、未就学児の利用を計上 

 

施設 施設数 利用者数 

保育園等（一時預かり） 7 5,196 

保育園等（緊急一時預かり） 2 316 

認可外保育施設 ― ― 

地域子育て支援拠点施設 １ 185 

ファミリーサポートセンター 1 1,460 
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●「量の見込み」及び「確保方策」 
（各年 4 月 1 日現在） 

 
令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

全 域 

量の見込み（人日／年） 12,987 12,435 12,273 11,925 11,666 

確保方策
(人日/年) 

一時預かり(幼稚園型を除く) 11,550 11,040 10,890 10,560 10,320 

子育て援助活動支援事業※ 1,437 1,395 1,383 1,365 1,346 

阿 東 

量の見込み 51 41 41 36 35 

確保方策 
一時預かり(幼稚園型を除く) 45 35 35 30 30 

子育て援助活動支援事業※ 6 6 6 6 5 

徳 地 

量の見込み 85 85 85 69 69 

確保方策 
一時預かり(幼稚園型を除く) 75 75 75 60 60 

子育て援助活動支援事業※ 10 10 10 9 9 

北東部 

量の見込み 2,455 2,366 2,360 2,346 2,272 

確保方策 
一時預かり(幼稚園型を除く) 2,130 2,050 2,050 2,040 1,970 

子育て援助活動支援事業※ 325 316 310 306 302 

中央部 

量の見込み 6,554 6,235 6,133 5,924 5,872 

確保方策 
一時預かり(幼稚園型を除く) 5,900 5,600 5,500 5,300 5,250 

子育て援助活動支援事業※ 654 635 633 624 622 

小 郡 

量の見込み 2,012 1,953 1,898 1,793 1,735 

確保方策 
一時預かり(幼稚園型を除く) 1,800 1,750 1,700 1,600 1,550 

子育て援助活動支援事業※ 212 203 198 193 185 

川 東 

量の見込み 452 431 430 430 409 

確保方策 
一時預かり(幼稚園型を除く) 400 380 380 380 360 

子育て援助活動支援事業※ 52 51 50 50 49 

川 西 

量の見込み 1,378 1,324 1,326 1,327 1,274 

確保方策 
一時預かり(幼稚園型を除く) 1,200 1,150 1,150 1,150 1,100 

子育て援助活動支援事業※ 178 174 176 177 174 

※子育て援助活動支援事業の数値は、就学前児童が対象 

※単位の「人日／年」：1年間の延べ利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

【量の見込みの考え方】 

《一時預かり（幼稚園型を除く）》 

◆保育園等の一時預かりは、保育施設を利用していないこどもの量の見込みを勘案

した推計値を見込み量としています。 

◆保育園等の緊急一時預かりは、過去の実績を勘案して、延べ 300 人を見込み量と

しています。 

◆地域子育て支援拠点施設の利用については、直近の利用実績 185 人から延べ 200

人を見込み量とします。 

《子育て援助活動支援事業》 

 ◆ファミリーサポートセンター事業は、令和 5 年度における年間に利用した延べ人

数の実績が、対象児童数の 18.6％にあたることを踏まえ、同じ利用率を基に見込

み量を推計します。 
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●取組内容 

  確保方策の具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 私立保育園特別保育事業 
私立保育園、認定こども園等に一時預かり事業を委

託して実施します。 
２ 認定こども園特別保育事業 

３ 地域型保育特別保育事業 

４ 市立保育園管理運営業務 公立保育園（所）において、一時預かり事業を実施

します。 ５ へき地保育所管理運営業務 

６ 地域子育て支援拠点事業 
地域子育て支援拠点施設に一時預かり事業を委託し

て実施します。 

７ 
ファミリーサポートセンター

運営事業 

育児サービスを受けたい方と子育て支援の提供を行

う方の依頼調整を行います。 

 

【確保方策の考え方】 

◆保育園等の一時預かりについては、現状の受入施設において対応しますが、社会

情勢や利用ニーズの動向を踏まえながら、受入施設の拡充について取り組みま

す。 

◆保育園等の緊急一時預かりについては、公立保育園で実施することを基本としま

すが、利用ニーズに応じて、私立認可保育園でも実施します。 

◆地域子育て支援拠点施設については、現状の受入施設において対応しますが、社

会情勢や利用ニーズの動向を踏まえながら、受入施設の拡充について検討しま

す。 

◆ファミリーサポートセンターについては、相互援助活動が円滑に実施できるよう

会員の確保に取り組みます。 
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（５）子育て短期支援事業 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となっ

た乳幼児・小学生児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業で

す。 

・ショートステイ（短期入所生活援助事業）…宿泊を含む預かりを行う事業 

・トワイライトステイ（夜間養護等事業）…概ね 22 時までの預かりを行う事業 

●現状 

令和５年度実績                （単位：人日／年） 

事業 施設数 利用者数 

ショートステイ 

7 箇所 

30 

トワイライトステイ 41 

（日中一時預かり） （56） 

 

●「量の見込み」及び「確保方策」 
   （各年 4 月 1 日現在） 

 
令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

全 域 

量の見込み(人日/年) 100 100 100 100 100 

 
 

ショートステイ 50 50 50 50 50 

トワイライトステイ 50 50 50 50 50 

確保方策（箇所） 7 7 7 7 7 

※単位の「人日／年」：1年間の延べ利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●取組内容 

  確保方策の具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 家庭児童相談事業 

相談室を設置し、専門職（保健師・社会福祉士・

保育士等）がこどもや家庭に関する相談に応じ、

内容によって必要な支援につなげます。 

 

【確保方策の考え方】 

◆現状の受入施設である児童養護施設等 6 箇所（市内 4箇所、市外 2 箇所）及び里親

で対応します。（令和 4年度から事業の実施機関として里親を加えています。） 

【量の見込みの考え方】 

◆近年の実績値の推移を勘案した推計値を見込み量としています。 
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（６）病児保育事業 

病児（12 歳までの児童）について、病院・保育園等に付設された専用スペース等に

おいて、看護師・保育士が一時的に保育等を実施する事業です。 

●現状 

令和５年度実績                          （単位：人日／年） 

 全域 市外利用 計 

病児保育 
施設数 4 ― 4 

利用者数 5,572 326 5,898 

※利用者数は、各施設の年間に利用した延べ人数を計上 

 

●「量の見込み」及び「確保方策」 
（各年 4 月 1 日現在） 

 
令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

全 域 

量の見込み（人日／年） 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 

確保方策 
（人日／年） 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 

（箇所） 4 4 4 4 4 

北 部 

量の見込み 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 

確保方策 
（人日／年） 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 

（箇所） 2 2 2 2 2 

南 部 

量の見込み 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

確保方策 
（人日／年） 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

（箇所） 2 2 2 2 2 

（市 外）

量の見込み 300 300 300 300 300 

確保方策 
（人日／年） 300 300 300 300 300 

（箇所） ― ― ― ― ― 

※単位の「人日／年」：1年間の延べ利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【量の見込みの考え方】 

◆過去の実績に基づき、市内 6,100 人程度、市外 300 人程度を見込み量とします。 

【確保方策の考え方】 

◆実績からも現行の４施設で必要な量を確保できると考えられることから、現状を維

持しつつも、実績等状況を踏まえながら、必要に応じて受入施設数の拡大を図りま

す。 
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●取組内容 

  確保方策の具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 病児保育事業 

病気回復期に至らない乳児・幼児又は小学校に就学し

ている児童で、家庭保育ができない場合や集団教育が

困難な場合に、市内４箇所の病児保育所において、一

時預かりを行います。 
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（７）子育て援助活動支援事業（就学後） 

■子育て援助活動支援事業（ファミリーサポートセンター事業） 

小学生児童を子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを

希望する者と、当該援助を行うことを希望する者との育児に係る相互援助活動に関する

連絡、調整を行う事業です。 

●現状 

令和５年度実績                           （単位：人日／年） 

利用内容 全域 阿東 徳地 山口 小郡 秋穂 阿知須 

放課後児童クラブ終了

後や外出時の預かり等 
1,216 0 0 1,031 125 18 42 

 

●「量の見込み」及び「確保方策」 
（各年 4 月 1 日現在） 

 
令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

全 域 
量の見込み（人日／年） 1,187 1,160 1,126 1,089 1,057 

確保方策（箇所） 1 1 1 1 1 

※単位の「人日／年」：1年間の延べ利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●取組内容 

  確保方策の具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 
ファミリーサポートセンター

運営事業 

育児サービスを受けたい方と子育て支援の提供

を行う方の依頼調整を行います。 

 

【確保方策の考え方】 

◆市内１箇所で事業を実施します。また、入会受付等については、各総合支所におい

ても行ないます。 

◆相互援助活動が円滑に実施できるよう会員の確保に取り組みます。 

【量の見込みの考え方】 

◆令和５年度における年間に利用した延べ人数の実績が、対象児童数の 12.4％にあた

ることを踏まえ、令和５年度の実績を基に見込み量を推計します。 
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（８）利用者支援事業 

こども及びその保護者等、又は妊娠している方が、教育・保育施設や地域の子育て支

援事業等を円滑に利用できるよう、身近な実施場所で情報収集と提供を行い、必要に応

じて相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業です。 

●現状 

令和６年４月 1 日時点 

事業 施設数 実施施設 

基本型・特定型 ３箇所 
山口市こども家庭センター、やまぐち子育て福祉総合センター、

山口市小郡保健福祉センター 

こども家庭センター型 

（母子保健型） 
２箇所 

山口市こども家庭センター、やまぐち子育て福祉総合センター、

山口市小郡保健福祉センター 

 

●「量の見込み」及び「確保方策」 
 
① 基本型・特定型                       （各年 4 月 1 日現在） 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

全 

域 

量の見込み（箇所） 3 3 3 3 3 

確保方策（箇所） 3 3 3 3 3 

 
② こども家庭センター型（母子保健型）            （各年 4 月 1 日現在） 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

全 

域 

量の見込み（箇所） 2 2 2 2 2 

確保方策（箇所） 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【確保方策の考え方】 

◆基本型・特定型 

教育・保育施設等の利用支援については、「山口市こども家庭センター」、「山口市小

郡保健福祉センター」及び「やまぐち子育て福祉総合センター」において実施しま

す。 

◆こども家庭センター型（母子保健型） 

「やまぐち母子健康サポートセンター」の機能を包含する「山口市こども家庭セン

ター」を令和 5 年 11 月に設置し、南部地域の支援拠点として、「山口市小郡保健福

祉センター」内にも機能を設置しています。 

【量の見込みの考え方】 

◆基本型・特定型 

全市的な視点を重視して３箇所とします。 

◆こども家庭センター型（母子保健型） 

全市的な視点を重視して２箇所とします。 



第５章 子ども・子育て支援事業計画 

 

 - 108 - 

 

●取組内容 

  確保方策の具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 

妊娠・出産包括支援事業 

（利用者支援事業「こども家庭

センター型」） 

山口市こども家庭センターにおいて、保健師、

助産師等が妊娠期から子育て期にわたる専門的

な相談及び支援を行います。 

２ 

子育て福祉総合センター管理

運営事業 

（利用者支援事業「特定型」） 

教育・保育・その他の子育て支援に関する情報

提供や必要に応じた相談・助言等を行うととも

に、関係機関との連絡調整等を行います。 

３ 

児童健全育成事業 

（利用者支援事業「基本型・特

定型」） 

子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域

子ども・子育て支援事業、保健・医療・福祉等

の関係機関が円滑に利用できるよう、身近な場

所での相談や情報提供、助言等必要な支援を行

うとともに、関係機関との連絡調整、連携・協

働等を行います。 
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（９）妊婦健康診査 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の

把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた

医学的検査を実施する事業です。 

●現状 

令和５年度実績             （単位：件） 

事業 健診回数 延べ受診件数 

妊婦健康診査 14 回 14,707 

 

●「量の見込み」及び「確保方策」 
（各年 4 月 1 日現在） 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

全

域 

量の見込み（人回） 15,600 15,340 15,080 14,950 14,820 

 
対象者数（人） 1,200 1,180 1,160 1,150 1,140 

健診回数（回） 13 13 13 13 13 

確保 

方策 

実施場所（箇所） 25 25 25 25 25 

実施体制 医療機関との委託契約 

検査項目 国が定める基本的な妊婦健康診査項目 

実施時期 通年実施 

※健診回数は、上限 14 回のうち一人当たりの平均健診回数として見込まれるもの 

※実施場所は、県内の医療機関と委託契約、里帰り先の県外医療機関受診の場合は健康診査費用を助成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●取組内容 

  確保方策の具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 妊婦健康診査事業 

妊婦及び胎児の健康状態を把握するため、妊婦

健康診査を 14 回実施し、費用は経済的負担の

軽減を図るため公費負担とします。 

 

【確保方策の考え方】 

◆現行体制により、提供体制を引き続き確保していきます。 

【量の見込みの考え方】 

◆15 歳から 49 歳までの女性の人口や妊娠届出数の推移を勘案した推計値を見込み量

としています。 
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（１０）乳児家庭全戸訪問事業 

■乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養

育環境等の把握を行う事業です。 

●現状 

令和５年度実績 

 件数・実施率 

出生数 1,181 件 

訪問対応数 1,１４５件 

事業実施率 97.0％ 

※訪問者：保健師、助産師、母子保健推進員 
 

●「量の見込み」及び「確保方策」 
（各年 4 月 1 日現在） 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

全

域 

量の見込み（人） 1,225 1,200 1,180 1,160 1,150 

確保

方策 

実施体制（人） 213 213 213 213 213 

実施機関 山口市 

委託団体等 
市母子保健推進協議会（183 人） 
保健師・助産師（30 人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●取組内容 

  確保方策の具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 
母子保健指導事業 

（乳児家庭全戸訪問事業） 
保護者の育児不安や悩みに寄り添い、子育てに関す

る情報提供などを行うために、保健師・助産師・母

子保健推進員が 4 か月までの乳児のいる全ての家庭

を訪問し、支援が必要な家庭に対しては適切なサー

ビス提供につなげます。 
２ 

母子地域活動事業 

（乳児家庭全戸訪問事業） 

 

【確保方策の考え方】 

◆現行体制により、提供体制を引き続き確保していきます。 

◆乳児家庭全戸訪問事業に取り組む中で、さらなる支援が必要と判断される家庭につ

いては、要保護児童対策地域協議会の協議に基づき実施する養育支援訪問事業によ

り、継続的な支援体制を整えます。 

【量の見込みの考え方】 

◆妊娠届出数の推移から出生数を勘案し、推計値を見込み量とします。 
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（１１）養育支援訪問事業及び要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護

児童等に対する支援に資する事業 

養育支援が特に必要な家庭を訪問し、養育に関する指導・助言等を行うことにより、

当該家庭の適切な養育の実施を確保し、児童虐待の未然防止に資する事業です。 

●現状 

令和５年度実績        （単位：世帯） 

事業 訪問世帯数 

養育支援訪問事業（専

門的相談支援） 
53 

※延べ件数は 149 件 

 

●「量の見込み」及び「確保方策」 
（各年 4 月 1 日現在） 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和10年度 令和 11 年度 

全

域 

量の見込み 

（訪問世帯数） 
60 60 60 60 60 

確保

方策 

実施体制 市家庭児童相談室（10 人） 

実施機関 山口市 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●取組内容 

  確保方策の具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 養育支援訪問事業 

養育状況により支援の必要性があると思われる家庭

に対し、家庭訪問等を行い、養育に関する相談、指導、

助言その他必要な支援を行い、養育上の諸問題の解

決、改善を図ります。 

 

【確保方策の考え方】 

◆現行体制により、提供体制を引き続き確保していきます。 

◆乳児家庭全戸訪問事業と連携し支援が必要と判断される家庭については、要保護児

童対策地域協議会の協議に基づき実施する養育支援訪問事業により、継続的な支援

体制を整えます。 

【量の見込みの考え方】 

◆近年の実績値の推移を勘案した推計値を見込み量としています。 
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（１２）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

各施設事業者が実費徴収を行うことができる費用について、低所得世帯を対象に費用

の一部を補助する事業です。 

(1) 生活保護受給世帯等を対象に、特定教育・保育施設等に対して支払う日用品、文

房具、その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用及び行事参加に要する

費用等を補助します。 

(2)低所得世帯又は多子世帯を対象に、食事の提供（副食に限る）に係る実費徴収額

の費用を補助します。 

 ※(2)の対象施設は、特定子ども・子育て支援施設等である幼稚園に限ります。 

●現状 

令和５年度実績         

 実人数 

(1) 25 

(2) 88 

 

●「量の見込み」及び「確保方策」 

（各年 4 月 1 日現在） 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

(1) 
全

域 

量の見込み（人） 20 20 20 20 20 

確保方策（人） 20 20 20 20 20 

(2) 
全

域 

量の見込み（人） 195 190 185 180 175 

確保方策（人） 195 190 185 180 175 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【量の見込みの考え方】 

◆(1)については、特定教育・保育施設等を利用するこどもについて、令和６年 10

月 1 日時点の生活保護受給世帯等の割合から推計した給付対象者を量の見込みと

します。 

◆(2)については、施設型給付に移行していない幼稚園における子どもについて、令

和６年 10 月 1 日時点の実績から推計した給付対象者を量の見込みとします。 

【確保方策の考え方】 

◆ (1)、(2)ともに各給付対象者の保護者に対象費用の一部を補助します。 
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●取組内容 

  確保方策の具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 実費徴収補足給付事業 

生活保護受給世帯等のこどもの日用品、文房具、その

他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用及び

行事参加に要する費用の一部を補助し、保護者の負担

軽減を図ります。 

２ 
私立幼稚園等副食費補助

事業 

幼稚園に通う低所得世帯、又は第 3 子以降のこどもの

副食費を補助し、保護者の負担軽減を図ります。 
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（１３）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

０歳６か月から満３歳未満で保育施設に通っていないこどもを対象に、保護者の就労

要件を問わず月一定時間まで保育施設等で預かり、必要な支援を行う事業です。 

●現状 

  実施していません。 

 

●「量の見込み」及び「確保方策」 

（各年 4 月 1 日現在／単位：人） 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

全 域 
量の見込み 77 77 77 76 75 

確保方策 35 77 77 77 77 

阿 東 
量の見込み 1 1 1 1 1 

確保方策 1 1 1 1 1 

徳 地 
量の見込み 1 1 1 1 1 

確保方策 1 1 1 1 1 

北東部 
量の見込み 14 14 14 14 14 

確保方策 5 14 14 14 14 

中央部 
量の見込み 38 38 38 37 37 

確保方策 17 38 38 38 38 

小 郡 
量の見込み 12 12 12 12 11 

確保方策 6 12 12 12 12 

川 東 
量の見込み 3 3 3 3 3 

確保方策 1 3 3 3 3 

川 西 
量の見込み 8 8 8 8 8 

確保方策 4 8 8 8 8 

※単位の「人／日」：1日の定員数 

 

 

 

 

 

 

 

 【確保方策の考え方】 

◆必要定員数に応じた受入体制を確保し、利用ニーズの動向を踏まえながら、受入施

設の拡充について検討します。 

【量の見込みの考え方】 

◆対象年齢における未就園児数から推計した定員数を見込み量としています。 
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●取組内容 

  確保方策の具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 私立保育園特別保育事業 

認可保育園、認定こども園、地域型保育事業等にお

いて乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）

を実施します。 

２ 認定こども園特別保育事業 

３ 地域型保育特別保育事業 

４ 市立保育園管理運営業務 

５ へき地保育所管理運営業務 

６ 市立認定こども園管理運営業務 
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（１４）子育て世帯訪問支援事業 

訪問支援員が、家事・子育て等に対して不安・負担を抱えた子育て家庭、妊産婦、ヤ

ングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するととも

に、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク

等の高まりを未然に防ぐ事業です。 

●新規事業 

 

●「量の見込み」及び「確保方策」 
（各年 4 月 1 日現在） 

 
令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

全 域 
量の見込み（人日／年） 180 180 180 180 180 

確保方策（人日／年） 180 180 180 180 180 

※単位の「人日／年」：1年間の延べ利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●取組内容 

  確保方策の具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 養育支援訪問事業【再掲】 

養育状況により支援の必要性があると思われる

家庭に対し、家庭訪問等を行い、養育に関する

相談、指導、助言その他必要な支援を行い、養

育上の諸問題の解決、改善を図ります。 

 

【確保方策の考え方】 

◆市内事業所やＮＰＯ法人等に委託して事業を実施します。 

【量の見込みの考え方】 

◆要保護・要支援家庭数の 20％が利用することを見込み、平均利用日数等を勘案して

見込み量を推計します。 
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（１５）児童育成支援拠点事業 

養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、当該児童の

居場所となる場を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活習慣の形

成や学習のサポート、進路等の相談支援、食事の提供等を行うとともに、児童及び家庭

の状況をアセスメントし、関係機関へのつなぎを行う等の個々の児童の状況に応じた支

援を包括的に提供することにより、虐待を防止し、こどもの最善の利益の保障と健全な

育成を図る事業です。 

●新規事業 

 

●「量の見込み」及び「確保方策」 
（各年 4 月 1 日現在） 

 
令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

全 域 
量の見込み（人） 15 15 20 20 20 

確保方策（人） 15 15 20 20 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●取組内容 

  確保方策の具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 
児童虐待対策事業 

（児童育成支援拠点事業） 

＜包括的に実施する内容＞ 

・安全・安心な居場所の提供 

・生活習慣の形成（片付けや手洗い、うがい等

の健康管理の習慣づけ、日用品の使い方に関

する助言等） 

・学習の支援（宿題の見守り、学校の授業や進

学のためのサポート等） 等 

【確保方策の考え方】 

◆市内の関係団体等と連携した事業実施を検討します。 

【量の見込みの考え方】 

◆要保護・要支援児童数の 20％から 30％の利用を想定し、見込み量を推計します。 
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（１６）親子関係形成支援事業 

児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその児童に対し、講

義やグループワーク、ロールプレイ等を通じて、児童の心身の発達の状況等に応じた情

報の提供、相談及び助言を実施するとともに、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相

互に悩みや不安を相談・共有し、情報の交換ができる場を設ける等その他の必要な支援

を行うことにより、親子間における適切な関係性の構築を図る事業です。 

・子育て世帯相談支援事業 

・BP プログラム 

 

●現状 

令和５年度実績  （単位：人／年） 

講座参加者数 

１０１ 

 

●「量の見込み」及び「確保方策」 
（各年 4 月 1 日現在） 

 
令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

全 域 
量の見込み（人／年） 100 100 100 100 100 

確保方策 （人／年） 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●取組内容 

  確保方策の具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 

児童虐待対策事業 

妊娠・出産包括支援事業 

（親子関係形成支援事業） 

【再掲】 

児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱え

ている保護者及びその児童に対し、講義やグル

ープワーク、ロールプレイ等を通じて、親子間

における適切な関係性の構築を図ります。 

 

【確保方策の考え方】 

◆山口市こども家庭センター及び児童福祉施設等への委託で事業を実施します。 

【量の見込みの考え方】 

◆近年の実績値や提供体制を勘案した推計値を量の見込み量としています。 
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（１７）妊婦等包括相談支援事業 

●現状 

令和５年度実績       （単位：回／年） 

 面談回数 

伴走型相談支援 2,172 

 

●「量の見込み」及び「確保方策」 
（各年 4 月 1 日現在） 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

全

域 

量の見込み（回／年） 2,450 2,400 2,360 2,320 2,300 

確保方策（回／年） 2,450 2,400 2,360 2,320 2,300 

 

※実施場所は、県内近隣市の産科医療機関及び県助産師会と委託契約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●取組内容 

  確保方策の具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 
妊娠・出産包括支援事業 

（妊婦等包括支援相談事業） 

妊婦・その配偶者等に対して、面談の実施によ

り必要な情報提供や相談に応じるとともに、ニ

ーズに応じて必要な支援につなげる伴走型相談

支援を行います。 

 
 

 

 

【確保方策の考え方】 

◆山口市こども家庭センター等において、妊娠届出時、妊娠 8 か月、出産後等の面談

の機会に合わせて事業を実施します。 

【量の見込みの考え方】 

◆妊娠届出数の推移を勘案した推計値をもとに、1 組当たりの面談回数を 2～3 回とし

た推計値を見込み量としています。 
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（１８）産後ケア事業 

産後も安心して子育てができる支援体制の確保を行うため、退院直後の母子に対して

心身のケアや育児のサポート等きめ細かい支援を実施する事業です。 

●現状 

令和５年度実績         （単位：人日／年） 

 件数・実施率 

産後ケア（母乳支援型・日

帰り型・訪問型・宿泊型） 
477 

 
 

●「量の見込み」及び「確保方策」 

（各年 4 月 1 日現在） 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

全

域 

量の見込み（回／年） 750 755 760 765 770 

確保方策（回／年） 750 755 760 765 770 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●取組内容 

  確保方策の具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 
妊娠・出産包括支援事業 

（産後ケア事業） 

退院直後から産後 1 年までの間に、産科医療機

関及び助産所等において、心身のケアや育児の

サポート等を行います。 

 
 

 

 

 

 

【確保方策の考え方】 

◆産科医療機関、助産師会等に委託し実施する提供体制を引き続き確保していきます。 

【量の見込みの考え方】 

◆産婦数の３０％から４０％、平均利用日数を１～２日と想定した推計値を見込み量

としています。 



第５章 子ども・子育て支援事業計画 
 

- 121 - 

 

５ 幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び推進体制の確保 
 

 

 

 

 

 

 

（１）認定こども園の普及 

 

 

◆令和 6 年 4 月までに、8 施設が幼稚園から認定こども園に移行しています。 

◆令和7年度から令和11年度までの期間に認定こども園に移行を希望する私立保育

園が 18 施設あります。 

◆就学前児童の保護者が利用したいと考える施設として、「認定こども園」と回答し

た割合は 30.4％となっています。（複数回答） 
 

 

 

◆本市における１号認定子どもの量の見込みに対する提供体制は供給過剰となって

おり、2号認定・3号認定子どもにおいても将来的には供給過剰になる見込みです。

こうしたことから、幼稚園や保育園の認定こども園への移行に際しての定員設定に

ついて、適正な需給状況が確保されるよう地域の実情に応じた数の設定が必要です。 
 

 

 

◆認定こども園が幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労の変化等によらず

に柔軟にこどもを受け入れられる施設であることを踏まえ、供給過剰地域において

も、既存の幼稚園、保育園から認定こども園への移行希望があれば、既存施設の利

用状況や地域の需給状況を勘案し、既存施設の認定こども園化を進めていきます。 

◆令和 11 年度までに認定こども園数 26 施設を目標として、既存施設の認定こども

園化を進めていきます。 

 

●取組内容 

  具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 
認定こども園整備費助成

事業 

安全な保育環境を確保するため、施設の経年劣化等に

対する機能維持・強化を目的として施設整備を行う事

業者に対して、その費用を補助します。 

 

現 状 

課 題 

取 組 

 幼児期の学校教育・保育の一体的な提供を行うため、既存の幼稚園や保育園の認定

こども園化の普及を推進します。 

 幼児教育・保育の質の確保・向上を図るため、幼稚園教諭・保育士の資質向上の支

援を行います。 

 成長発達段階に合わせたきめ細やかな対応を行うため、幼稚園・保育園等と小学校

の連携強化を図ります。 
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（２）幼稚園教諭・保育士の資質向上の支援 

 

 

◆幼稚園や保育園、認定こども園などの各施設の幼稚園教諭や保育士が、研修会等へ

参加することにより資質向上を図っています。 

◆やまぐち子育て福祉総合センターでは、対象者に民間施設の保育士等も含めた保育

者・子育て支援者専門研修や、様々な研修会や講座を実施しています。 

◆山口市すくすく保育プランを共通理念とし、各施設において特色ある保育を実施し

ています。 

◆人材確保に向けた保育士養成校との連携やインターンシップの受入、保育業務の 

ＩＣＴ化推進の取組も進めています。 

 

 

 

◆待機児童が発生しているため、保育施設では保育士の配置基準の範囲内で、より多

くのこどもの受入を行っており、ゆとりを持った保育を実施することに苦慮する状

況も見受けられます。 

 

 

 

◆やまぐち子育て福祉総合センターによる保育士資格応援講座や潜在保育士応援講

座を引き続き実施し、保育士不足を解消し、保育士の負担軽減に向けて取り組んで

いきます。 

◆市全体の保育需要に対する保育の質と量を確保するため、新たな保育人材の掘り起

こしや就職から定着に向けた取組を実施します。 

◆市内の保育業務全体のＩＣＴ化による保育業務の効率化を行い、必要とされる保育

サービスの確保、質の向上を図ります。 

 

●取組内容 

  具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 
子育て福祉総合センター

管理運営事業 

教育・保育・子育て支援等の関係者に対して、各種

専門研修や情報交換等を行うことで市内における

保育の専門性、質の向上に継続して取り組んでいき

ます。 

２ 
民間保育サービス施設支

援事業費 

施設研修代替事業を継続して実施します。 

保育士が研修会に参加するために、代替の保育士を

雇用した場合に、その費用を補助します。 

 

現 状 

課 題 

取 組 
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No 事務事業 事業内容 

３ 保育士等人材確保事業 

就職希望者と保育施設の双方にアプローチする取

組を実施し、市内保育施設全体の人材不足の解消と

定着を図ります。 

市内私立保育所等の求人を一括して地域情報誌や

WEB サイト等に掲載するなど保育士等のマッチン

グを継続して実施します。 

4 
保育業務ＩＣＴ化推進事

業【再掲】 

保育士の負担軽減を図るため、保育業務のＩＣＴ化

に取り組みます。 
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（３）教育・保育事業相互の連携、幼保小の連携 

 

 

◆これまで行ってきた幼・保・小連携の調査研究事業の成果を生かし、幼稚園・保育

園等と小学校が協力して「架け橋期のカリキュラム」の作成、検証、改善に取り組

んでいます。 

◆ことばの教室幼児部への通級相談が増加傾向にあるものの、現状の受入体制では指

導に至らない場合があります。 

 

 

 

◆小学校によっては、多くの幼稚園・保育園等から入学することがあり、各園との連

携、情報の共有を丁寧に行うことが必要です。 

◆通級相談が増加する中、相談は受けても指導に至らない場合があることから受入体

制の整備が必要です。 

 

 

 

◆乳幼児期は成長発達が著しく、一人ひとりの成長発達段階に合わせたきめ細やかな

対応が必要であることから、幼稚園・保育園等と小学校のさらなる連携の強化を図

ります。 

◆小学校教育への円滑な接続を図るため、「ことばの教室幼児部」を拠点とし、幼・

保・小が連携して、特別な配慮又は支援を必要とする幼児に対し、その状況に応じ

た教育を行います。 

◆ことばの教室幼児部の受入体制の整備について検討します。 

 

●取組内容 

  具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 幼児教育研究事業 

幼児期の教育・保育においては、小学校教育との連

携や接続について十分配慮することが求められて

いることから、市内 11 ブロックに設置している連

絡協議会における研修や就学に関わる情報交換等

により、連携の強化を図ります。 

 

 

 

 

現 状 

課 題 

取 組 
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No 事務事業 事業内容 

２ 
ことばの教室幼児部管理

運営業務 

・就学前の幼児一人ひとりの障がいに合わせた特別

な指導を行います。 

・園生活に適応していくための支援を行い、必要な

支援を小学校へ引き継いでいくため、関係機関とも

連携して取り組みます。 

・ことばの教室幼児部の受入体制の整備について検

討します。 
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６ 公立幼稚園、保育園の再編整備 

 

 

（１）現状 

◆本市の公立幼稚園・保育園・こども園の施設定員、入園（所）状況、職員数

は下表のとおりです。 

◆全ての公立幼稚園において、入園（所）児童数が定員を大幅に下回り、集団

教育が難しくなっています。 

◆ほぼ全ての公立保育園・こども園において、入園（所）児童数が施設利用定

員未満となっています。今後もしばらくは保育需要が増加する中、私立保育

園・こども園と同様に、保育士不足により定員までの児童の受入れが難しく

なっています。 

◆公立幼稚園・保育園では、園舎や設備の老朽化が進んでいる園、耐震性を有

しない園が見られます。 

 

●公立幼稚園・こども園の施設利用定員、入園状況、職員数      （単位：人） 

施設名 定員 
入園児童数 

(令和 6 年 5 月 1 日) 

入園児童数 

(令和 6 年 10 月 1 日) 

職員数 

(園長・教諭等) 

(令和 6 年 5 月 1 日) 

仁保 

小鯖 

大内 

宮野 

吉敷 

平川 

山口みなみ 

35 

35 

140 

155 

140 

140 

30 

9 

12 

7 

16 

14 

14 

22 

8 

12 

7 

17 

14 

12 

22 

4 

6 

3 

5 

4 

2 

12 

計 675 94 92 36 

※仁保幼稚園、小鯖幼稚園、山口みなみこども園の定員、園児数は、幼稚園部の園児のみ 

※山口みなみこども園の職員は、幼稚園部と保育園部の兼務となっています。 

 

 公立幼稚園、保育園の園舎や設備の老朽化が進んでいることや、本市のこど

もの人口の動向を見据え、公立施設の再編について検討します。 
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●公立保育園・こども園の施設利用定員、入園（所）状況、職員数（単位：人） 

施設名 定員 

入園（所）児童数 

(令和 6 年 4 月 1 日） 

入園（所）児童数 

(令和 6 年 10 月 1 日) 

職員数 

（令和 6 年 4 月 1 日） 

3 歳 

未満 

3 歳 

以上 
計 

3 歳 

未満 

3 歳 

以上 
計 

園長・ 

保育

士 

調理 

その他 
計 

山口 

東山 

大内 

陶 

楠木 

三の宮 

山口第二 

小郡上郷 

小郡 

あじす 

堀 

地福 

徳佐 

仁保 

小鯖 

山口みなみ 

150 

120 

120 

80 

120 

110 

40 

140 

90 

120 

20 

20 

60 

15 

15 

20 

47 

24 

20 

14 

16 

17 

26 

36 

17 

25 

9 

5 

1 

0 

0 

5 

94 

56 

51 

30 

44 

51 

0 

67 

55 

52 

9 

5 

11 

13 

10 

15 

141 

80 

71 

44 

60 

68 

26 

103 

72 

77 

18 

10 

12 

13 

10 

20 

47 

25 

27 

17 

18 

18 

28 

34 

17 

27 

11 

5 

1 

0 

0 

5 

94 

55 

51 

30 

43 

52 

0 

66 

53 

51 

9 

9 

11 

13 

10 

15 

141 

80 

78 

47 

61 

70 

28 

100 

70 

78 

20 

14 

12 

13 

10 

20 

22 

18 

15 

13 

13 

15 

10 

21 

12 

17 

11 

6 

7 

6 

5 

10 

4 

3 

2 

2 

4 

2 

2 

3 

3 

2 

1 

2 

1 

0 

0 

2 

26 

21 

17 

15 

17 

17 

12 

24 

15 

19 

12 

8 

8 

6 

5 

12 

計 1,240 262 563 825 280 562 842 201 33 234 

※仁保、小鯖の幼稚園・保育園兼任職員は幼稚園で計上しています。 

※山口みなみこども園の職員は、幼稚園部と保育園部の兼務となっています。 

 

（２）今後の方針 

◆保育施設の整備や幼稚園から認定こども園への移行が進み、保育の受け皿が

充実してきた一方で、「教育・保育施設の利用定員に対しての空き定員の増加」、

「慢性的な保育士不足」、「公立園の老朽化」、「特別な配慮を要する乳幼児の

保育」、「一時保育、乳児等通園支援、休日保育などの多様化する保育」、「未

就園児を中心とした地域における子育て支援ニーズの高まり」など、本市を

取り巻く幼児教育・保育の環境は急速に変化しています。 

◆本市の幼児教育・保育資源が限られる中、持続的・安定的な質の高い幼児教

育・保育の提供を担保しつつ、新たなニーズに的確に対応していくため、公

立幼稚園・保育園の果たすべき役割を整理し、区域ごとの幼児教育・保育の

受け皿を確保したうえで公立施設の再編を行い、教育・保育施設の機能強化

を図っていく必要があります。 

◆本計画の期間内に、公立幼稚園・保育園の在り方について整理するとともに、

地域の関係者・保護者や私立幼稚園、保育事業者等の意見を伺い、私立幼稚

園・保育園等との配置バランスや定員バランス等を考慮しながら、順次実施

可能な区域から、統廃合による認定こども園化も含めた公立施設の再編につ

いて、具体的な手法を検討します。 
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令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度

公⽴幼稚園
・保育園
・こども園

山口市こども計画
（第三期山口市子ども・子育て支援事業計画）

第二期山口市こども計画
（第四期山口市子ども・子育て支援事業計画）

施設

検討懇話会等での検討結果に基づく個別再編統合

山口市子ども・子育て会議、山口市幼児教育・保育サービス検討懇話会
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７ こどもの人口減少に対応した幼児教育・保育サービスの提供 

 

 

（１）現状 

◆本市の未就学のこどもの人口は、令和 6 年４月１日現在の 7,867 人から、令

和 14 年４月１日には 7,149 人になるものと推計されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆区域別に見ると以下のグラフのとおりとなり、長期的には、どの区域もこども

の人口は減少していくものと見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本市のこどもの人口の動向を見据え、待機児童解消後においても持続的・安

定的な幼児教育・保育サービスが行えるよう、定員及び保育サービスの形態の

検討を進めます。 
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◆区域毎の私立幼稚園・保育園・こども園等の施設利用定員、入園（所）状況、

職員数は、下表のとおりです。 

 
 

区分 施設名 
定

員 

入園（所）児童数 

（令和 6 年 4 月 1 日） 

入園（所）児童数 

（令和 6 年 10 月 1 日） 

職員数 

（令和 6 年 4 月 1 日） 

3 歳

未満 

3 歳

以上 
計 

3 歳

未満 

3 歳

以上 
計 

園長 

教諭 

保育

士 

調理 

その

他 

計 

阿東区域            

(該当なし)            

徳地区域            

保育園 島地保育園 40 8 17 25 9 17 26 7 1 8 

北東部区域            

保育園 愛児園みやのの森保育園 

花尾第二保育園 

みのり保育園 

きらきら星保育園 

夢の星保育園大内園 

大内なかよしこども園 

大内すこやか保育園 

大内光輪保育園 

80 

30 

70 

120 

110 

90 

135 

150 

36 

9 

33 

51 

53 

36 

30 

54 

54 

15 

43 

71 

69 

50 

49 

85 

90 

24 

76 

122 

122 

86 

79 

139 

40 

13 

38 

61 

65 

39 

37 

58 

54 

16 

43 

63 

69 

49 

48 

86 

94 

29 

81 

124 

134 

88 

85 

144 

16 

5 

13 

19 

19 

13 

17 

20 

5 

2 

2 

4 

4 

7 

6 

4 

21 

7 

15 

23 

23 

20 

23 

24 

認定こども園 菅内幼稚園（幼） 

菅内幼稚園（保） 

72 

87 

2 

17 

48 

41 

50 

58 

8 

21 

49 

42 

57 

63 
12 6 18 

地域型保育 山口ココモ保育園 19 17 0 17 22 0 22 7 6 13 

中央部区域            

幼稚園 

(未移行) 

亀山幼稚園 

山口天使幼稚園 

山口大学教育学部附属幼稚園 

80 

260 

125 

0 

0 

0 

80 

199 

68 

80 

199 

68 

0 

7 

0 

83 

201 

68 

83 

208 

68 

7 

15 

7 

8 

0 

2 

15 

15 

9 

保育園 愛児園湯田保育所 

はあと保育園中央 

愛児園乳児保育所 

おおとり保育園 

夢の星保育園穂積園 

愛児園平川保育所 

めばえ保育園 

めばえぽっぽ保育園 

とものその保育園 

210 

120 

60 

150 

90 

150 

150 

100 

120 

65 

50 

46 

48 

48 

52 

69 

50 

44 

120 

72 

0 

89 

63 

86 

106 

85 

66 

185 

122 

46 

137 

111 

138 

175 

135 

110 

73 

49 

52 

50 

53 

58 

72 

55 

45 

120 

69 

0 

89 

62 

86 

105 

84 

66 

193 

118 

52 

139 

115 

144 

177 

139 

111 

30 

13 

15 

21 

15 

20 

23 

19 

18 

11 

3 

4 

7 

3 

7 

6 

3 

3 

41 

16 

19 

28 

18 

27 

29 

22 

21 

認定こども園 野田学園幼稚園（幼） 

野田学園幼稚園（保） 

旭幼稚園（幼） 

旭幼稚園（保） 

山口中央幼稚園（幼） 

山口中央幼稚園（保） 

明星幼稚園（幼） 

明星幼稚園（保） 

106 

211 

255 

160 

132 

78 

45 

73 

2 

57 

0 

44 

0 

27 

0 

23 

96 

145 

190 

88 

83 

83 

46 

40 

98 

202 

190 

132 

83 

110 

46 

63 

10 

67 

12 

51 

0 

30 

0 

27 

93 

156 

180 

95 

83 

84 

46 

40 

103 

223 

192 

146 

83 

114 

46 

67 

33 

 

38 

 

19 

 

18 

7 

 

1 

 

2 

 

5 

40 

 

39 

 

21 

 

23 

地域型保育 プティット一ノ坂保育園 

はあと保育園吉敷 

ヤクルト保育園プティッ

ト平川 

中央ココモ保育園 

うる保育園 

18 

45 

19 

 

19 

17 

11 

37 

13 

 

20 

16 

0 

0 

0 

 

0 

0 

11 

37 

13 

 

20 

16 

12 

44 

15 

 

22 

18 

0 

0 

0 

 

0 

0 

12 

44 

15 

 

22 

18 

3 

5 

3 

 

7 

5 

3 

3 

0 

 

6 

2 

6 

8 

3 

 

13 

7 
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◆待機児童解消に向けた定員増を伴う施設整備は、令和 5 年度分で整うことと

なり、中長期的には、供給量（施設利用定員）＞ 需要量（利用者数）となる

見込みです。 

◆私立幼稚園では、認定こども園への移行が進んでいます。また、私立保育園に

おいては、令和７年度以降、順次、認定こども園への移行が進んでいく見込み

です。 

 

（２）今後の方針 

◆５年後、10 年後の本市のこどもの人口の動向を見据え、待機児童解消後の市

内の幼稚園・保育園等の持続的・安定的な施設運営に資するため、引き続き、

山口市幼児教育・保育サービス検討懇話会等において、区域ごと、公立園私立

園ごとの保育サービスの形態の検討を進めます。 

◆待機児童解消後においては、教育・保育施設の利用定員に対する空き定員の増

加が懸念されることから、私立保育園等の利用定員の変更について、各区域に

おける教育・保育の利用定員が十分に確保できる場合、各施設の意向を尊重し

つつ、各施設の空き定員等を考慮した利用定員の適切な見直しを行っていきま

す。 

◆本計画期間中に、第四期山口市子ども・子育て支援事業計画以降の区域ごとに

必要な公立園・私立園の定員、及び保育サービス形態を明らかにする配置計画

をまとめ、具体的な整備計画を示すこととします。 

区分 施設名 定員 

入園（所）児童数 

（令和 6 年 4 月 1 日） 

入園（所）児童数 

（令和 6 年 10 月 1 日） 

職員数 

（令和 6 年 4 月 1 日） 

3 歳

未

満 

3 歳

以

上 

計 
3 歳

未満 

3 歳

以上 
計 

園長 

教諭 

保育

士 

調理 

その

他 

計 

小郡区域            

幼稚園 

(未移行) 
小郡幼稚園 250 3 154 157 13 161 174 15 2 17 

保育園 はあと保育園新山口 

あさひ小郡保育園 

たんぽぽ保育園 

U NURSERY 新山口２号館 

150 

90 

118 

20 

55 

40 

46 

19 

86 

61 

59 

0 

141 

101 

105 

19 

63 

42 

55 

22 

86 

61 

60 

0 

149 

103 

115 

22 

9 

15 

22 

6 

2 

4 

4 

1 

11 

19 

26 

7 

認定こども園 鴻城幼稚園（幼） 

鴻城幼稚園（保） 

240 

83 

1 

29 

154 

58 

155 

87 

15 

32 

160 

61 

175 

93 
19 3 22 

川東区域            

幼稚園 

(施設型給付) 
西円寺幼稚園 60 0 30 30 2 31 33 5 1 6 

保育園 秋穂保育園 

大海保育園 

50 

60 

14 

23 

31 

38 

45 

61 

17 

28 

31 

37 

48 

65 

10 

15 

2 

2 

12 

17 

川西区域            

保育園 嘉川保育園 

三つ葉保育園 

さやま保育園 

120 

50 

120 

46 

17 

45 

75 

27 

69 

121 

44 

114 

53 

18 

52 

76 

28 

65 

129 

46 

117 

18 

8 

21 

4 

2 

6 

22 

10 

27 

認定こども園 阿知須幼稚園（幼） 

阿知須幼稚園（保） 

75 

120 

0 

38 

57 

90 

57 

128 

6 

43 

57 

91 

63 

134 
19 3 22 

地域型保育 もりもり保育園 19 16 0 16 20 0 20 5 1 6 
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１ こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有 

 

我が国が「児童の権利に関する条約（こどもの権利条約）」を批准し、こどもの最善の

利益を守り、健やかな発達とこども独自の権利を擁護することが合意されてから 30 年が

経過しました。しかし、未だにその正しい理解が十分に浸透したとは言えない状況にあり

ます。 

こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」を実現するため、こどもの人権に関する理

解促進や人権教育・人権啓発活動を推進し、こども・若者が権利の主体であることを社会

全体で共有することを目指します。 

 

２ こども・若者の社会参画・意見反映 

 

権利の主体たるこども・若者には、自由に意見表明し、それが反映される権利が保障さ

れなくてはなりません。こども基本法では、こども施策に対するこども等の意見反映の措

置を取ることが義務付けられています。 

本市においても、こども家庭庁が取り組んでいる「こども若者★いけんぷらす」や「こ

ども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン」に基づき、こども・若者の意見表明

ができる機会を確保し、市政に反映できる仕組みづくりに取り組みます。 

 

３ こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革 

 

こどもや若者、子育て当事者が気兼ねなく様々な制度や支援メニューを利用できるよう、

必要な情報をわかりやすく提供するとともに、全ての人がこどもや子育て中の方々を応援

するといった社会全体の意識改革を図ります。 

また、地域や企業におけるこども・子育てを応援する意識の啓発や妊産婦や乳幼児を連

れた家庭への配慮に関する市民の理解・協力の促進など、様々な取組を通じてこどもや子

育て当事者を社会全体で支える気運を醸成していきます。 
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４ 計画の推進体制 

 

本計画の推進にあたっては、全てのこどもとその保護者に適切な子育て環境が等しく確

保されるよう、庁内連携はもとより、国・県をはじめとする庁外の各関係機関と連携し、

総合的かつ計画的に施策を実施していくこととします。 

また、本計画の推進にあたっては、実際に子育てをされている家庭、その家庭を支援す

る地域や事業者についても、共にその役割を担っていただき、地域のみんなでこどもと子

育てを見守り支えることによって、「全てのこどもが笑顔で喜びに満ち、希望にあふれる

まち」づくりに取り組みます。 

 

５ 計画の進捗管理 

 

本計画については、こども未来課が中心となって、毎年進捗状況を把握・点検し、「山

口市子ども・子育て会議」において、その内容について評価を行います。併せて、計画の

進捗状況については、市ウェブサイト等で公表を行い、市民への周知を図っていきます。 

また、本計画は、第二次山口市総合計画を上位計画としていることから、個別の事務事

業の成果状況の把握は、第二次山口市総合計画で行われる事務事業評価をもって代えるこ

ととします。 

なお、本計画の記載内容について、特に第５章における教育・保育や地域子ども・子育

て支援事業の「量の見込み」及び「確保方策」に関しては、国の制度や市内施設の状況の

変化に伴い、大きく変動することも想定されることから、必要に応じて適宜見直しを行う

こととします。 
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１ 用語解説 

 

用   語 解   説 
初出  

ページ 

あ行 

 ＩＣＴ 情報通信技術。Information and Communications 

Technology の略。 
41 

 アウトリーチ Outreach。直訳すると「外に手を伸ばす」ことを意味。 

「支援が必要であるにもかかわらず届いていない人に

対し、行政や支援機関などが積極的に働きかけて情

報・支援を届けるプロセス」のこと。 

58 

 いじめ防止基本方針 平成 25 年 9 月 28 日に施行された「いじめ防止対策

推進法」の規定により、いじめの防止等のための対策

を総合的かつ効果的に推進するために文部科学省が策

定した方針。 

これを受け、市では、平成 26 年 5 月に「山口市いじ

め防止基本方針」を策定し、平成 30 年 3 月に改定。 

60 

 一般世帯 昭和 60 年以降の国勢調査では、世帯を「一般世帯」

と「施設等の世帯」に区分。 

このうち、一般世帯は、以下の世帯が対象。 

①居住と生計を共にしている人の集まり又は一戸を構

えて住んでいる単身者。ただし、これらの世帯と居

住を共にする単身の住み込みの雇人については、人

数に関係なく雇主の世帯に含める 。 

②「①」の世帯と居住を共にし、別に生計を維持して

いる間借りの単身者又は下宿屋などに下宿している

単身者 

③会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎、独身寮な

どに居住している単身者 

12 

 インクルーシブ教育 障がいの有無に関わらず、誰もが「違う」ことを前提

として、全てのこどもに対して、一人ひとりの教育ニ

ーズにあった適切な教育的支援を通常の学級において

行う教育。 

61 

 インターンシップ 学生が一定期間、企業などの中で研修生として働き、

将来、自分がなりたい職業の関連分野の就業体験がで

きる制度。 

122 

か行 

 核家族世帯 以下の世帯が該当。 

①夫婦のみの世帯 

②夫婦とこどもからなる世帯 

③父親とこどもからなる世帯 

④母親とこどもからなる世帯 

12 

 家庭教育アドバイザー 家庭教育の重要性や親としての役割、親子の関係づく

りの大切さやこどもとの接し方のポイントなどについ

て助言を行う人。 

48 

 キャリア教育 こどもたちには、将来、社会的・職業的に自立し、社

会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き

方を実現するための力が求められており、この視点に

立って日々の教育活動を展開すること。 

67 
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 教育・保育施設 幼稚園、保育園、認定こども園、地域型保育の制度上

の総称。 
47 

 ゲートキーパー 自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩ん

でいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支

援につなげ、見守る）を図ることができる人のことで、

「命の門番」とも位置付けられる。 

64 

 合計特殊出生率 15～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したも

の。１人の女性がその年齢別出生率で生涯の間に産む

と見込まれるこどもの数に相当する。 

11 

 子育て支援情報ハンドブック 市の子育てに関する情報（制度や各種手当、サービス

など）をまとめた冊子。 

市公式ウェブサイトからも閲覧可能。 

46 

 こどもの貧困 こどもの将来が、その生まれ育った環境によって左右

されることのないよう、また、貧困が世代を超えて連

鎖することがないよう、必要な環境整備と教育の機会

均等を図る必要がある。そのため、全てのこどもたち

が夢と希望を持って成長していける社会の実現を目指

し、こどもの貧困対策を総合的に推進する「子供の貧

困対策に関する大網」が平成 26 年 8 月に定められた。 

2 

 こども若者★いけんぷらす こども家庭庁が行う、こどもや若者が様々な方法で自

分の意見を表明し、社会に参加することができる取組。 

小学 1 年生から 20 代の人であれば、だれでも、いつ

でもぷらすメンバーに登録でき、様々なテーマについ

て意見を伝えることができる。 

133 

 こども・若者の意見の政策反映

に向けたガイドライン 

これまでのこども家庭庁において蓄積した知見や、地

方自治体の取組等を踏まえ、こどもや若者の意見の政

策反映に向けて、各府省庁、地方自治体職員が、意見

を聴くための企画から、政策に反映するまでの一連の

プロセスを実施する際の留意点や工夫、事例などをま

とめたもの。 

133 

さ行 

 施設型給付 子ども・子育て支援制度における幼稚園・保育園・認

定こども園を通じた共通の給付（財政支援）。 
41 

 市町村子ども・子育て支援事業

計画 

子ども・子育て支援制度の実施主体である市町村が、5

年を 1 期として、その計画期間における幼児期の学校

教育や保育、地域の子育て支援について定める需給計

画。 

2 

 児童虐待 保護者（親又は親に代わる養育者）が、子どもの心や

身体を傷つけ、子どもの健やかな発育や発達に悪い影

響を与えること。法律では、身体的虐待、性的虐待、

ネグレクト（保護の怠慢、養育の放棄）、心理的慮待の

4 種類に分類。 

6 

 児童虐待防止推進月間 厚生労働省では、毎年 11 月を「児童虐待防止推進月

間」と定め、家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、

児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることがで

きるよう、期間中に児童虐待防止のための広報・啓発

活動など様々な取組を集中的に実施。 

52 
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 児童の権利に関する条約 

（こどもの権利条約） 

1989 年に国連で採択された条約（我が国は 1994 年

に批准）。こどもは「弱くておとなから守られる存在」

という考え方から、それだけではなくて、こどもも「ひ

とりの人間として人権（権利）をもっている」、つまり、

「権利の主体」だという考え方に大きく転換させた条

約。こどもを権利の主体ととらえ、おとなと同様にひ

とりの人間としてもつ様々な権利を認めると同時に、

成長の過程にあって保護や配慮が必要なこどもならで

はの権利も定めている。こども大綱においては、当事

者であるこどもにとっての分かりやすさの観点から、

こどもの権利条約と記されている。 

6 

 新・放課後子ども総合プラン 共働き家庭等の「小１の壁」を打破するとともに、次

代を担う人材を育成するため、全ての就学児童が放課

後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行う

ことができるよう、放課後児童クラブと放課後子ども

教室の計画的な整備等を進めるためのプラン。 

平成 26 年７月に策定された「放課後子ども総合プラ

ン」の進捗状況や、児童福祉や教育分野における施策

の動向も踏まえ、放課後児童対策の取組をさらに推進

させるため、平成 30 年 9 月に策定された計画。 

6 

た行 

 単独世帯 世帯人員が１人の世帯。 12 

 地域型保育事業 子ども・子育て支援制度では、多様な施設や事業の中

から利用者が選択できる仕組みとして、幼稚園や保育

園、認定こども園などの「教育・保育施設」のほかに、

以下の 4 つを地域型保育事業（市町村による認可事業）

として児童福祉法に位置付けている。いずれも 3 歳未

満児が主な対象。 

①定員が 1～ 5 人の「家庭的保育」 

②定員が 6～19 人の「小規模保育」 

③保育を必要とするこどもの居宅で保育を行う「居宅

訪問型保育」 

④従業員のこどもや地域の子どもを保育する「事業所

内保育」 

82 

 地域協育ネット 幼児期から中学校卒業程度までのこどもたちの育ちや

学びを地域ぐるみで見守り、支援するため、概ね中学

校区を一つの単位として、学校・家庭・地域が連携し

て様々な体験機会等を提供する仕組み。 

67 

 等価世帯収入 世帯の年間収入を世帯の人数の平方根で割ったもの。 22 

 特定教育・保育施設 市町村長が施設型給付費の支給に係る施設として確認

する「教育・保育施設」。 
112 

は行 

 発達障がい 生まれつき脳の発達が通常と違っていること。 

人は、家庭環境や教育環境など、様々な外的要因に影

響を受けながら一生を通して発達していく存在である

ため、周囲の理解や適切なサポートが重要。 

61 

 ひきこもり地域支援センター 全ての都道府県・指定都市にある、行政が運営するひ

きこもりに特化した相談窓口。社会福祉士、精神保健

福祉士などの資格を有するコーディネーターが相談支

援を行なう。また、当事者の居場所づくりや、社会活

動の再開に向けた情報発信を行なうなど、地域におけ

るひきこもり支援の拠点としての役割も担っている。 

59 
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 母子・父子自立支援員 児童扶養手当受給者の自立を促進するために、個々の

状況・ニーズに応じた自立支援プログラムを策定し、

就労支援などを行う専門員。福祉事務所やハローワー

ク、母子家庭等就業・自立支援センターと連携して、

面接や状況把握、生活保護受給者等就労自立促進事業

や母子家庭等就業・自立支援事業の活用などを行う。 

53 

や行 

 やまぐち路傍塾 市民が、これまでに積まれた経験などを学校教育や生

涯学習、社会教育の充実に活かしていただくための登

録制度。 

67 

 ユニバーサルデザイン あらかじめ、障がいの有無、年齢、性別、人種等にか

かわらず多様な人々が利用しやすい都市や生活環境を

デザインする考え方。 

44 

 要保護児童対策地域協議会 要保護児童等への適切な支援を図るため、関係機関が

連携を図り、児童虐待等への対応を進めるため設置し

た組織。 

51 

ら行 

 療育 障がいのあるこどもの発達を促し、自立して生活でき

るように援助すること。 
62 

わ行 

 ワーク・ライフ・バランス 仕事と生活の調和のこと。内閣府が 2007 年に策定し

た「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

憲章」では、「一人ひとりがやりがいや充実感を感じな

がら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地

域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった

各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」

と定義されている。 

75 
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２ 策定の経過 

 

 時 期 事 項 内 容 

令
和
５
年 

10 月 27 日 
令和５年度第１回 

山口市子ども・子育て会議開催 

・子ども・子育てに関するアンケート

調査 

12 月 1 日～ 

12 月 15 日 

山口市子ども・子育てに関する 

アンケート調査実施 

・調査対象者 

①就学前児童の保護者 

（対象世帯から 2,000 人を抽出） 

②小学生の保護者 

（対象世帯から 2,000 人を抽出） 

③小学生（4 年生以上）の児童 

（②のうち 1,000 人） 

12 月 4 日～ 

12 月 18 日 

山口市子どもの貧困対策推進 

計画に係るアンケート調査実施 

・調査対象者 

①小学 5 年生の第 1 組の児童及び 

その保護者 

②中学 2 年生の第 1 組の生徒及び 

その保護者 

令
和
６
年 

8 月 7 日 
令和６年度第１回 

山口市子ども・子育て会議開催 

・アンケート調査結果報告（集計結果） 

・こども計画の策定について 

10 月 18 日 
令和６年度第２回 

山口市子ども・子育て会議開催 

・アンケート調査結果報告書 

・子ども・子育て支援事業計画 

（量の見込みと確保方策の内容） 

について 

・こども計画骨子案について 

1１月 28 日 
令和６年度第３回 

山口市子ども・子育て会議開催 
・山口市こども計画素案について 

令
和
７
年 

1 月 10 日 
令和６年度第４回 

山口市子ども・子育て会議開催 
・山口市こども計画案について 

2 月 13 日～ 

3 月 14 日 

山口市こども計画案（案）に 

対するパブリックコメント実施 

・計画案を市公式ウェブサイト及び 

各総合支所等で公表 

３月 18 日 
令和６年度第５回 

山口市子ども・子育て会議開催 

・山口市こども計画（案）に対する 

パブリックコメントについて 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口市こども計画 
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